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平成２８年６月定例会・環境生活委員会（６月１日） 

１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年 ６月 １日 

自   午前１１時１５分 

至   午前１１時２１分 

於   本館５－Ａ会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委 員 長 中島 浩介 君 

副 委 員 長 大場 博文 君 

委 員 三好 德明 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   瀬川 光之 君 

 〃    中島 廣義 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   友田 吉泰 君 

 〃   大久保潔重 君 

 〃   麻生 隆  君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

委 員 吉村 正寿 君 
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１１時１５分 開会 ― 
 

【中島(浩)委員長】ただいまから環境生活委員

会を開会いたします。なお、吉村(正)委員から

欠席する旨の届け出が出ておりますので、ご了

承をお願いします。 

まず会議録署名委員を、慣例によりま

して、私から指名させていただきます。 

会議録署名委員は、瀬川委員、山田朋

子委員のご両人にお願いいたします。 

これより議事に入ります。 

本日の委員会は、平成２８年６月定例会にお

ける本委員会の審査内容等を決定するための委

員間討議であります。 

 審査方法について、お諮りいたします。 

審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

うこととしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
ご異議ないようですので、そのように進める

ことといたします。 

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時１６分 休憩 ― 

― 午前１１時２０分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
これをもって環境生活委員会を閉会いたしま

す。 

大変ご苦労さまでした。 
 

― 午前１１時２１分 散会 ― 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 日 目 
 

 

 



平成２８年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（６月１４日） 

 

１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年 ６月１４日 

自   午前１１時１５分 

至   午後 ２時５８分 

於   本館５－Ａ会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 中島 浩介 君 

副委員長(副会長) 大場 博文 君 

委 員 三好 德明 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   瀬川 光之 君 

 〃   中島 廣義 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   友田 吉泰 君 

 〃   大久保潔重 君 

 〃   麻生  隆 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

 吉村 正寿 君 
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

土 木 部 長 浅野 和広 君 

土 木 部 技 監 野口  浩 君 

土 木 部 次 長 吉田 慎一 君 
土 木 部 参 事 監 
(都市・住宅担当) 髙宮 茂隆 君 

監 理 課 長 天野 俊男 君 

建 設 企 画 課 長 佐々 典明 君 
建 設 企 画 課 
企 画 監 林田 幸太 君 

新幹線事業対策室長 鈴田  健 君 

都 市 計 画 課 長 藤田 雅雄 君 

道 路 建 設 課 長 大塚 正道 君 

道 路 維 持 課 長 池田 正樹 君 

港 湾 課 長 近藤  薫 君 

港 湾 課 企 画 監 井手 浩二 君 

河 川 課 長 川内 俊英 君 

河 川 課 企 画 監 浦瀬 俊郎 君 

砂 防 課 長 後田 健一 君 
建 築 課 長 
（ 参 事 監 ） 大場 光洋 君 

住 宅 課 長 亀山  茂 君 

住 宅 課 企 画 監 田尾 康浩 君 

用 地 課 長 岡本  均 君 
 
 
６、審査事件の件名 

○予算決算委員会（環境生活分科会） 

第101号議案 
平成28年度長崎県一般会計補正予算（第1号）
（関係分） 
報告第1号 
平成27年度長崎県一般会計補正予算（第8号）
（関係分） 
報告第10号 
平成27年度長崎県港湾施設整備特別会計補
正予算（第2号） 

報告第11号 
平成27年度長崎県流域下水道特別会計補正
予算（第4号） 

報告第12号 
平成27年度長崎県港湾整備事業会計補正予
算（第4号）（関係分） 
報告第13号 
平成27年度長崎県交通事業会計補正予算（第
4号） 

 
 
７、付託事件の件名 
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○環境生活委員会 
（1）議 案 
第116号議案 
契約の締結について 
（2）請 願 
    な  し 
（3）陳 情 

・平成29年度 県の施策等に関する重要要望事
項 

・要望書（松浦魚市場再整備への支援について

他） 
・「長崎県、佐世保市が、慢性的な水不足と言

っているので、佐世保市民の為に、短期事業

として、南部水系下ノ野ダムかさ上げを実施

すべき」について 
 
 
８、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１１時１５分 開会 ― 
 

【中島(浩)委員長】 おはようございます。 
 ただいまから、環境生活委員会及び予算決算

委員会環境生活分科会を開会いたします。 
 なお、吉村(正)委員から、欠席する旨の届が
出ておりますので、ご了承をお願いいたします。 
 それでは、これより議事に入ります。 
 今回、本委員会に付託されました案件は、第

116号議案「契約の締結について」であります。
そのほか、陳情3件の送付を受けております。 
 なお、予算及び予算に係る報告議案につきま

しては、予算決算委員会に付託されました予算

及び報告議案の関係部分を環境生活分科会にお

いて審査することになっておりますので、本分

科会として審査いたします案件は、第101号議
案「平成28年度長崎県一般会計補正予算（第1
号）」のうち関係部分ほか5件であります。 

 次に、審査方法についてお諮りいたします。 
 審査は従来どおり、分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部局ごとに、お手元に

お配りしております審査順序のとおり行いたい

と存じますが、ご異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)委員長】 ご異議ないようですので、
そのように進めることといたします。 
 審査に入ります前に、理事者側から、5月の
委員会の際に出席していなかった幹部職員の紹

介がありますので、これを受けることにいたし

ます。 
【浅野土木部長】 それでは、私のほうから、土
木部の幹部職員のご紹介をいたします。 

〔幹部職員紹介〕 
 以上でございます。よろしくお願いします。 
【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。 
 それでは、これより審査に入ります。 
 これより、土木部関係の審査を行います。 
【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。 
 予算及び予算に係る報告議案を議題といたし

ます。 
 土木部長より、予算及び予算に係る報告議案

について説明をお願いいたします。 
【浅野土木部長】 土木部関係の議案についてご
説明いたします。 
 予算決算委員会環境生活分科会関係議案説明

資料の土木部をお開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第101号議案「平成28年度長崎県一般会計補正
予算（第1号）」のうち関係部分、報告第1号「知
事専決事項報告 平成27年度長崎県一般会計
補正予算（第8号）」のうち関係部分、報告第
10号「知事専決事項報告 平成27年度長崎県港
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湾施設整備特別会計補正予算（第2号）」、報
告第12号「知事専決事項報告 平成27年度長崎
県港湾整備事業会計補正予算（第4号）」のう
ち関係部分であります。 
 第101号議案「平成28年度長崎県一般会計補
正予算（第1号）」のうち土木部関係の歳入歳
出予算は、それぞれ記載のとおりであります。 
 2ページをお開きください。 
 補正予算の内容は、公共事業に対する国の内

示に伴い、重要幹線街路費7億360万円の増、港
湾改修費3億725万6,000円の増、港湾環境整備
費2,415万円の増、また、県営住宅への被災者の
一時避難受け入れのための環境整備に伴い、熊

本地震被災者一時受入環境整備費（県営住宅）

2,700万円の増を計上いたしております。 
 次に、知事専決事項報告について、ご説明い

たします。 
 本件は、先の2月定例県議会の予算決算委員
会において、専決処分により措置することにつ

いて、あらかじめご了承をいただいておりまし

た、平成27年度予算の補正を3月31日付けで知
事専決処分させていただいたものであります。 
 4ページをお開きください。 
 このうち、報告第1号「知事専決事項報告 平
成27年度長崎県一般会計補正予算（第8号）」
の補正予算の主な内容は、事業費の変更に伴う

減等で、道路災害防除費5,955万円6,000円の減、
港湾改修費3,697万4,000円の減、広域河川改修
費3,537万9,000円の減などを補正しておりま
す。 
 また、報告第10号「知事専決事項報告 平成
27年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算
（第2号）」、報告第12号「知事専決事項報告 
平成27年度長崎県港湾整備事業会計補正予算
（第4号）」については、それぞれ記載のとお

りであります。 
 このほか繰越計算書報告についても、記載の

とおりであります。 
 なお、繰越計算書報告については、補足説明

資料を配付させていただいております。 
 以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。 
 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 
【中島(浩)分科会長】 次に、監理課長より補足
説明を求めます。 
【天野監理課長】 土木部関係の繰越計算書報告
につきまして、補足してご説明いたします。 
 お手元にお配りしております課長補足説明資

料の1ページ、「繰越額理由別調書」をご覧い
ただきたいと思います。 
 この表の縦の区分が款、項、目の予算科目、

横の区分が繰越額の理由別内訳となっておりま

す。 
 表の左端の欄を上から見ていただきますと、

まず款で総務費、土木費、災害復旧費、その下

が平成27年度一般会計の合計になります。 
 平成27年度の一般会計の合計は、やや下寄り
のほうですが、①番の欄になりますが、403件
の250億836万円でございます。250億円のちょ
っと上に括弧書きで記載しておりますのは、先

ほどの部長説明に記載がありました、石木ダム

事業の事故繰越の分でございまして、これは外

数で記載をいたしております。250億円のうち、
2月の経済対策補正予算にかかる繰り越しが、
そのすぐ下の②の欄になりますが、71件の45億
円331万6,000円でございます。一般会計の合計
から、これも除いた通常分が、次の③の欄にな

りますが、332件、205億504万4,000円となっ
ております。 
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 今回の繰越額の特殊要因としまして、表の枠

外に記載をいたしておりますが、新幹線整備事

業、石木ダム建設事業、ＪＲ長崎本線連続立体

交差事業及び災害復旧事業がございます。これ

ら特殊要因にかかります繰越額を、一般会計の

通常分の③から除きますと、次の④の欄になり

ますが、308件の123億8,871万7,000円となって
おります。 
 平成27年度の繰越額を平成26年度の繰越額
と比較しますと、一般会計の合計では、すぐそ

の下の（①－⑤）の欄になりますが、6件で25
億6,858万8,000円の減となっておりまして、特
殊要因を除いた分では、（④－⑧）と記載した

欄になりますが、47件、57億4,326万9,000円の
減となっております。 
 次に、その下の港湾施設整備特別会計の繰越

額、これは⑨の欄になりますが、1件、1億1,640
万円となっております。 
 一般会計と合わせた土木部合計は、次の⑩の

欄になりますが、404件、251億2,476万円とな
っております。 
 次に、中ほどに戻りまして、一般会計合計①

の欄の繰越額を理由別にご説明いたします。 
 表の右のほうに繰り越しの理由を6つに区分
して整理をしております。 
 まず、地元調整にかかる繰越額は、220件の
100億9,478万3,000円、具体的には、関係機関
や関係者との調整、工事施工に伴い発生する騒

音や振動などの地元調整等に日数を要したため、

繰り越しとなるものでございます。 
 次に、用地補償額に対する不満や代替地の要

求、家屋移転に日数を要したものなど用地補償

にかかる繰越額が58件で21億4,169万4,000円
でございます。 
 次に、工法の検討や、当初想定していなかっ

た諸条件の変更に伴う設計変更に日数を要した

ものなど、設計工法等にかかる繰越額が28件で
10億7,273万6,000円でございます。 
 次に、事業決定の遅れ・補正にかかる繰越額、

これには経済対策補正にかかる繰越額が大部分

でございますが、89件の48億2,417万6,000円で
ございます。 
 次に、資機材や人材のひっ迫、入札の不落・

不調にかかる繰越額が7件で2億1,693万円でご
ざいます。 
 最後に、その他としまして、これは総務費で

すが、新幹線整備事業の負担金にかかる繰越額

が1件の66億5,804万1,000円となっております。 
 予算につきましては、本来、年度内に執行す

べきものでございまして、事業効果の早期発現

のため、引き続き事業の早期執行に努力すると

ともに、できるだけ繰越額を縮減するように努

めてまいります。 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。 
【中島(浩)分科会長】 ありがとうございました。 
 以上で説明が終わりましたので、これより予

算及び予算に係る報告議案に対する質疑を行い

ます。 
 質疑はありませんか。 
【山田(朋)委員】 第101号議案、予算のほうで
お聞きをしたいと思います。 
 県営住宅への被災者の一時避難受け入れのた

めの環境整備に伴い、2,700万円の増ということ
で計上いただいております。熊本震災が起こっ

た後に、住宅課におかれましては、速やかに県

営住宅をご提供いただきまして、本当にありが

とうございました。 
 そこで、今、どれくらいの方が熊本から避難

をされて入居されているのか、その状況と、今

回の予算は、これから入居される方も含めて、
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少し設備を整えたり、備品を購入したりするた

めの予算だというふうに理解をしておりますが、

そのあたりの計画についてもあわせて教えてく

ださい。 
【亀山住宅課長】 補正予算の熊本の災害関連で
お答えいたします。 
 まず、県営住宅につきましては、67戸を被災
者の方々に入っていただくために準備をしてお

りました。67戸のうち、現在入居が決定してい
るのが27世帯74名。うち、入居を既にされてい
る方が23世帯64名ということになっておりま
す。 
 それから、この補正予算ですけれども、当初、

予備費で対応するという考え方があったわけで

すけれども、予備費につきましては、67戸のう
ち25戸を対応いたしまして、今回補正で上げさ
せていただいておりますのが、残りの42戸とい
うことになっております。 
【山田(朋)委員】 67戸を用意して、今、決定を
含めて27戸が、今の見込みがある状況にあるか
と思うんですけれども、67戸を用意すること、
他県はもっと数多く用意されているところもあ

るかと思いますけれども、これから増えてくる

ということも当然あると思いますが、県営住宅

は、県民の皆様が入居する住宅であるというこ

とから考えて、これをあまりにもとり過ぎてい

たおかげで、入れる人が入れなくなったりとか、

そういったことがないのかどうか。 
 そのバランスですね。地域間バランスとか、

これだけとっても希望する人がちゃんと入れる

状況にあるのか、その辺も含めて教えてくださ

い。 
【亀山住宅課長】 熊本の被災者の方々の住宅確
保につきましては、県営住宅及び市町営住宅に

おきまして準備をしておりまして、現在、県営

住宅で67戸ですけれども、前回の東日本大震災
の時も同じ程度の数を確保していたんですけれ

ども、実際に来られたのは少数だったというこ

とで、67戸の県営住宅につきましては、通常の
定期募集に支障がない範囲で確保した住宅とい

うことで我々は考えております。 
【山田(朋)委員】 これから避難をされる方々、
学期の変わり目の夏休みに避難をされてくる方

も多くいらっしゃるかと思います。生活のしや

すいところ、学校に行きやすいところ、そうい

ったところも含めてこの67戸をご用意いただ
いていると思いますけれども、ぜひ、ある程度

きれいなところとか、いろいろとご配慮をいた

だいて、避難をされる方々のご支援をいただけ

ればと思います。 
 あわせて、先ほどのご答弁の中で、定期募集

に関して影響がないということでありましたの

で、ぜひこの事業を進めていただければと思い

ます。 
【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。 
【友田委員】 補正の7億360万円、重要幹線街
路費で出ています。一定資料については事前に

配付いただきましたけれども、この事業の中身

について、少し詳しく説明していただけますか。 
【藤田都市計画課長】 今回補正の7億360万円
につきましては、昨年度までで連続立体交差事

業の仮線の工事が終了しております。今年度か

ら本格的に高架橋の本体工事に着手することに

なっております。その部分につきまして7億円
を補正しまして、高架本体工事の促進を図るも

のでございます。 
【友田委員】 そうすると、今年度からかかって
いって、この7億円で、事業の延長でいくと、
交差事業の2,480メートルということになって
いますよね。この7億円の補正がつくことで、
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高架の全体像としてどのくらい進捗することに

なりますか。 
【藤田都市計画課長】 これから始まる高架本体
工事につきましては、今現在、ＪＲのほうと協

議しておりますけれども、全体工事としまして

は約200億円の工事になりますので、その部分
の今年度工事としては約39億円になりますの
で、39億円分の6億7,000万円ぐらいが今回の補
正の工事費という形になっております。 
【友田委員】 先ほど監理課長のほうから繰り越
しの説明等々もありましたけれども、少なくと

もこの事業においては、何か工事の進捗に影響

を及ぼすような問題というのは現時点で起きて

いないということで理解してよろしいですか。 
【藤田都市計画課長】 繰り越しも含めて問題な
いかということですか。（「はい」と呼ぶ者あ

り） 
 それにつきましては、現在、用地としまして、

用地補償が1件残っております。それができて
しまえば全線の工事にかかれますので、今後は

ＪＲ九州のほうに工事を委託しますので、その

中で工事の進捗を図っていくということになっ

ております。 
【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。 
 ほかに質疑がないようですので、これをもっ

て質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 予算及び予算に係る報告議案に対する質疑・

討論が終了しましたので、採決を行います。 
 第101号議案のうち関係部分、報告第1号のう
ち関係部分、報告第10号及び報告第12号のうち

関係部分は原案のとおり、それぞれ可決・承認

することにご異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、予算及び予算に係る報告議案は、原

案のとおり、それぞれ可決・承認すべきものと

決定されました。 
【中島(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。 
 議案を議題といたします。 
 土木部長より総括説明をお願いいたします。 
【浅野土木部長】 土木部関係の議案についてご
説明いたします。 
 環境生活委員会関係議案説明資料、環境生活

委員会関係議案説明資料（追加2）と（追加3）
があります。よろしくお願いします。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第116号議案「契約の締結について」で、その
内容は記載のとおりであります。 
 なお、第116号議案については、補足説明資
料を配付させていただいております。 
 次に、土木部関係の議案外の報告事項につい

てご説明いたします。 
 今回、ご報告いたしますのは、契約の締結の

一部変更について、和解及び損害賠償の額の決

定について、訴えの提起についてで、その内容

は記載のとおりであります。 
 次に、土木部関係の主な所管事項について、

ご説明いたします。 
 今回ご説明いたしますのは、平成28年熊本地
震に対する支援について、石木ダムの推進につ

いて、幹線道路の整備について、九州新幹線西

九州ルートの推進について、公共工事の早期発

注について、「長崎県「新」行財政改革プラン」

に基づく取組について、公共事業評価の再評価
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について、長崎駅舎・駅前広場等デザイン基本

計画の策定について、県立総合運動公園陸上競

技場のネーミングライツ・パートナーについて、

長崎県住宅供給公社について、採砂許可取消等

請求訴訟と海砂採取量の確認方法の見直しにつ

いてであります。 
 このうち、長崎駅舎・駅前広場等デザイン基

本計画の策定について、長崎県住宅供給公社に

ついては補足説明資料を配付させていただいて

おります。 
 以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。 
 よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。 
【中島(浩)委員長】 次に、道路建設課長から補
足説明を求めます。 
【大塚道路建設課長】 環境生活委員会課長補足
説明資料1ページをご覧ください。 
 第116号議案「契約の締結について」、ご説
明いたします。 
 当案件は、ながさき出島道路にＥＴＣを整備

する工事ですが、整備に当たっては、料金徴収

機能を維持しながら、長崎県道路公社の施設で

ある料金所の改築やＥＴＣの設置工事を行う必

要があること、また、ＥＴＣ整備後は、長崎県

道路公社が維持管理を行うことから、現在、当

有料道路を管理している長崎県道路公社に工事

を委託するものであります。 
 工事名は、ながさき出島道路ＥＴＣ設備建設

工事、工事場所は、2ページにお示ししており
ます、長崎市早坂町であります。 
 工事概要についてでございますけれども、3
ページの平面図をご覧ください。 
 図面左手上方が出島道路、オランダ坂トンネ

ル方面でございます。右手が九州横断自動車道

方面でございます。 
 現在、ながさき出島道路でＥＴＣに対応して

いるルートは、矢印①の高速道路から市街地向

けのみであり、市街地から高速道路向けの矢印

②をはじめ、矢印③、矢印④のルートについて

はＥＴＣが設置されておりません。 
 このため、料金所においては、ＥＴＣ対応と

誤認した車両がゲートに進入し、バーに衝突す

る事故なども発生していることに加え、通行料

金支払いの際、小銭の準備や車両の一旦停止が

必要であり、スムーズな通行を阻害する要因と

もなっておりました。 
 このことから、国の社会資本整備総合交付金

の効果促進事業を活用することにより、ながさ

き出島道路の料金所に、この図で青色で表示し

ているブースになりますけれども、ＥＴＣ2基
を整備し、安全性と利便性の向上を図るもので

あります。 
 この結果、矢印②、③に示す市街地方面から、

高速道路及び田上・早坂方面、また、矢印④に

示す田上・早坂方面から市街地方面のＥＴＣ利

用も可能となり、円滑な通行と利便性の向上が

図られます。 
 1ページにお戻りください。 
 契約相手は長崎県道路公社、契約金額は6億
6,956万7,600円、契約工期は平成30年3月31日
を考えております。 
 以上で、第116号議案「契約の締結について」
の説明を終わります。 
 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。 
 以上で説明が終わりましたので、これより議

案に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
【山田(朋)委員】 第116号議案について伺いた
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いと思います。 
 今、課長のほうからご説明をいただきました。

私もこの10年、出島道路をほぼ毎日のように使
って通勤をしておりますが、最初はＥＴＣが使

えないことにとまどいがありましたが、10年も
たつとすっかり慣れて回数券を利用しておりま

したが、今回、このような交付金があるという

ことで事業をされるということであります。 
 また、中島(廣)副議長が県議会一般質問でも
この必要性を訴えられたこともあって実現をす

るのかなと思いますが、交付金事業だというふ

うにお聞きをしましたが、県費負担とかはどう

いうふうになっているのか、教えてもらってい

いですか。 
【大塚道路建設課長】 交付金事業につきまして
は、国からの交付金は65％、県の支出が35％に
なります。 
 交付税措置の後年度負担がございますので、

これにつきまして、実質的な県の負担について

は、すみません、細かい数字まで把握しており

ませんが、20数％ぐらいになるかと思います。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 
【友田委員】 この事業を採択してもらうに当た
って、道路交通量調査等が実施されていると思

いますけれども、その中身と、どの時期にやっ

て、車両の台数がどのくらいだったというのが

わかれば、教えていただきたいと思います。 
【大塚道路建設課長】 料金所を通過する交通量
でございますけれども、実質的にはながさき出

島道路を通行する交通台数になりますが、実績

といたしましては、7,400台でございます。これ
は、平成27年度の1日当たりの通行実績でござ
います。 
【友田委員】 そうすると、7,400台というのは
上りですかね、下りですかね。 

 あわせて、例えば上りだとその先にＥＴＣが

ありますよね、高速に入る時。あっちの別のほ

うに向かうのもありますけれども、少なくとも、

7,400台のうち高速に入る上りであれば、その先
のＥＴＣの利用がわかりますよね。だから、長

崎道に入る車のおよそ何パーセントぐらいがＥ

ＴＣを使っているのかというようなところの分

析はありますか。 
【大塚道路建設課長】 長崎道に入る車のどれぐ
らいがＥＴＣを使っているかというお話ですけ

れども、ここでどれぐらいの車がＥＴＣを使っ

ているかというデータは、すみません、持ち合

わせておりませんが、全国のＮＥＸＣＯ（ネク

スコ）で、実際どれぐらいの車両がＥＴＣを使

っているかというものに関しましては、約90％
というふうにお伺いしております。 
【友田委員】 ここは、長崎を訪れる観光客の方
にとってみると、来る時はＥＴＣがあって、私

も県庁に来る時はＥＴＣで来ますので、ＥＴＣ

で来て長崎市内に入って、帰る時に同じように

出島バイパスを通ろうとしたら、来る時にはＥ

ＴＣを使えたのに帰りは使えないというとまど

いがあると思うんですよね。 
 先ほど課長もおっしゃったとおり、小銭がな

いと、あそこは投げ込み式になっているので非

常に困るし、一方で、この投げ込み式というの

は、車の形によっては非常に投げにくかったり、

スナップをきかせて上手に投げられない人は落

としてしまって、それが車両の下に落ちて、そ

れを拾いに行こうとしても車の下にあって、後

ろに車が止まってとか、目の前でそういったケ

ースを見たことがあるんです。 
 事実として、利便性は非常に高くなると思う

んです。一方で、35％の県の負担があるという
ことと、あわせて、交付税措置も後年度負担が
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あるということなんだけれども、多くの県民の

皆さんに、これを設置することについて、必要

性を十分に納得してもらうためには、便利にな

ることはよくわかるんですよ。わかるんだけど、

これを付けることによってより利便性が高まっ

ていくということの何か明確な答弁があれば、

もう少しお示しいただきたいと思います。 
【大塚道路建設課長】 利便性向上の明確なとい
うお話ですけれども、実際、先ほどお話がござ

いましたとおり、誤認して、例えば開閉バーに

衝突するという事故が、平成27年度で実は4件
発生いたしております。 
 それ以外にも、事故にはなっていないのです

が、監視カメラでの確認によれば、明らかにＥ

ＴＣと思い込んでレーンに進入しているという

ものも、平成27年度で74件起こっております。 
 こういうことを踏まえて、長崎に来る時はＥ

ＴＣが使えたのに、帰る時にはお金を用意しな

ければいけないというのは、確かに観光客の方

にとってみれば、それはもう絶対考えられない

話だと思います。ですから、こういった数にな

っているのかなと思っておりますので、この事

業を行うに当たって、数字で明確な事業効果を

あらわすというのはなかなか難しいとは思うん

ですけれども、こういったことも含めてアピー

ルしながら、随分便利になるということを道路

公社を通じて周知をしていきたいと考えており

ます。 
【中島(浩)委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 ほかに質疑がないようです
ので、これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)委員長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 
 第116号議案は、原案のとおり、可決するこ
とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、第116号議案は原案のとおり、可決
すべきものと決定されました。 
 ここでしばらく休憩をとりたいと思います。 
 再開を午後1時半からといたします。 
 

― 午前１１時５３分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 次に、提出のありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について説

明を求めます。 
【天野監理課長】 それでは、「政策等決定過程
の透明性等の確保及び県議会・議員との協議等

の拡充に関する決議」に基づきまして、本委員

会に提出いたしました、土木部関係の資料につ

きましてご説明いたします。 
 資料は、この分厚い、環境生活委員会提出資

料でございます。 
 まず、今回のご説明の対象期間は、平成28年
2月から4月までの期間となっております。 
 提出しております内容につきましては、表紙

の見出しのとおり、補助金内示一覧表、1,000
万円以上の契約状況一覧表、陳情・要望に対す

る対応状況、附属機関等会議結果報告となって

おります。 
 最初に、資料の1ページをご覧ください。 
 県が箇所づけを行って実施する個別事業に関
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しまして、市町等に対し内示を行った補助金に

つきまして記載をいたしております。1ページ
目が直接補助の分、2ページ目から4ページ目が
間接補助の分でございます。 
 資料の5ページをお開きください。 
 1,000万円以上の契約状況につきまして、建設
工事関係の委託、建設工事、その他の3つの区
分に分けまして契約状況一覧表、それぞれの入

札結果一覧表を添付いたしております。 
 5ページから302ページまでが平成27年度分、
平成28年2月から3月中に契約したもの、それか
ら、303ページから345ページまでが平成28年度
分の4月に契約したものとなっております。 
 それから、資料の346ページをお開きくださ
い。 
 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

につきまして、県の対応状況を記載しておりま

す。 
 最後に、347ページから最終の360ページまで、
附属機関等の会議結果を記載いたしております。 
 以上で説明を終わらせていただきます。 
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。 
 次に、都市計画課長及び住宅課長より補足説

明の申し出があっておりますので、これを受け

ることといたします。 
【藤田都市計画課長】 午前中ありました、課長
補足説明資料の4ページをお開きください。 
 それでは、長崎駅舎・駅前広場等デザイン基

本計画について、補足して説明いたします。 
 昨年9月議会の環境生活委員会で、中間報告
していた「長崎駅舎・駅前広場等デザイン基本

計画」を、今年3月に策定しましたので、その
内容についてご報告いたします。 

 資料の6ページをご覧ください。 
 下段に駅舎平面図を示しておりますが、在来

線駅舎と新幹線駅舎が並列した形で設置されま

す。このように新幹線と在来線が並列し、港に

面した終着駅の特徴を活かすため、駅舎の南端

部まで連続した屋根をかけることとしておりま

す。 
 資料の7ページをご覧ください。 
 見通しのよい、大きく印象的なホーム空間を

確保するため、新幹線の屋根は2本の柱で支え
る形状にし、新幹線と在来線の境界部には、可

能な限り柱などの構造物を設けず、また、屋根

材には幕材を使用することとしております。 
 下段は照明及び夜景のイメージとなっており

ます。 
 資料の8ページをご覧ください。 
 駅舎の縦断図を示しております。なお、駅の

入口となる東西通路は、図に示した場所になり

ます。 
 資料の9ページをご覧ください。 
 長崎駅舎が目指すものとして、右上に記載し

ております5項目をイラストや写真にて説明し
たものでございます。 
 資料の10ページをご覧ください。 
 駅前広場等のデザイン基本計画については、

中央に記載している6項目を設けており、国道
から西口への軸となる東西軸の創出、また、駅

前広場においても、交通広場だけでなく、人々

の集まる拠点としてのまちの広場や駅の広場を

設けることとしております。 
 最後に、資料の4ページに戻ってください。 
 今後のスケジュールでございますが、駅舎の

設計や施工は鉄道事業者が行うこととなります。

このため、このデザイン基本計画の実現に向け

て、国土交通省との協議や上記鉄道事業者など
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関係者との協議を行いながら進めていきます。 
 また、駅前広場の基本設計及び実施設計につ

きましては、今年度から平成30年度まで長崎市
がデザイン基本計画に基づき行います。 
 以上、長崎駅舎・駅前広場等デザイン基本計

画の説明を終わります。 
【亀山住宅課長】 長崎県住宅供給公社の諫早西
部団地第2工区の状況について、補足して説明
いたします。 
 課長補足説明資料の11ページをご覧くださ
い。 
 こちらの航空写真で、上が北になりますが、

第2工区の北東側のオレンジの線で囲まれた部
分が東－2地区であります。東－2地区につきま
しては、平成28年1月より販売を行っており、
全81区画のうち6月13日現在、21区画で契約等
に至っており、着実に販売が進んでおります。 
 次に、西－1地区の商業用地の処分計画につ
いてご説明させていただきます。 
 東－1地区の西側に、「西－1商業」と表示し
た区域が西－1地区でございます。こちらは団
地及び周辺地域の利便性を向上させるための商

業地として販売する予定でございます。 
 区域の規模は約3ヘクタールで、現在、商業
施設を建設することなどを条件とした公告案の

検討を行っており、今後、一般競争入札により

売却を進めていきたいと考えております。 
【中島(浩)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、まず、陳情審査を行います。 
 配付しております陳情書一覧表のとおり、陳

情書の送付を受けておりますので、ご覧願いま

す。 
 陳情書について、何かご質問はありませんか。 
【友田委員】 陳情書の12番については、私の
地元、松浦市からの要望でありますので、私の

ほうからも数点お尋ねしたいと思います。 
 まず、土木部関係でいきますと、4番、5番、
6番になると思いますけど、西九州自動車につ
いては、順調に松浦市内の工区については進ん

でおりますので、これは引き続き国のほうに。 
 松浦インターまでの開通が平成30年度と言
われていますけれども、もうほとんど、トンネ

ル工事も順調に進んで、最後の松浦鉄道をまた

ぐ橋が一番大きな工事なのかなという感じです。 
 あわせて、県のほうとしても、県事業として、

国道204号とバイパスをつなぐ新たなアクセス
道路の整備など計画していただいておりますの

で、順調に進めていただきたいと思うのですが、

地元の要望というか、地元の思いとしては、平

成29年度に調川インターまで進捗することは
もちろんありがたいことなんだけれども、今申

し上げたバイパスとの交差点が、朝の時間帯に、

松浦鉄道の踏切が下りて、右折する車、伊万里

方面から平戸方面に向かう車がバイパスに入ろ

うとすると、右折帯にずっと並ぶんです。並ぶ

と、既存の国道204号が非常に狭いために、直
進の信号は青になっているけれども、右折車両

が停車することによって直進車両が通行できな

くなる。結果的に踏切信号は、踏切の遮断機が

おりている時は、直進は青になるんですけれど

も、右折車両が詰まっているために直進できな

い。これが100メートル以上渋滞するんですよ。
調川インターチェンジまで西九州自動車道が開

通しても、この状況は全く解消されないんです

よ。 
 一方で、松浦インターチェンジまで開通する

と、完全にこの状況がなくなるので、非常に利

便性もよくなるし、多数の車両が仮に西九州自

動車道を通行して平戸方面、松浦に来たとして

も、大変な利便性の向上につながっていくんで
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す。 
 こういった意味からも、何とか平成30年の松
浦インターチェンジまでの開通について、ここ

まで開通することによってさらに利便性が高ま

って、調川インターチェンジまでの開通よりも

ぜひこの分を、ここまで、地元としては同時ぐ

らいにできないものかという思いもあるんです

けれども、実情を県としてもご存じだと思いま

すので、このあたりについて少し、お考えがあ

ればお聞かせをいただきたいと思います。 
【大塚道路建設課長】 西九州道伊万里松浦道路
の松浦インターまでの開通の時期に関するご質

問でございますけれども、私どもは、国のほう

からは、これは国が公表をいたしておりますの

で、調川までは平成29年度、松浦までは平成30
年度というふうにお聞きをしているところです。 
 しかしながら、委員ご指摘の松浦までの開通

時期をできるだけ前倒しということに関しまし

ては、私どもも同じ思いでございますので、予

算の確保とともに、できるだけ早い開通をお願

いしたいということで、今後も引き続き国に対

して要望していきたいと考えております。 
 またあわせて、先ほどちょっとお話がありま

した松浦インター工区につきましても、まだ県

の事業として始まったばかりですけれども、松

浦インターの開通と時期と合わせ供用できるよ

うにと、用地交渉等に努力してまいりたいと考

えております。 
【友田委員】 ぜひ、この点についてはですね。 
 先般、西九州道の建設促進期成会総会が平戸

でありましたけれども、伊万里の久原から今福

までの1区間が開通しただけでも、やはり車両
の通行量の増加が見込まれていて、これは結果

的に地域の交流人口の拡大とか観光振興とかに

役立っておりますので、引き続きこの促進につ

いては、県も十分取り組みをお願いしたいと思

います。 
 次に、5番目の港湾の整備関係ですけれども、
埋立護岸の整備を松浦市から要望されておりま

すが、具体的にこの事業について、県としてこ

れを実施するに当たっての課題とか現状につい

て見解があれば、お聞かせをいただきたいと思

います。 
【近藤港湾課長】 松浦市からご要望があってお
ります調川港の埋立護岸についてのお尋ねだと

思いますけれども、市にもご意見を伺いながら、

港湾事業や土地開発公社による実施の可能性を

検討してまいりました。 
 ただし、港湾事業でやる場合の採択基準を満

たしていないとか、非常に事業化が厳しく、今

のところは結論が出ていない状況でございます。 
 西九州自動車道で発生する建設残土を有効に

活用して、産業振興につなげるためにも、事業

主体を含めて有効な整備方法がないかというこ

とを引き続き松浦市とも連携しながら、情報共

有を図りながら意見交換を図ってまいりたいと

考えております。 
【友田委員】 この点は、松浦佐々道路に相当長
いトンネルが幾つもできるものですから、仮称

ですけど、平戸・江迎・御厨インターチェンジ

と松浦インターチェンジの間に長いトンネルが

2つできますよね。この掘削残土をどうするか
という意味でも、この護岸を整備することによ

って、掘削残土の横持ち費用とか、いろんなも

のの削減も図られると思いますし、課題はある

と思いますけれども、港湾課長も十分ご理解い

ただいていると思いますので、ぜひ国とも、も

ちろん地元とも協議をいただいて、せっかく出

る公共残土を有効に活用できるような、その後

もそれによって地域振興にもつながるような取
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組をぜひ、私のほうからもお願いをしておきた

いと思います。 
 次に、9番目の新福島大橋の建設についてで
すが、この橋は昭和42年にかかって、50年にな
ろうとしているんです。地元は、以前から橋の

寿命は50年と、この感覚なんですよ。もちろん
県においては、平成22年ぐらいに長寿命化の対
策工事をやっていただいて、現在、車両で通る

だけでは、欄干などもきれいになっていますし、

道幅が狭いということを除くと、現在の一般車

両の通行においては、それほど困っているとい

う状況ではないんですが、この先に九州液化ガ

スという民間会社があり、そこがＬＰＧの国家

備蓄基地を併設しているものですから、大型の

タンクローリーが1日に何百台も通るというこ
とで、その通る際に、写真がありますけれども、

タンクローリーがここを通ると、横を歩いてい

る歩行者に対しては非常に危ない状況になると。 
 こういうこととあわせて、間もなく50年にな
るので、この橋の新設をという要望が出てきて

おって、地元でも、やっぱり寿命は50年だから、
今動かないと、この橋が壊れて通行できなくな

るんじゃないかと、そういう危機感もあるんで

す。 
 道路維持課とお話をすると、長寿命化対策

等々を講じることによって橋の寿命は相当伸ば

せるんですよという話を聞いているんですが、

なかなかそのあたりの理解が進んでいない状況

なんです。センセーショナルな事故がいろいろ、

国内、国外でもあって、そういったものを皆さ

んが思って、あんなことになったら大変だなと

いうような危機感もあるものですから、長寿命

化をして、これだけ大丈夫ですよというような、

業界でオーソライズされたようなそういったも

のがあるんですか。そのあたりがあれば、少し

お示しいただきたいと思うんですけれど。 
【池田道路維持課長】 長寿命化対策につきまし
ては、長寿命化対策を行えば何年程度もちます

よというようなはっきりした年数とか、そうい

うものはございません。 
 ただ、今までの経験的なところからいって、

適切な補修を行っていけば100年程度はもつで
あろうということで、長崎県におきましても、

長崎県長寿命化橋梁維持管理検討委員会という

ものを設けまして、そこで目標として100年も
たせるという計画にしています。 
 ただ、100年までは必ずもてるという話では
なくて、そこを目標に頑張っているということ

でございまして、この橋に関しましても、5年
に1回の詳細点検、あるいは特別に年に1回は点
検を行うということで、適切な維持管理に努め

ているところでございます。 
【友田委員】 これは、県内で多分離島にかかっ
た長大橋では最初の橋なんですよね。地元で言

われているのは、昭和42年の建設ですので、設
計基準が昭和30年代の設計基準でやられてい
て、その当時はまだ炭鉱の町だったんですよね。

車両の大型化とか、そういった想定がなされて

いなかったんじゃないかとか、いろいろ不安視

する声が出てきているんですよ、やはり50年前
のものですから。 
 そういった意味では、私のほうから一度お願

いしていますが、地元の方々に説明する機会を

設けていただきたいと思うんですけれども、こ

のあたりについては、県のメニューを見れば出

前講座等々も、法面とか橋梁の補修については

ありますので、そのあたりについてお願いした

いという思いがあるんですけど、これはいかが

でしょうか。 
【池田道路維持課長】 道路維持課といたしまし
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ても、こういう橋を適正に管理をしているとい

うところをぜひ地元の方にもご説明して、長寿

命化のご理解をいただきたいと思いますので、

ぜひそういう機会を設けさせていただきたいと

思います。 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
か。 
【山田(朋)委員】 陳情番号10番、佐世保市から
の要望で、都市計画道路佐世保縦貫線（国道35
号）の早期事業化について。 
 この分は久野議員が一般質問の中でも質問を

されましたが、これは、皆さんもご存じのよう

に、佐世保の本当に玄関口の道路でありまして、

両サイドの建物の高さ規制もかかっているから、

ほかのところに比べると非常に街並みが古くて、

空き家も多くなっている状況にあります。 
 そこで、いろいろな規制がかかっているとは

聞いておりますが、県として、この道路に関し

て、佐世保市の要望に沿ってどのような形が考

えられるか、可能性としてどういったことが考

えられるかをまずお聞かせください。 

【藤田都市計画課長】 国道35号の件ですけれ
ども、これにつきましては、現在、佐世保市が

国道整備と土地区画整理事業を組み合わせた形

での実施を提案しておりまして、それにつきま

して、今年度、佐世保市がその調査を行います。

その中で概略の計画を立案しまして、土地区画

整理事業として成り立つのか、そういうことの

検討をすることとしております。 
 ここは道路管理者が国でありますので、国と

も相談をしながら計画を練り上げる必要があり

ますので、今後とも県・市連携して協議をして

まいりたいと考えております。 
【山田(朋)委員】 ぜひ一緒になって国に働きか
けて、この街町並みがきれいになって、渋滞が

緩和できるような形になるように、ぜひお力を

いただければと思います。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 
【山田(朋)委員】 あともう一点、企業誘致等の
推進の中で道路の整備のほう、ウエストテクノ

佐世保周辺の環境整備ということで要望が上が

っています。 
 道路がもともと狭かったり、そういういろん

な事情がある中においてですけれども、これで

今、工事をいただいております。主要地方道佐々

鹿町江迎線の整備事業、平成30年に完成予定と
ありますが、これを少し早めにお願いできるも

のなのかどうか、そのあたりの進捗状況を含め

て教えてください。 
【大塚道路建設課長】 委員ご指摘の主要地方道
佐々鹿町江迎線、これは志方黒石工区というこ

とで事業をやっております。 
 平成24年度から事業を開始いたしまして、設
計協議等を行って用地取得を行いまして、今年

度から本格的に河川護岸の工事に着手をすると

いう計画でございます。 
 ご指摘の平成30年度完成に向けての進捗で
ございますけれども、先ほど申しましたとおり、

佐々川の河川の一部を埋め立てて護岸をつくっ

て橋梁をかけるという非常に難しい工事が今後

ございまして、私どもとしましては、当初、事

業を始めた時の完成目標が平成30年度でござ
いますので、できるだけそれを目指してやって

いきたいと考えておりますけれども、難しい工

事であるということと、なおかつ、交付金を使

った事業であるということでの予算措置等々の

条件もございますので、そこはできるだけ頑張

って目指していきたいと考えております。 
【山田(朋)委員】 安全を確保しつつですね。 
 また、ウエストテクノのほうもほぼ満床に、
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新しく企業が入ってくることももう決定してい

ますので、そういったことになると、もっと道

路の渋滞とかいろんなことが予想されますので、

安全を確保しつつですけれども、ぜひ可能な限

り早くつくっていただければと思います。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、陳情につきましては承っておくこととい

たします。 
 次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。 
 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)委員長】 次に、議案外所管事務一般
について、ご質問はありませんか。 
【麻生委員】 議案外ですけれども、昨日、今回
の雇用関係でありました件について、関連資料

が添付されておりましたので、その件について

お尋ねしたいと思います。 
 資料を探しますので、その前に別件で。 
 実は、港湾関係で、2バース化の問題もあり
ますけれども、今、クルーズ船が200隻近く入
ってきていて、その中で、平成28年度の政府施
策要望にも入っているんですけれども、これは

港湾と若干違うかもしれませんけれど、警備が

入っていますので、一部関連でお尋ねしたいん

です。 
 ＣＩＱの体制が、これは文化観光国際部なん

でしょうけれども、この前、中国人が、要は出

国といいますか、入国してきているけれども、

帰ってきていなかったという事例があって、こ

れが伸びてきているという状況なんですよね。

そういうことで、そこの点については、警察等

含めて対応されているかどうか。 
 要は言いますと、年間200隻近く入ってきて
いるクルーズ船がありますけれども、それにＣ

ＩＱはちゃんとされているんでしょうけれども、

一旦出国して不法滞在していると、帰ってこな

かったという状況が発生してきているんですね。

それについては、一応警察の状況でしょうけれ

ども、ＣＩＱも含めて適格なんでしょうけれど

も、そういったことについて関連で、警備を含

めて対応されているのかどうか、その点、お尋

ねしたいんですけれども。 
【近藤港湾課長】 委員がおっしゃったＣＩＱに
関しては、入国管理と税関と検疫とがございま

すけれども、これは国のほうの事務でやってお

りまして、入国管理局が松が枝のターミナルの

ほうに来ていただいて、そこで出入国の管理を

やっていただいているという状況なんです。 
 県は何をやっているかといいますと、土木の

概要の12ページにございますけれども、いわゆ
る埠頭警備、入国する船舶に対して危害が加え

られないか、テロが起こらないような対策とし

て警備を県のほうでやっているという状況でご

ざいまして、先ほどおっしゃいました入国の管

理については、我々の範疇外になっておりまし

て、実際、入国された方が適正に入られて、そ

の後に行方不明になってみたりとかという話に

ついては、我々のほうでは把握していない状況

です。 
【麻生委員】 これは所管が違うという話なんで
しょうけれども、今後、2バース化も含めて、
あわせてこの警備体制もとられるということで

ございますので、しっかりこの施策を、双方連

絡をとりながらやっていただきたい。 
 ちなみに、この前、ニュースで言っておりま



平成２８年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（６月１４日） 

 

したけれども、ここ1年間で22名ぐらい帰って
きていないという状況がありましたので、今後、

治安の問題だとかありますから、そういう対策

もぜひ双方でとっていただければと思っており

ます。 
 あと1点が…、資料を探します。ほかの方が
あったら、言ってください。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 
【山田(朋)委員】 一般質問で入札のあり方の中
で提案をさせていただいた、更生保護の観点か

ら、過去に犯罪を犯した人を雇用する企業に対

して入札の加点制度をということで2年連続で
質問したところ、1年目はだめでしたけれど、2
年目には効果が認められるというふうに言って

いただいて、採用されたというふうに理解をし

ておりますが、その後の進捗状況について、お

聞かせください。 
【佐々建設企画課長】 協力雇用者をどう評価す
るかというお尋ねかと思いますが、入札の参加

資格、格付要件を審査する際の項目の中に一つ

追加しまして、協力雇用者として登録している

かどうか、加えて、過去1年間で雇用したかど
うかというものを点数にして評価するような制

度に、今年度から変更したということになって

おります。 
【山田(朋)委員】 わかりました。いつの入札か
らスタートできるのか、いつからですか。 
【林田建設企画課企画監】 今の制度については、
平成28年度から、業者の格付をする時の主観的
項目の中で評価をしています。4月から評価を
している状態です。 
【山田(朋)委員】 実際に協力雇用主をしていて、
その関係で格付が上がったという事例とかもあ

るんですか。件数とかありますか。 
【佐々建設企画課長】 すみません。手元にそう

いう資料がありませんので、後で報告させてい

ただきたいと思います。申しわけありません。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 
【麻生委員】 失礼しました。昨日、予算総括質
疑の中で、地域創生人材育成事業がありました

けれども、これで建築関係が載っていましたの

で、改めてお尋ねしたいと思います。 
 建設業分野において、今回の事業について、

創生事業は、長崎県建設業協会ということで言

われましたけれども、今回は正規社員を雇用す

るという要件が第一義ですよということであり

ますけれども、第1級施工管理技師とか、第2級
施工管理技師、これは普通、実務経験が5年と
か3年ないとできないですよね。新卒で入れば5
年間の勤務がなければなかなかないんですけれ

ども、途中入社の人たちを雇用して入れるので

あれば、この条件を満たすんでしょうけれども、

既存でもともとある人たちを、逆に、会社の人

材の人たちをその中でただ単に教育してやると

いう条件で使うのか。そうなると、当初の目的

の新しい人を入れて雇用しますよという条件と

若干違ってきているんじゃないかと思うんです

けれども、その点との整合性はどうなるんでし

ょうか、教えていただきたいと思います。 
【天野監理課長】 地域創生人材育成事業でござ
いますが、今回、産業労働部で予算計上いたし

ておりますが、対象となっております4つの事
業分野、製造業、情報産業、運輸業、その中の

一つに建設業がございます。それから、今おっ

しゃったとおり、正規雇用を想定いたしており

まして、技能者ではなくて技術者、具体的には、

委員が今おっしゃったとおり、1級の施工管理
技師とか、2級施工管理技師、そういった資格
を取っていくことを基本的には目的としてやっ

ていくというところがございます。 
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 具体的には、事業自体は3年間ということに
なっておりまして、1年目が雇用型の訓練、こ
の部分に対しまして委託金が入ります。2年目、
3年目は、事業としては続いていきますが、そ
の部分は、採用していただいた企業のほうで人

材育成をしていただくということで、企業自身

の努力が求められるということになります。 
 今おっしゃった、1級とか2級の例えば土木・
建築施工管理技師の資格についてでございます

が、例えば大学卒の場合、指定学科を卒業した

場合は、最短で1級は、学科の受験資格が3年で
取ることが可能です。指定学科以外であれば、

4年6カ月かかります。それから、2級の土木あ
るいは建築の施工管理技師は、大学の指定学科

であれば1年以上、指定学科以外でも1年6カ月
以上で、学科または実地の試験の受験資格を取

ることができます。高等学校卒業でも、2級で
あれば、指定学科は3年以上で取ることができ
ますので、一応、事業として想定しております

期間の中で、最も早いケースであれば資格取得

は可能というパターンでございます。 
 ただ、この事業につきましては、資格を取得

することだけが目的ではございません。例えば

資格が取得できなかったらどうなるのかという

ことではございませんで、こういった雇用型の

訓練をするとともに、実施をしていただいた企

業につきましては、採用後、その新規採用職員

の3年間の能力開発プログラムを策定するとな
っております。1年目でこういったレベルまで
仕上げていく、2年目でこういったレベルまで
仕上げていく、最終は3年目でこういったレベ
ルまで仕上げていくということで、その3年間、
毎年の成果の検証は行いますが、その段階で資

格が取得できなかったからといってペナルティ

ーがあるわけではございません。そういったや

る気がある方にとって資格を取りやすくする環

境をつくるということと、それから、企業自身

にもそういった人材育成の努力を求めるといっ

たところで、3年間、成果の検証をずっとやっ
ていくということで、新規に採用する若者に対

しまして、この企業に入ったらそういった資格

が取りやすいと、そういった採用に当たっての

誘因をもたらすものであるということでござい

ます。 
 それにつきましては、企業も、採用された社

員も、それぞれが努力していく必要があるとい

うことでございます。 
【麻生委員】 中身は、目的はしっかり持たせて、
そして1級施工管理、これは建築も土木もいろ
いろありますから、その分野で頑張っていただ

きたいということについての希望を持たせなが

らやるということで、3年間ということで、ざ
っくり言いますと、3カ月間で100万円ぐらい出
すわけですよね、1年度はね。そういう状況で、
ある意味では、企業にカリキュラムを出しても

らってやるわけですけれども、この関係で私が

お願いしたいのは、ここで年間約40名ぐらい育
てたいという状況を聞いているんですけれども、

やっぱり3年間という長丁場でもありますので、
ある意味では、今後、長崎に人が残ってもらう。

もちろん、今の現場では技術者が足らなくて、

我が県も足らないわけですけれども、そういう

中で若い人たちに残ってもらう一つの目的を持

ちながらこういったことをやろうとしているわ

けですから、3年間の長い期間ですから、しっ
かり管理をしないと、途中でやめていったりと

か、当初の目的はいいんですけれども、3年間
の中できちんと管理ができるかどうかというこ

とだと思うんですよ。 
 そういう中では、せっかくやってもらうとこ
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ろにも人事管理をしてもらうとか、そういう取

組について、お互いが情報交換しながらやって

もらうということで、どっちかといったら、予

算をつけたからいいとかじゃなくて、しっかり

お互いが人事育成をすると。 
 ただ、残念ながら、役所の人たちは3年で人
事交換でいないわけですから、だけど、企業は

ずっとその中で人が残っていくわけですから、

そういうことの管理をどうするかということを

やっぱりきちんと継承してもらわないと、人づ

くりというのは、企業も、またその人たちの家

族も、ある意味では大事な視点ではないかと私

たちは思っているんですよ。 
 そういう意味で、しっかりこういう流れをつ

くるということはいいことだと思いますよ、目

標管理をやるということはね。しかし、長丁場

であるんですよと。だから、企業に対してしっ

かり管理をさせていただきながら、人事管理を

しますよと、そういうスキームをちゃんと入れ

ますよということをぜひお願いしたいと思いま

すけれども、そういう点についてはどうでしょ

うか。 
【天野監理課長】 今回、この時期に補正として
厚生労働省の採択を受けて予算計上しているわ

けでございますが、事業化に関しての検討につ

きましては、既に昨年段階から、ワーキンググ

ループをつくりまして検討を進められておりま

して、この建設業分野につきましても幾つかの

団体に事業実施の意向を問いかけたところ、建

設業協会のほうでぜひやりたいという強い希望

がございました。 
 建設業協会は、総合建設業者が多く入ってお

りまして、今、380社ほどございますが、そこ
から強い意向があったということと、実は目標

人数でございますが、今年度は年度途中から始

まりますので、目標人数は30名ですが、2年目、
3年目は40名、40名ということで、3年間で110
名の雇用をしていくということになっておりま

す。 
 いずれにせよ、今回補正でこの予算が成立し

た後、具体的には、建設業協会と事業のスキー

ムの詳細を協議して組み立てていくことになり

ます。 
 そういった中で、当然、この事業に求められ

ております、毎年毎年の採用した方の仕上がり

像というものの設定もございますし、毎年毎年

の実際の成果の検証を行うということが、当然、

これは厚生労働省のほうから求められておりま

すので、今、委員のご指摘の件につきましては、

建設業協会ともしっかり協議をしながら、きち

んとしたスキームで事業を組み立ててまいるよ

うに努力したいと考えております。 
【麻生委員】 わかりました。ぜひ、お互いに情
報交換しながらやっていただきたいと思います。 
 ただ、1年目、2年目は予算がつくからいいん
ですけれども、3年目に入った措置は当初予算
しかないわけですから、その後の企業は、残り

2年間、持ち出しがあるわけですよね。そうい
う意味では、限られた予算ですので、しっかり

人材をつくるだけの企業の流れを社内に持って

もらうというようなことも、ぜひお願いしたい

なと思います。 
 ただ、私は、この前、野口技監が谷村さんの

ところに尋ねていかれていましたけれども、要

は、中小企業はなかなか先が見えないので、受

注がきちんと見えないので、人が雇えるかどう

かわからんよということもあったということで、

これは現場では本音じゃないかと思うんですね。

今、企業は雇いたいけど、入札でとれる確率が

なかなか厳しいと。だから、受注があってはじ
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めて人が雇えるんですよということもあります。

だから、逆に言えば、今日も午前中、補正予算

が200億円残っておりましたけれども、こうい
ったものを速やかに出していただいて、現場に

仕事が回るようにしてもらうと、多くの事業が、

それぞれ要因があると思いますけれども、現状

としては大変厳しい状況も、公共事業の総体の

予算は減ってきていると言われておりますので、

ぜひそういったものを、両方あわせてお願いし

たいと思いますので、これは要望にしておきま

す。よろしくお願いします。 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問はございません
か。 
【大久保委員】 私は、長崎県住宅供給公社につ
いて、2～3点質問します。 
 平成16年の住宅供給公社破綻以来、私も非常
に気になって見ているわけであります。この報

告によれば、特定調停成立後、12年間連続で経
常利益を出しているということでありまして、

当時、特定調停に反対をした立場で言えば、成

立してよかったのかなと思うわけであります。 
 平成27年度の決算も、いわゆる分譲収入が減
少したものの、1億5,000万円の利益を出してい
るということでありますが、これをもう少し、

どういったところで経常利益が出ているのか、

補足説明をしていただいてよろしいでしょうか。 
【亀山住宅課長】 住宅供給公社の状況でござい
ますが、平成27年度の決算は、経常利益が1億
5,000万円ということで、引き続き黒字決算とい
うことになっております。 
 諫早西部団地につきましては、まず、東－1
地区を売り出したんですけれども、170区画程
度、民間と一緒に売り出したわけですけれども、

こちらもほぼ完売いたしまして、現在、東－2
地区について販売をしているところでございま

す。 
 今後は、先ほど説明いたしましたとおり、商

業用地ということで売却を予定いたしておりま

すので、通常業務とあわせて、宅地分譲、土地

分譲、あわせて再建を順調に進めていきたいと

考えているところでございます。 
【大久保委員】 これは多分、賃貸住宅も非常に
高い入居率があるというふうに書いてあります

ので、そこらあたり住民のニーズが、今の説明

だと分譲も順調だし、賃貸のほうも非常に入居

率が高いということで、分譲であれ賃貸であれ、

非常にいい状況だというようなことであります

が、間違いないですね。賃貸というのは公営住

宅ですね。 
【亀山住宅課長】 公社住宅といいまして、住宅
供給公社が賃貸住宅を経営している部分もござ

います。それから、指定管理ということで、県

営住宅等の管理業務を受託し、指定管理者とし

て実施している分もございまして、そちらにつ

きましても、再建上適正に仕事を進めていると

いう状況でございます。 
【大久保委員】 開発をしたものですから、分譲
の部分でも、賃貸のほうは恐らく、ずっと高い

入居率があるでしょうから、分譲の部分でぜひ、

私どももしっかりＰＲをして、売れるように頑

張りたいと思いますが、私の印象だと、この西

部台の第1工区は非常に、比較的いい住宅だっ
たような、いいというか、価格もそれなりにす

る住宅街だったのかなという気がしますけれど

も、第2工区の東－1、東－2というのは大体ど
れぐらいのグレードの住宅を販売というような

感じでおられるのか、お尋ねしたいと思います。 
【亀山住宅課長】 東－2地区につきましてご説
明いたしますと、土地の面積といたしましては、

二百数十、240とか、230とか、260とかござい
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まして、販売価格といたしましては1,100万円か
ら1,600万円台とか、1,800万円とか、場所によ
って違いますけれども、品質としては高品質な

街を目指しておりまして、今後の販売活動を続

けていきたいと考えております。 
【大久保委員】 品質としては高品質で、価格は
非常に、そう高くもないというのであれば売れ

るでしょうから、しっかり我々も応援をしたい

と思います。 
 真ん中に、「西－1商業」と書いてあります
けれども、3ヘクタールの土地で比較的広い土
地だと思いますが、これは今後のスケジュール

的にはどのような感じで公募していくような形

になりますか。 
【亀山住宅課長】 こちらにつきましては、年内
に公告、入札を行いまして、契約をできるだけ

早くと考えております。商業地といたしまして、

用途地域といたしましては近隣商業地域でござ

いますので、地域の方々の利便性向上というこ

とで、そういう狙いを持って販売していきたい

と考えているところでございます。 
【大久保委員】 年内にということで、あと半年
ぐらいありますけれども、早い時期に応募をか

けられるのかなと思いますけれども、今言われ

た、用途地域ということでありますので、これ

はまさに都市計画上の調整区域とか、あるいは

農振でいうところの規制というのはかからない

わけですよね。そういう意味では、比較的、応

募をかけたら手を挙げて契約をしたいというよ

うなところが出てくる、どういう感触でおられ

ますか。たくさん来るような感触を持っておら

れますか。 
【亀山住宅課長】 近隣商業地域といいまして、
近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業

務の利便の増進を図る地域という用途地域でご

ざいますが、こちらは団地内外の皆様方の利便

性向上に資するようにということで、こちらの

販売につきましてはこれからなんですけれども、

問い合わせも複数受けているということでござ

いますので、我々としても、スムーズに分譲が

進むようにと考えております。 
【大久保委員】 複数の問い合わせがあるという
ことでありますけれども、ぜひ期待をしながら

待ちたいというふうに思います。 
 これはもう当然、諫早市のほうにもいろんな

やりとりというか、情報交換はされているんで

すよね。 
【亀山住宅課長】 地元諫早市とは、これまでも
常に連携を図るという意味で、打ち合わせ等協

議を重ねてきておりますので、いよいよ販売と

いうことになります際にも連携をとって進めて

いきたいと考えております。 
【大久保委員】 ぜひよろしくお願いしたいと思
います。 
 もう一点、同じ諫早に関係をして、県立総合

運動公園陸上競技場のネーミングライツ・パー

トナーについてということでありますけれども、

これは今年ですか、2月から3月にかけて1者か
ら応募があったということで、その応募者につ

いていろいろ、優先交渉者として選定をしてい

ろいろと協議をしているということであります

けれども、競技場はどんな状況になりそうです

か。 
【藤田都市計画課長】 今の協議内容ですけれど
も、現在、愛称の付与期間とか、愛称を表示す

る看板の設置とか変更、そういうものを協議し

ておりまして、協定書の締結に向けた内容につ

いて、最終の協議を行っている状況であります。 
【大久保委員】 これは、応募をかけた時のもく
ろみというか、結果は1者しかなかったという
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ことでありますけれども、正直、どんなですか。

当てが外れたと思われたのか、たくさん応募が

あると思われたのか、あるいは金額の問題等々、

今、部内でどういうふうな感触をお持ちでしょ

うか。 
【藤田都市計画課長】 今回、募集としましては
2回目になります。1回目は1者応募がありまし
たけれども、その時は会社の都合ということで

辞退されました。今回、2回目の応募でまた1者
と。前回も1者、今回も1者ということで、いろ
いろ考えられるんですけれども、今までの命名

権料がどうなのかとか、そこら辺の料金がどう

なのか、そこは検討すべきところがあると思う

んですけれども、今回初めてのネーミングライ

ツということで、我々としましては、1者であ
っても、今回よかったのかなと思っております。 
 今後、別のところでも引き続きやっていくた

めには、もう少し検証しながら募集をしていく

必要があるとは考えております。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 
【山田(朋)委員】 今日いただいた土木部の概要
の中から質問したいと思います。32ページです。
建物、住宅の耐震化についてです。 
 それぞれ目標が設定、建築物、ホテルとか病

院等、また住宅ということで、平成32年度末ま
でに耐震化率95％というふうに目標を設定さ
れていますが、今の県内の状況をお聞かせくだ

さい。それぞれの状況をお聞かせください。 
【亀山住宅課長】 住宅の耐震化について、ご説
明いたします。 
 昭和56年に建築基準法の改正によりまして、
それまでの旧耐震基準、その後の新耐震基準と

いうことで、建設年度によりまして基準が違う

わけでございますが、旧耐震の時代の建物につ

きましては、今の基準に合っているかどうか、

耐震診断が必要となってまいります。ですから、

耐震診断をして、それから耐震補強を、改修計

画を立てて改修というふうに結びつくわけでご

ざいます。 
 現状の長崎県内の住宅の耐震化率ということ

では、まず、新しいものは耐震性があると。古

いものでも、場合によっては耐震性がある場合

もあるけど、耐震性がない場合もあるというこ

と、そういうことを加味いたしまして、我々が

推計をしている数字といたしまして、平成25年
度で住宅の耐震化率としては75％ということ
です。 
 これは、住宅土地統計調査という国の調査が

ございますけれども、それをもとに我々のほう

で推計をした数値でございます。 
【大場建築課長】 建築物の目標である耐震化率
95％でございますが、これにつきましては、ホ
テル、病院等、耐震診断が義務づけられて、報

告まで義務づけられている案件でございまして、

これにれ絞って目標を立てさせてもらっている

ところであります。 
 現在、義務づけされております民間の対象建

築物でございますが、全部で47棟ございます。
これらのうち、もう既に耐震診断を実施済みの

ところが37棟でございます。未実施のものが10
棟ございますが、既にもう今、診断をまさにや

っているところが4棟ございます。未着手のと
ころが1棟ですけれど、これも申請手続を行い
まして、すぐに着手していく予定となっており

ます。 
 あと2棟につきましては建て替え予定がござ
いまして、これはもう建て替えることによって

耐震化を確保していくことになろうと思います。 
 残り3棟ございますが、このうち2棟につきま
しては改修工事等とか、減築とかをやりまして、
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対象外の建築物にしていくというふうな方向性

で進めております。 
 それと、未定のものが1棟だけございますけ
れど、これにつきましては、将来建て替えとい

う計画もあるみたいで、ここについてはまだ未

確定ということでございます。 
 これらの状況を踏まえますと、義務づけられ

ている建築物、補助金は出るんですけど、どう

してもやっぱり自己資金というのがございまし

て、そちらの手当て等々の関係もございますけ

れど、この目標は、対象を絞っているものです

から、平成32年度末までには、この95％の目標
はぜひとも達成していくように、頑張ってまい

りたいと考えているところであります。 
【山田(朋)委員】 わかりました。 
 まず住宅のほうですけど、昭和56年以前の建
物に関しては耐震診断をするための補助制度が

あって、あったとしても、自己負担というもの

が発生するかと思うんですけど、必ず義務化と

いうわけでもなく、自分の安全を守るために診

断して、補強をするべきだよというだけの、そ

ういうスタンスというか、そういうことですよ

ね。 
 自己負担の割合というのはどういうふうに、

もし、私の家を診断するとしたら、自己負担は

どれくらいになっているのか、そのあたりも教

えてください。 
【亀山住宅課長】 例えば旧耐震の住宅を診断、
計画、改修というふうにもっていく場合に、ま

ず、耐震診断につきましては、診断費用が4万
6,200円かかるとした時に、そのうちの3万800
円を補助ということで、自己負担は1万5,400円
ということで、耐震診断につきましては割と負

担が軽いわけでございますが、例えば耐震性が

ないと診断された場合に、計画を作成するのに

10万円以上のお金がかかりますので、そのうち
の3万5,000円から7万円を補助しましょうとい
うことで制度を持っております。 
 また、耐震改修につきましては、100万円を
超えて200万円ぐらいかかる場合もあるかもし
れませんけれども、そこにつきましては60万円
から90万円を補助しますということで、県のお
金と市町のお金と合わせて、各市町で窓口とな

りまして、補助、支援事業を進めているところ

でございます。 
【山田(朋)委員】 わかりました。思っていたよ
りは、結構、補助率というか、非常に高いのか

なと思いました。 
 要は、この率を上げていくには、市町のほう

で把握をされている個人宅に対して、昭和56年
以前のものに対して診断をしてくださいとお願

いをしていくという形ですよね。それしかない

ですよね、働きかけをしてもらう。そういうふ

うに理解していいですよね。 
【亀山住宅課長】 私どもは機会を捉えまして、
新聞に広告を出したり、ラジオのスポットを流

したりということで、なかなか皆様方にご理解

いただくのが難しい部分はあるんですけれども、

熊本の地震を経まして、やはりどうしても長崎

県内の方々は、よそのことだと思いがちなもの

ですから、我々といたしましても、熊本地震後

に相談会を開催いたしまして、できるだけ皆様

方に理解していただいて、市役所、役場の窓口

でも、まずは相談に来ていただいて、耐震化の

重要性をご理解いただき、検討をいただきたい

と考えております。 
【山田(朋)委員】 わかりました。地震保険も加
入率が上がっているやに聞いておりますので、

この時期にしっかりと。本当に隣の県であった

こと、私の住む佐世保市でも震度4があって、
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初めてデジタル防災行政無線がずっと鳴り響い

ていましたけど、ああいうことも初めて経験を

したので、今はそういうふうな意識が非常に高

くなっていると思うので、いろいろやっていた

だいているようですけれども、さらに働きかけ

を強めていただければと思います。 
 あと2点ほど、簡単なもので。 
 もう一点、出島、南口から出たところで、こ

の間ピンクのテントが張ってありました。女性

の方を対象に、土木に関して親しんでもらうた

め、ページで言うと39ページの広報広聴活動で
すけれども、これをされたようですが、これは

要は、男性が多いであろう職場に対して、女性

の方も労働者として興味を持ってもらって従事

してもらおうとか、そういったことが意図だっ

たのかなと思いますが、この成果について、直

接就職とかそういうことを検討された方がいる

のかどうかとか、この人たちをどうやって集め

られたのかどうかも含めて教えていただければ

と思います。 
【佐々建設企画課長】 女性を対象にした広報活
動についてのお尋ねですが、それにつきまして

は、3月19日土曜日に女性の方々、これは高校
生、大学生、若い方が対象なんですが、総勢45
名の方にご参加いただきました。 
 内容としましては、護岸工事についての説明

とか、土木の催し、豆知識ですね、こういった

ものでありまして、あとは高所作業車の試乗と

か、測量、フォトコンテストとか、見学会、こ

ういったものが主な内容になっております。 
 この参加について、学校のほうにお願いして、

こういう活動をするというような周知を図って

おりまして、ご参加になられた方の約7割が学
校の紹介でお見えになっております。そのほか、

ホームページを見たとか、新聞を見たという方

が1割程度。 
 参加してどうだったかという答えなんですが、

これについては、「よかった」と言われる方が

約9割ほどです。 
 これは今からの話ですので、これがどういう

ふうな雇用につながっていくかというのは、今

からいろんな検証をしていく必要があろうかと

思います。 
【山田(朋)委員】 わかりました。おおむね9割
の方が、「参加してよかった」というような結

果が出ているようですので、今からだと思いま

すけれども、就職につながったり、あと、河川

の護岸整備でしたか、防災の意識をちょっと持

っていただいたりとか、いろんな意味で結果が

出てくるような事業ではないかと思うので、継

続していただきたいと思います。 
 最後に1点だけ質問します。板山トンネルに
ついてですけれども、6月27日に大野地区、6月
28日に世知原地区で住民説明会を予定してい
るようですけれども、今後のスケジュールです。

やっと1年間かかって、地すべりとかいろんな
問題があって時間がかかっておりましたが、安

全が確保できたということで、引き続き継続し

て事業をやっていただくことになって、今から

説明会等々あるようですが、これがスムーズに

いった場合のそれぞれのスケジュールについて

をお示しいただけますか。いつまでに何とかで

すね。 
【大塚道路建設課長】 委員ご指摘の一般県道佐
世保世知原線、板山工区板山トンネルに関して

でございます。 
 平成26年度に交付金事業で新規事業化いた
しまして、その後、現地調査を行いました。ご

存じのとおり、計画ルートに沿って地すべり、

それから、炭鉱掘削による地盤沈下の等の確認
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を行いました。なおかつ、用地調査においても、

用地取得が非常に厳しいと予測される箇所等も

ございまして、これまで長崎大学と連携いたし

ましてルート選定を行ってまいりました。 
 この結果、先ほどご指摘ございましたとおり、

平成28年3月にルートが確定いたしまして、地
元にルート概要の説明会を行ったところでござ

います。 
 ここまでで、一応、大方のルートは固まった

わけなんですけれども、これからトンネルの本

格的な地質調査、設計等がございますが、通常

のトンネルと違いまして、先ほどもご説明しま

したとおり、掘った後に何が出てくるかわから

ないような非常に複雑な地質、それから坑道の

跡等もございますので、そこは長崎大学の地質

の専門家等とも協議しながら、しっかりと調査

をして、検討して、掘り始めてから大きな事故

とかが起こらないようにやっていきたいと思っ

ております。 
 具体的なスケジュールでございますけれども、

そういったものに取り組むというのが、県とし

てもあまり例がございませんで、しっかりと取

り組んでいきたいと考えておりますので、具体

的に、じゃ、いつからトンネルを掘るんだとい

うことに関しては、現在、まだ決まっておりま

せん。申しわけありませんが、そういうことで、

しばらくお時間をいただければと思っておりま

す。よろしくお願いします。 
【山田(朋)委員】 ご説明ありがとうございまし
た。場所が炭鉱跡地、炭鉱があったところとい

うこともあったり、いろいろな諸条件の中で検

討いただいてルートの確定をいただきまして、

本当にありがとうございます。 
 当然、今、課長の説明のとおり、難しい工事

であるということは明らかでありますでしょう

から、安全を確保していただきながら、本当に

住民の30年来の悲願のトンネルでありますの
で、ぜひ、安全を確保しつつですけれども、一

日も早くつくっていただけるようになればと思

っているところです。よろしくお願いいたしま

す。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 
【天野監理課長】 先ほど山田(朋)委員からご質
問がありました、保護観察者の社会復帰のため

の建設業格付の主観点加点につきまして、現在

の加点の状況はどうなのかということでお尋ね

がありまして、今、補足してご説明させていた

だきたいと思います。 
 先ほど建設企画課のほうからも答弁がござい

ましたが、今年度、平成28年度から協力雇用主
としての登録、それから、同一の保護観察者等

を継続して3カ月以上雇用した場合に、主観点
に5点、社会貢献項目のうち5点ということの加
点が制度として始まりました。社会貢献項目は、

上限値が180点、その中で5点でございます。た
だ、これは今年度から5点の付与制度が始まっ
たということで、今年の適用している格付表に

はまだ反映されておりません。 
 実際の反映はいつごろになるかといいますと、

毎年10月から11月ごろ、翌年度の競争参加資格
審査のための主観点事項の審査を行っておりま

す。ですから、今回も、現時点では、まだ全然

その確認はできておりませんが、今年の10月か
ら11月ごろ、集中してその審査を行いますので、
その段階で、今年から始まったその5点を適用
するところがあるかどうか、その段階でわかる

ことになろうかと思います。それがもし出てく

れば、来年度、平成29年度の格付からその分を
反映していくことになってまいります。 
【山田(朋)委員】 ありがとうございました。こ
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の制度を始めていただくことを関係団体には既

に周知をいただいているとは思いますけれども、

更生保護の観点から、再就職しなかった場合、

6割がまた戻ってしまうというようなデータも
ありますので、いかに重要か。特に、そういっ

た方々が多く従事する建設現場のお仕事であり

ますので、そういった方々を雇用するとこうい

うメリットがありますよというのをきちんと

隅々までというか、そういう関係の方々にちゃ

んと届くようにしっかりと広報活動をいただき

たいと思います。 
 今年10月から来年度の格付でそういったと
ころが増えることを非常に期待しておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 
【友田委員】 道路の維持管理の件で少しお尋ね
したいと思うのですが、先ほども少し、松浦市

の陳情の中で申し上げた、西九州自動車道の建

設が進んでいって、山代久原インターから今福

間が供用開始されて、伊万里方面に行くほとん

どの車両が西九州自動車道を通過するんですね。

そうすると、既存の204号の交通量というのは
激減しているんですが、一方で、国道でその管

理については県の管理なんですね。今後、今福

からさらに調川、松浦と延びてくると、204号
の沿線は交通量の激減が予想されるわけですよ。

ここには街路樹だとかいろんなものがあるんで

すけれども、そのあたりの維持管理の考え方で

すね。交通量が仮に減っても、そこは道路とし

て存続している以上は、従来の形での維持管理

というものは継続していくという方針なのかど

うか。ほかにもそういったケースは県内にもあ

るのかなと思うものですから、これまでの予算

の状況とかも含めて、そのあたりについてお聞

かせいただきたいと思います。 

【池田道路維持課長】 現道の維持管理について
のお尋ねですが、これにつきましても、道路機

能を失わない状況を保つための維持管理はして

まいります。 
 ただ、交通量が極端に減ったりすると、例え

ばパトロールの回数が少し減るとかいうような

事態はあると思いますが、道路の機能を失うよ

うなことはございません。 
【友田委員】 機能というのは、路面の舗装とか
そういうことでしょう。だから、景観維持とか

という意味での、それも含めての道路機能とい

うことですか。 
【池田道路維持課長】 今、委員がおっしゃった
ように、景観等を含めての維持管理ということ

でございます。 
【友田委員】 今後の課題になると思うんですけ
れども、沿線自治体にとってみれば、道路の早

期完成を望みつつも、それによって人の流れが

変わることで、よくある、道路ができたことで、

従来あったまちづくりに影響するということか

ら考えると、松浦の場合は、サンセットロード

に指定されている路線がありまして、ここはや

はり県が指定しているだけ、非常に景観がいい

わけですよ。ここに人をどう降ろすかというこ

とも、まちづくりにとっては非常に重要なもの

ですから、道路はできました。しかし、大方の

車両は向こうを通るので、そういった景観の維

持とかという予算を削られて不十分な状況にな

ると、いろいろ今後困るなという声もあるもの

ですから、実際に道路の開通が見えてくると、

そういう心配をする声がありますので、そのあ

たりはぜひ、地元の意見も十分聞いていただい

て、必要なところにはちゃんとした対応をいた

だきたいと思いますけれども、この点、いかが

でしょうか。 
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【池田道路維持課長】 今、委員おっしゃいまし
た204号につきましては、サンセットロードと
いう「日本風景街道」という指定を受けており

ます。 
 これにつきましては、シーニック・バイウェ

イという道路でございますが、こういう道路は

旧道のほうの道路についても、交通量が減った

にしても、地域の活性化につながるように、例

えば道路そのものが観光の資源になるという取

組もございますので、そういう取組とあわせて、

少しでも地域の活性化につながるような方策を

考えていきたいと思います。 
【麻生委員】 山田(朋)委員の質問と重なる点が
あるんですけれども、耐震化の問題で、ホテル

の関係が耐震95％、平成32年までという話です
よね。これで達成しなければ、修学旅行とか、

団体客の受け入れはできないというふうになる

んでしょうね。 
 これは一般質問でもあったと思いますけれど

も、要は、長崎市もそうですし、雲仙もそうで

しょうけれども、大型ホテルを持っているとこ

ろは補助金が3分の2出るんですけれども、これ
は工事が終わった後にしか出ないんですね。自

己資金を準備して、全額自己負担でやってくだ

さいねと。後追いで出しますよという話になっ

ていて、金融機関に、「じゃ、このお金を貸し

てくれませんか」と言っても、「いやいや、あ

なたのところはもうけが少ないから、利益が出

てないからだめですよ」と、貸さないわけです

よ。そういう状況が、今発生してきているわけ

ですね。 
 じゃ、できないところはどうするかといった

ら、これは県外の資本に買われてやってきてい

るような状況ですよ。せっかく長崎県内のオー

ナーが頑張って観光事業をやろうとしている中

で、そういう耐震化の状況で建物を建てきれな

い、また、耐震化できない。だけど、この補助

金がありますからやりなさいと言われても、全

国的に見ても、使い勝手が悪くて、使われてい

ないんですよ。 
 だから、旅館組合の人たちも言われておりま

したけれども、何とか県とか市が基金をつくっ

て、銀行融資ができないわけですから、先食い

じゃないですけれど、後から補助が出るという

ことであれば、何らかの形をつくって、市も県

も基金を出し合ってそういうことをやらないと、

大型旅館といいますか、今からインバウンドで

いっぱい来てもらってやりましょうという話を

片っ方ではやっているんだけれども、片っ方で

は、実際、足場の資金が回らないという状況が

あってきているんですよ。これを具体的にやら

ないといかんのじゃないかと思うんですよ。こ

の点はいろいろ相談があってきていると思いま

すけれども、どう対処されようとしているのか、

お尋ねしたいと思います。 
【大場建築課長】 耐震化に対します工事費の自
己負担分にかかわるご質問でございますが、一

応、委員ご指摘のように、当然、補助事業とい

うのは、精算払いじゃないですけれど、完成し

て完了を確定してお支払いしていく制度でござ

いまして、ご指摘のとおりなんですが、我々の

ほうとして、避難施設の指定を受けると補助率

がかさ上げできるような制度を長崎県はしてお

ります。 
 あと、国の補助金を一番効率的に使えるよう

な制度をつくっているんですけれども、それ以

外の自己資金につきましても、耐震化に関する

融資制度として、日本政策金融公庫において耐

震改修関連の特例貸付が設けられているところ

であります。 
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 県においては、今年度4月から、中小企業向
けの融資制度において、耐震対策にも活用でき

る宿泊業生産性向上支援資金というのを4月か
ら創設いたしております。 
 引き続き、耐震性が不足すると診断された建

築物の所有者の方に対しましては、そういうよ

うな国の制度も含め、県の新しい制度も含めて、

所有者の方に活用を働きかけていこうと思って

おります。 
 ただ、今、委員ご指摘の、前に出していただ

くというのは、今の状況ではなかなかそこは見

直しができないかと思っております。 
【麻生委員】 簡単に言えば、耐震化全部で大体
10億円かかりましたと。しかし、8割以上は自
己資金で準備してくださいねと。後、終わった

ら、その分の資金、6割ぐらいは公的負担をし
ますよという話なんですけれども、そこに持っ

ていく8割の8億円ぐらいのお金が準備できな
いわけですよ。 
 なぜか、昔、長崎もそういうことでは修学旅

行も多かった。だけど、形態が変わってきてい

ますから。なおかつ、地震がいっぱいあって、

耐震基準が厳しくなってきました。それで、こ

ういう耐震基準の適合がないと、適合マークと

いいますか、とれなくて、団体旅行も誘致でき

ませんという形に、規制が厳しくなってきまし

た。 
 だから、私が今お願いしているのは、よく声

を聞いてあげて、そういう基金をどこがするか

と。県と市も一緒になってやるような、そうい

う仕組みをつくってやらないと、さっき申し上

げましたように、もうだめですよと、だめだと

いうことは廃業ですよね。自分たちが修学旅行

とか大型の人をやっていこうと。だから、両面

があると思いますよ。それは自己責任だから、

商売だから、自分たちで準備しなさいという形

もあるかもしれませんけれども、今後、インバ

ウンドも含めてそういうまちづくりだとか、観

光産業だとか、知事も言っているわけですよ。

そういったものをちゃんと後押しするような仕

組みづくりができないかどうか、ここで結論は

要りませんけれど、ぜひ関係団体の人を呼んで

意見交換しながら、そして、どうしたら地元の

そういうオーナーが取り組んでいけるのか。黙

っておったら、海外資本だとか、県外資本に全

部取ってかわられて、ただ単に就労の状況だけ

しかそこにはないという状況で、利益は全部吸

い上げられて県に落ちないという状況になろう

かと思いますから、対策をしっかり協議しても

らいながら、長崎市だとか、雲仙市とか、また、

事前に資金をプールしてやれないのかどうか、

そういうものがないのかどうか。 
 ファンドもそうでしたけれども、ぜひ検討し

ていただいて、条件的にはハードルはあるかも

しれません。お金を貸すわけですから。しかし、

ちゃんと担保もとって、将来商いができて、長

崎に観光の地盤ができるよ、耐震化も心配しな

くてできるよというところを、ぜひご検討いた

だきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 
 何かありましたら。 
【大場建築課長】 私どもは耐震化を促進する部
局でございますが、県の内部でも観光部局とか、

あと商工金融課、部局とも連携を図って情報交

換をしていきたいと思っています。 
 かつ、今、委員ご指摘のありました、当然そ

こは市町も一緒に協議に入っていただいてとい

うような場が設けられればと思っております。

我々も情報をとりに行くし、商工とか、観光の

ほうにも我々のほうの情報も提供していきなが
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ら、いろんなことを考えていきたいと思います。 
【麻生委員】 情報交換だけではなくて、協議会
みたいなものを立ち上げて横串でやれるという

ような、そういったものをぜひ一回、何も外で

やるわけではありませんから、内部で協議して

もらって、対策会議みたいなものができるかで

きないか、早期で結論を出してもらうような形

でお願いできませんかね。そうしないと、平成

32年といってもすぐ来ますよ。なおかつ、資金
の手当てをするとか、商いしながらやるわけで

すから、だから、横串をしっかりやってもらっ

て、できる、できない、どういう課題があるの

か、担保価値があるのかどうか、また将来、お

客さんに来てもらえるかどうか、そういった状

況も双方に合わせながら、縦割りの状況じゃな

くて、横でしっかり、横串でやるということで、

取組をお願いしたいと思います。 
 これは、私はなかんずく地方創生になると思

うんですよ。やっぱり地域の中でしっかり若い

人たちもサービス業に特化してもらう、そうい

う状況づくりをやる。ただ、今言われたように、

資金がなくて、逆に信用問題があって銀行が貸

さないという状況が先にあるということですよ。

だから、それを何とか、後で補助金が出るなら

ば、プールした資金をつくって、それで対策が

とれるような、そういうスキームづくりを今回

ご検討いただきたいし、また、情報交換して展

開できるということを、ぜひお願いしたいと思

います。 
 よろしくお願いします。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、土木部関係の審査結果について、整理し

たいと思います。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時５７分 休憩 ― 

― 午後 ２時５７分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 これをもちまして、土木部関係の審査を終了

いたします。 
 本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、環境部関係の審査を
行います。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ２時５８分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年６月１５日 

自   午前１０時 ０分 

至   午後 ２時 ３分 

於   本館５－Ａ会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 中島 浩介 君 

副委員長(副会長) 大場 博文 君 

委 員 三好 德明 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   瀬川 光之 君 

 〃   中島 廣義 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   友田 吉泰 君 

 〃   大久保潔重 君 

 〃   麻生  隆 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

 吉村 正寿 君 
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

環 境 部 長 太田 彰幸 君 
環 境 部 次 長 
兼環境政策課長 小嶺 和伸 君 

地 域 環 境 課 長 山口 正広 君 

水環境対策課長 田口 陽一 君 

廃棄物対策課長 重野  哲 君 
自 然 環 境 課 長 
（ 参 事 監 ） 山本 麻衣 君 

 
 

交 通 局 長 山口 雄二 君 

管 理 部 長 笠山 浩昭 君 

営 業 部 長 小川 雅純 君 

貸 切 部 長 濵口  清 君 
 
 
６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【中島(浩)委員長】 おはようございます。 
 委員会及び分科会を再開いたします。 
 なお、吉村(正)委員から欠席する旨の届けが

出ておりますので、ご了承をお願いいたします。 
 これより、環境部関係の審査を行います。 
 それでは、これより審査に入ります。 
【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。 
 予算及び報告議案を議題といたします。 
 環境部長より、予算及び報告議案説明をお願

いいたします。 
【太田環境部長】 おはようございます。 
 予算決算委員会環境生活分科会関係議案説明

資料の環境部をお開きください。 
 環境部関係の議案についてご説明いたします。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第101号議案「平成28年度長崎県一般会計補正
予算（第1号）」のうち関係部分、そのほか記
載の報告議案2件を合わせ、3件であります。 
 はじめに、第101号議案「平成28年度長崎県
一般会計補正予算（第1号）」についてご説明
いたします。 
 歳入歳出予算は、記載のとおりであります。 
 次に、補正予算の内容についてご説明いたし

ます。 
 1ページの下のほうをご覧ください。 
 再生可能エネルギー等導入推進基金事業につ

きましては、次のページになりますけれども、

平成27年度の事業費確定に伴い、基金を更に活
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用し、太陽光発電設備等の設置箇所数を増やす

ための経費として2,846万5,000円、生活基盤施
設耐震化等交付金事業費につきましては、国庫

補助の内示に伴い、市町への交付金の増額を行

うための経費として5億5,937万円、海岸環境保
全対策推進事業につきましては、国庫補助の内

示に伴い、市町への補助金の増額等を行うため

の経費として2,008万3,000円をそれぞれ計上
いたしております。 
 次に、先の2月定例県議会の予算決算委員会
において、専決処分により措置することについ

てあらかじめご了承いただいておりました平成

27年度予算の補正を3月31日付けで専決処分さ
せていただきましたので、関係部分についてそ

の概要をご報告いたします。 
 まず、報告第1号「知事専決事項報告 平成
27年度長崎県一般会計補正予算（第8号）」に
ついては、記載のとおりであります。 
 続きまして、4ページの中ほどをご覧くださ
い。 
 報告第11号「知事専決事項報告 平成27年度
長崎県流域下水道特別会計補正予算（第4号）」
については、記載のとおりであります。 
 次に、5ページの繰越明許費繰越計算書報告
のところをご覧ください。 
 繰越明許費繰越計算書報告につきましては、

記載のとおりであります。 
 以上をもちまして、環境部関係の説明を終わ

ります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【中島(浩)分科会長】 ありがとうございました。 
 以上で説明が終わりましたので、これより予

算及び報告議案に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 

【友田委員】 おはようございます。 
 この生活基盤施設耐震化等交付金事業、説明

資料もいただいていて、市町が実施する水道施

設への耐震化老朽化対策事業に対する国庫補助

の内示が増えたからということでの増額であり

ますけれども、具体的にこの事業でどういった

ものの耐震化をするのか。 
 水道施設でも、浄水施設だとか、排水施設だ

とかいろいろありますのが、それがどのような

ものに使われて、県内では主にどういった市町

が取り組みになるのか、お答えいただきたいと

思います。 
【田口水環境対策課長】 生活基盤施設耐震化等
交付金事業につきましては、今回の補正で約5
億6,000万円計上させていただいております。 
 その内容につきましては、対象となっており

ます市町が、当初分も含めまして7市町になっ
ております。具体的に申し上げますと、長崎市、

佐世保市、諫早市、平戸市、対馬市、南島原市、

新上五島町の7市町になっております。 
 そして、対象としております施設につきまし

ては、管、浄水施設、そういったものを対象に

行うようにしております。 
【友田委員】 今、7市町のご報告がありました
けれども、それ以外の市町については必要ない

ということなんでしょうか。それとも、前のも

のを本予算のほうで組み込まれたということで

しょうか。 
【田口水環境対策課長】 従来ある水道事業に対
します国の補助といいますのが、いわゆる補助

事業の一本だけでございました。先ほど申し上

げました生活基盤施設耐震化等交付金というの

が、平成27年度から新たに交付金制度化されま
して、そこの中でも耐震化ができるようになっ

ております。 



平成２８年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（６月１５日） 

 

 したがいまして、現在、市町の耐震化につき

ましては、従来の補助金事業と耐震化交付金の

二本立てでやっているという状況でございます。 
【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。 
【大久保委員】 私は、再生可能エネルギー等導
入推進基金事業ということで、先般の予算総括

でも質問させていただきましたけれども、今回、

基金を活用して、さらに太陽光発電設備の設置

箇所を増やすということで2,846万5,000円が
計上されているんですね。 
 4ページには、地球温暖化対策推進費につい
てということで、この再生可能エネルギー等導

入推進基金事業の事業費確定等により、3,645
万3,000円の減ということです。これは歳出予算
が書いてありますけれど、この辺を説明しても

らってよろしいでしょうか。 
 補正予算で追加分を、要は基金を活用して、

さらに追加をして補正予算に計上していて、し

かし、予算の歳出としては減だというところを

もうちょっと説明していただきたいと思います。 
【小嶺環境政策課長】 今回、再生可能エネルギ
ー等導入推進基金事業につきましては、先ほど

委員おっしゃいましたように、補正で新たに予

算を計上しております。 
 それとはまた別に昨年度2月まで、2月定例会
の時に、市町等の補助金の確定、事業の確定し

た分で減額補正はしておりましたが、それ以降

に、市町の補助額の確定等の減額がございまし

たので、その分を4ページ目のところで専決と
いう形で、今回、補正させていただいておりま

す。 
【大久保委員】 市町分で減額ということですけ
れども、3カ年の基金の事業で、例えば今回補
正に上がっているのも、交番の上に太陽光と蓄

電池を設置するということで、5カ所の追加と

いうことですね。本予算に9カ所あって、今回、
5カ所の追加ということで、計14カ所の県内の
交番ですよね。 
 しかし、県内に交番というのは相当な数があ

るわけで、そのうちのごくごく一部ですよね。

せっかく基金があるのに減額だというのが、だ

から、そこらあたりがもうちょっと、県がリー

ダーシップをとりながら、各市町にこの基金を

活用した推進事業というのをしっかり進めるべ

きじゃないかと思っておりますけれども、その

辺はどうですかね、内容として。 
【小嶺環境政策課長】 専決の分につきましては、
どうしても2月定例会までに間に合わない分が
ありまして、特に今回、6月定例会が少し早ま
ったこともありまして、市町の補助金自体が、

工事の変更等の可能性があるものですから、ど

うしても市町の確定が遅れてきまして、県とし

てもできるだけ早く確定をして、補正等に回し

たかったんですが、今回は専決という形になっ

ております。 
 ただ、せっかく有効な基金でございますので、

有効に活用できるように、今後、市町としっか

り連携をとりながらでやっていきたいと思って

います。 
【大久保委員】 今回、そういう時期的な、いろ
いろタイミングの問題もあって、このような数

字で出たというようなことで、一応理解をした

いと思います。 
 先般の総括質疑の時には、3カ年ということ
で、今年度で終わるわけですけれども、いい事

業なので、ぜひ来年度も継続してやっていただ

きたいと。ぜひそうしたいという環境部長の答

弁もあったと思うんですけれども、やはり一つ

ひとつの事業をとってみても、まだまだ足らな

いと思うんですね。県内の防災拠点とか避難所
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に、再生可能エネルギーのいろんなものを導入

して防災に備えると、今まさに非常に大事な事

業なのではないかと思います。 
 そこらあたりを含めて、もう一回、来年度以

降どのような方針、あるいはどのような取組を

今後、国に働きかけをしていくのか、お願いし

たいと思います。 
【太田環境部長】 再生可能エネルギー等導入推
進基金事業ということで環境省が事業をやって

おりまして、平成26年度から平成28年度までの
事業となっておるんですけれども、今後の再生

可能エネルギー等の活用につきましては、環境

省等のほかの補助金を活用しながら、現在の防

災拠点とかそういうことではなくて、ほかの再

生可能エネルギーを使うという部分での補助金

を何とか活用できないかということで考えてお

るところでございます。 
 事業をどういうふうに組み立てていくかとい

うのは、まだ、今からでございますので、また

具体的になりましたら、ご説明をさせていただ

きたいと思っております。 
【大久保委員】 今回は交番の部分の事業の計上
でしたけれども、全体で言うと、多分3カ年で、
県内52カ所ぐらいの公的な施設等々に導入を
するということでありますけれども、県内は広

うございまして、まだまだたくさんの施設があ

るわけでありまして、そういう意味では、常日

ごろから自立型、あるいは分散型のエネルギー

を導入して災害に備えると。そして、防災に強

いまちづくり、同時に、低炭素のＣＯ２を出さな

い社会づくりというのを目指していくというの

を、やっぱり長崎県の大きな目標として出して、

また基金も、できればこの基金を国に働きかけ

てもらって、グリーンニューディール基金とし

て、さらに事業を継続していけるように強い働

きかけをしていただきたいというふうに思いま

す。 
【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。 
【麻生委員】 おはようございます。 
 今回、生活基盤施設耐震化等の交付金につい

て、先ほど話がありましたけれども、別の角度

からちょっとお尋ねしたいと思います。 
 今回の補助金については、生活基盤の耐震化

等の交付金創設と、新しい分野での創設があっ

たと聞いていますけれども、これについて国が

求めていこうとしている方向性というのを教え

ていただけないでしょうか。 
【田口水環境対策課長】 水道施設に限らず、最
近、各地で地震等が発生しまして、そういう中

でやはり公共施設、特にライフライン等の損傷

によります住民の皆様方への影響というのが確

認されております。 
 そういう中で、特に生活に密着しております

水道施設につきましては、やはり機能を災害の

場合におきましても確保するというのは非常に

重要であるということで、これまで国のほうか

らもそういった耐震化に向けての取組というの

を要請されてきているところでございます。 
【麻生委員】 今回の基盤整備の関係については、
もちろん各市町が水道事業はやっておりますけ

れども、県のかかわり方ね、要は。今回の狙い

としては、県単独での取組といいますか、指導

性、そういったものについても権限が大きく移

譲されたという形になっていまして、人口減少、

ないしは浄水場、また簡易水道の状況でいろい

ろと条件が違っていますし、また、言われたよ

うに、水道インフラをどうするかということに

ついては、これは県民の安全・安心を守るライ

フラインの一番基礎ですからね。この状況で、

県が今後は、そういう指導性といいますか、単
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独で市がやるんじゃなくて、県がある程度かか

わり合いながらどうするかということが問われ

てきていると思っておりますけれども、これに

間違いないですか。 
【田口水環境対策課長】 水道事業につきまして
は、先ほど委員おっしゃいましたように、市が

基本的には主体となって取り組まれているとこ

ろでございます。 
 また、水道事業に関係する事業の費用につき

ましては、いわゆる水道料金というのを財源に

して行っております。これまで未普及対策とい

うのを重点的に取り組んでこられておりますが、

一方で、そういった耐震化につきましても必要

性が高まっているという状況でございます。 
 ただ、先ほど申し上げましたとおり、財源が

水道料金というようになっておりますから、そ

の中でできる分というのは非常に限られている

というものもございます。 
 そこで、まず、私ども県として市に対して指

導しておりますのが、経営の効率化、例えば民

間に委託をすることで人件費の削減であるとか、

施設の効率的な運用というのを紹介しておりま

すし、また、国の補助事業を積極的に活用する

ことで厳しい自主財源をカバーする形で、こう

いった耐震化の取組もできるんじゃないですか

ということを、機会をとらえて、今、指導して

いるところでございます。 
【麻生委員】 私はかねがね、水道事業というの
は企業会計ですから、先ほど言われたように、

収益事業も含めてあるわけですね。今後、人口

減少も含めて、設備は老朽化している、管路も

長くなってきている、維持対策が大変だと。 
 そういう中で、各市町がきちんとした水道ビ

ジョンといいますか、そういったものを、マス

タープランもそうでしょうけれども、各市町に

おいてちゃんとつくるべきだと訴えてまいりま

した。そういうことがなければ、水道料金が高

止まりしていく、また、人口が減ったから水道

料金を上げなければいかんと。 
 この前の1月に起きました寒害でも大きな漏
水が起きて、また、技術者も足らないというこ

とで、相当断水があったわけですけれども、こ

ういう両面から守っていくという観点では、県

が、今後はある一定の権限を含めて、一部そう

いう交付金についても指導していくわけですか

ら、今後きちんとした、ある意味では広域化、

ないしは各市町がやっていけるような民間のレ

ベルでの一体化、そういったものが必要になっ

てくると思うんですけれども、それについて県

として、こういう今後の状況も見据えて、耐震

化もそうですと、今後の水のライフラインを含

めてきちんとやる方向性についてどういうビジ

ョンを持っておられるのか、お尋ねしたいと思

います。 
【田口水環境対策課長】 今後の水道事業につき
ましては、先ほどお話しましたとおり、未普及

対策だけではなく、やはり施設に対する信頼性

の向上、耐震化とか、そういったものも重要で

あるというふうに考えております。 
 それを具体的に推進する上で、やはり財源の

確保というのも必要でありますし、そのために

は、やはり長期的な視野に立った、先ほどおっ

しゃいましたマスタープランとか、そういった

ものも含めた策定が必要であるというふうに考

えております。 
【麻生委員】 老朽化施設になりますから、アセ
ットマネジメントも含めて、ちゃんと現場の状

況も含めてしてもらわないといかんでしょうし、

水源の確保だとか、浄水場の老朽化、いろいろ

な形で展開があると思うんですね。 
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 私は以前から話をしていました、先ほど申し

上げました広域化の問題、あと、簡易水道の状

況を、一部切り替えながら上水に切り替える。

これは条件がありますから、全部がなるとは思

いません。県内では、今、浄水場が二百何カ所

あるんでしょう。そういった維持管理の問題も

含めて状況が広がってきますから、今後、県と

しては県民の生活を守るという観点で、ぜひ今

後のビジョンをしっかり立ててもらいながら、

そして、こういう生活基盤の補助事業をしても

らいたいと思うんです。 
 どうしても現場ではビジョンがなくて、目の

前の仕事を解決するということになりますけれ

ども、将来的には、やっぱり人口減少を含めて

どう取り組んでいくかということが大事だと思

っているんです。それについての県の方向性と

いうものをきちんと出して、各市町との連携は

やってらっしゃるのでしょうか。それをお尋ね

したいと思います。 
【田口水環境対策課長】 水道事業者との意見交
換会を通じまして、耐震性の向上も含めて意見

交換会をやっております。 
 また、将来の人口減少、これはすなわち水道

料金の減少につながる部分もございますので、

そういったことも含めて、やはり長期的な視野

に立った経営というものを立案していく必要が

あるということを、そういった会議の中で話を

させていただいているところであります。 
 市町におかれましても、先ほど申し上げまし

たように、いわゆる水道施設の民営化であると

か、また、水道の統合、過去に79市町村があり
ましたのが、現在21市町になっております。そ
の中で、やはり統合された後になっても、同じ

市町の中に複数の簡易水道が存在しているとい

う部分もございます。そういったものの統合を

含めまして、効率化を図るよう指導していると

ころでございます。 
 引き続きそういった方向で、市町に対しまし

て指導していきたいと考えております。 
【麻生委員】 今後、民間活力をどうするかと、
これはテーマだと思っていますので、私も長崎

市の水道関係について提案したことがあるんで

すけれども、国は今、新たな取組でコンセッシ

ョン方式を検討していますね。ご存じですか。

民間活力、今、長崎市は5年置きの指定管理者
制度をとっていますね。これじゃ、やっぱり長

期的なビジョンは描けないだろうと思っている

んですね。財産すべては各市町が持って、運営

本体を、要はコンセッション方式で民間に委託

をして管理するという、そういったことについ

ても、県がある一定の方向性をきちんと持って

指導していく。そして、さっき言ったように広

域でやる、そういう意味も含めながら取り組ん

でいかないと、この限られた予算の中でしっか

りとした取組はできないだろうと思っているん

です。その関係についての考え方があるのかど

うか、最後、お尋ねしたいと思います。 
【田口水環境対策課長】 水道事業者につきまし
ては、例えば長崎市ですとか、そういった大き

いところから、離島であります小さい市町の事

業者までございます。地域によりまして人口規

模、また、施設の状況、さまざまな地域の状況

がありますので、そういった状況に応じて個別

にそういった話をしていきたいと考えておりま

す。 
【麻生委員】 今、県は水道ビジョンをつくって
います。各市町についてもそれぞれ企業会計で

すので、収益事業をしながらどうやるかという

こと、水源の確保、そういうものを含めて、私

は耐震化とこれは一体になっていると思ってい
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るんですよ。だから、しっかりとしたビジョン

をつくってもらって、長崎の場合は上下水合わ

せてつくっていただきました。そして、トータ

ル的な状況で、今後、人口減少、なおかつ、そ

れにアセットマネジメントを入れながらどうや

るのか。管路についても、管路の状況を全部確

認して、そして管路の保守点検、耐震化、これ

も入れてもらっているんですね。そういったも

のを各市町できちんとつくってもらいながら、

将来の自分たちのビジョンをどうするかという

ことに取り組まないといけないんじゃないかと。

ただ、それは各市町の力量がありますから、そ

れを全部やれといってもなかなか難しいでしょ

うけれども、それを指導していくのが、私は県

の立場じゃないかと思っているんですよ。 
 きちんとした形で守って、生活の基盤を守る、

そういうベースがあると思っておりますので、

ただ単に、今回の補正予算が出たからというこ

とじゃなくて、これを見据えながら取組をぜひ

お願いしたいと思っていますけれども、これは

部長、どうでしょうか、考え方は。 
【太田環境部長】 県全体の水道の整備は運営も
含めて適正にどうやっていくかというのは重要

な問題ですので、委員の意見を踏まえて、これ

からやっていきたいと思っております。 
【麻生委員】 ありがとうございました。私は、
水道を含めて生活基盤だと思っているんですよ、

インフラで。それをどう守るかというのは、安

心・安全の地域づくりだと。これは施設だけじ

ゃなくて、しっかりそれを守る人たち、人、技

術者、そういったものが大事じゃないかと思っ

ているんですね。 
 昨日も雇用対策の問題がありましたけれども、

そういう技術者をしっかり育てながら、そして

地域でインフラを守っていく、そして、耐震化

も即座にできる。そういう人と一体になった取

組をぜひ。そして、将来展望の人口減少の中で

も、管路は老朽化してきていますので、しっか

り管理もできる、そして、そういう維持管理を

徹底していく、そういう視点でお願いしたいと

いうことと、先ほど申し上げましたように、広

域化の状況も、今後は避けて通れない状況だと

思っておりますので、ぜひ、まず初めに長崎、

時津、長与を含めた地域の中の広域化の事業も

ぜひ検討していただきたいということをお願い

して、この質問を終わりたいと思います。 
 ありがとうございました。 
【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 予算及び報告議案に対する質疑・討論が終了

しましたので、採決を行います。 
 第101号議案のうち関係部分、報告第1号のう
ち関係部分及び報告第11号は、原案のとおり、
それぞれ可決・承認することにご異議ございま

せんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、予算及び報告議案は、原案のとおり、

それぞれ可決、承認すべきものと決定されまし

た。 
【中島(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。 
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 環境部は、委員会付託議案がないことから、

所管事項についての説明及び提出資料に関する

説明を受けた後、所管事項についての質問を行

います。 
 環境部長より総括説明をお願いいたします。 
【太田環境部長】 環境生活委員会関係議案説明
資料の環境部の1ページをお開きください。 
 今回、ご審議をお願いする議案はございませ

んので、議案以外の主な所管事項についてご説

明いたします。 
 熊本地震における被災地支援についてでござ

います。 
 去る4月14日及び16日に発生した地震によっ
て、熊本県内では家屋の倒壊等により多くの

方々が被災されるとともに、上下水道管の破損

等で、断水による飲料水不足や汚水の処理不能

などの事態が生じたほか、ごみ処理施設が被害

を受けたことにより大量の生活ごみの焼却等の

対応ができなくなるなど、住民の生活に大きな

影響が生じたところであります。 
 このようなことから、環境部といたしまして

は、県内市町において飲料水提供のための給水

車両等を派遣するとともに、下水道復旧に向け

た下水管路等点検のための県市町職員の派遣、

さらには市町等によるごみ収集車両を派遣する

とともに、収集したごみの県内での処理にも取

り組んでおります。 
 今後も、被災地の状況を踏まえ、国及び市町

とも連携しながら、熊本県の支援に努めてまい

ります。 
 なお、本県でも大規模地震等が発生した際に

生じる膨大な災害廃棄物を迅速かつ適正に処理

できるよう、県災害廃棄物処理計画の策定を進

めてまいります。 
 このほかご報告いたしますのは、夏の省エ

ネ・節電について、ＰＣＢ廃棄物処理計画の見

直しについて、海岸漂着物対策の推進について、

生物多様性保全の推進について、「長崎県「新」

行財政改革プラン」に基づく取組についてであ

り、内容は記載のとおりであります。 
 以上で、環境部関係の説明を終わります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【中島(浩)委員長】 次に、提出のありました「政
策等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」について説明を求めます。 
【小嶺環境政策課長】 お手元にお配りしており
ます環境生活委員会提出資料に基づき、ご説明

をさせていだきます。 
 「政策等決定過程の透明性等の確保及び県議

会・議員との協議等の拡充に関する決議」に基

づき、本委員会に提出いたしました環境部関係

の資料についてご説明いたします。 
 なお、今回の報告対象期間は、本年2月から4
月までに実施したものとなっております。 
 はじめに、資料1ページをご覧ください。 
 県が箇所づけを行って実施する個別事業に関

し、市町に対し内示を行った補助金でございま

す。 
 直接補助金は、資料の1ページから5ページに
記載のとおり、長崎県再生可能エネルギー等導

入推進基金事業補助金など計37件、間接補助金
につきましては、資料6ページから7ページの記
載となっており、大村湾浮遊ゴミ除去対策事業

補助金など計20件となっております。 
 次に、8ページをご覧ください。 
 1,000万円以上の契約案件についてでござい
ますが、8ページ記載のとおり、計6件となって
おります。 
 9ページ以降に、入札結果の一覧表を添付い
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たしております。 
 次に、15ページをご覧ください。 
 附属機関等の会議結果報告につきましては、

附属機関が長崎県環境審議会環境監視部会など

3回、私的諮問機関等が長崎県廃棄物処理施設
専門委員会など2回の計5回を開催いたしてお
ります。 
 その内容につきましては、資料16ページ以降
に記載のとおりでございます。 
 以上で説明を終わります。 
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
【中島(浩)委員長】 次に、環境政策課長より補
足説明の申し出があっておりますので、これを

受けることにいたします。 
【小嶺環境政策課長】 続きまして、補足説明資
料、1枚の資料でお配りしております。「平成
29年度の政府施策に関する提案・要望につい
て」の資料でございます。 
 今年度の政府施策要望につきましては、参議

院議員選挙が実施される関係で、政務三役等へ

の本要望を7月下旬に行うこととし、各省庁へ
の事前説明を5月30日、31日の日程で行ってま
いりました。 
 その際、「雲仙天草国立公園におけるインバ

ウンド対策の推進について」、知事、議長が関

環境事務次官と面会し、国立公園満喫プロジェ

クトの対象地域への雲仙天草国立公園の指定と

熊本、大分の阿蘇くじゅう国立公園との連携に

よるインバウンドの重要性等について要望を行

ったところでございます。 
 関環境事務次官からは、「全国で5カ所程度
の国立公園を選定する方向で有識者会議に諮っ

ており、要望の内容は参考にしたい」というふ

うなご意見をいただいております。 
 また、6月2日には、雲仙市町長が関係する全

市町長連名の要望書を環境省にお届けし、地元

の熱意を伝えるなど、県、地元市町が一体とな

って対象となる国立公園に選んでいただけるよ

う、要望活動を行っているところでございます。 
 このプロジェクトは夏ごろに選定結果が公表

される予定ですが、そこに向けて各種活動を行

うとともに、県としましては、地元市町、観光

協会等と一緒になって、関係部局と連携したイ

ンバウンド対策に取り組んでまいります。 
 以上で、ご説明を終わります。 
 よろしくお願いいたします。 
【中島(浩)委員長】 次に、廃棄物対策課長より
補足説明の申し出があっておりますので、これ

を受けることにいたします。 
【重野廃棄物対策課長】 「ＰＣＢ廃棄物処理計
画の見直しについて」、補足説明をさせていた

だきます。 
 右上に「補足説明資料1」と記載された1枚紙
の資料をご覧ください。今回の処理計画の見直

しについて、概要をまとめたものでございます。 
 まず、1番目、ＰＣＢ問題の経緯についてで
す。ＰＣＢはポリ塩化ビフェニルという化学物

質の総称で、かつては電気機器の絶縁具や熱交

換機の熱媒体等のさまざまな用途で利用されて

いました。しかしながら、毒性が極めて強く脂

肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取

により体内に蓄積し、さまざまな症状を引き起

こすことが報告されており、昭和43年にカネミ
油症事件を契機に社会問題化し、昭和47年以降
製造を中止しております。 
 国におきましては、平成13年に「ＰＣＢ廃棄
物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が

制定され、「ＰＣＢ廃棄物処理基本計画」に基

づきましてＰＣＢ廃棄物の適正処理を推進して

いるところであります。 
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 県におきましては、平成19年に「長崎県ＰＣ
Ｂ廃棄物処理計画」を策定しており、平成22年
9月に改訂を行っているところです。 
 次に、2、国の法改正等の概要についてです
が、平成26年6月に行われた国の処理基本計画
の改訂により、平成28年7月までとしていた従
来の処理期限について、当初の想定よりもＰＣ

Ｂ廃棄物が多量に存在することが判明したこと

や、処理の進捗も想定より遅れていることなど

を踏まえ、下の表に示すとおり、処理期限が延

長されました。高濃度ＰＣＢ廃棄物につきまし

ては、種類ごとに平成31年3月、もしくは平成
34年3月、低濃度ＰＣＢ廃棄物につきましては
平成39年3月までとなっております。なお、表
中にあるＪＥＳＣＯとは、中間貯蔵・環境安全

事業株式会社というＰＣＢ廃棄物の処理事業を

行う、政府全額出資の特殊会社のことでござい

ます。 
 続きまして、延長された処理期限内にＰＣＢ

廃棄物の確実な処理を達成するため、平成28年
5月にＰＣＢ特別措置法の一部改正が行われて
おります。 
 主な改正内容は、政府内におきましては、Ｐ

ＣＢ廃棄物処理基本計画の閣議決定の格上げ、

保管事業者におきましては高濃度ＰＣＢ廃棄物

の処分の義務づけ、都道府県におきましては報

告徴収、立入検査権限の強化、また、保管事業

者が不明等の場合については、高濃度ＰＣＢ廃

棄物の処分に係る代執行という4点でございま
す。 
 次に、裏面をご覧ください。 
 国の法改正等に伴い、今後、県のＰＣＢ廃棄

物処理計画の見直しを行ってまいります。 
 まず、計画の期間の延長につきまして、現行

の計画では、処理期限を平成28年7月までとし

ていますが、これを平成39年3月まで延長いた
します。 
 また、高濃度ＰＣＢ廃棄物と低濃度ＰＣＢ廃

棄物のそれぞれに、国に準じて処理期限を設定

いたします。ここまでの改訂は、本委員会の報

告をもって、平成28年6月中に実施させていた
だきたいと考えております。 
 次に、今後の予定といたしまして、処理期限

内にＰＣＢ廃棄物の確実な処理を達成するため

の方策について、国のＰＣＢ廃棄物処理基本計

画が7月ごろに改訂する予定との情報を得てい
ますので、この改正内容に基づき、速やかに県

の処理計画の改訂を行い、ＰＣＢ廃棄物の適切

かつ迅速な処理を推進してまいります。 
 以上で、補足説明を終わらせていただきます。 
 よろしくご審議を賜りますよう、よろしくお

願いします。 
【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。 
 以上で説明が終わりましたので、陳情審査を

行います。 
 配付しております陳情書一覧表のとおり、陳

情書の送付を受けておりますので、ご覧願いま

す。 
 陳情書について、何かご質問はありませんか。 
【山田(朋)委員】 佐世保市からの要望で、58ペ
ージ、自然公園等の施設の長寿命化について伺

いたいと思います。 
 市からの要望といたしましては、長寿命化計

画の補助の新設というふうにありますが、観光

客も増えてきている中において、当然、安全の

確保の観点からも、あと、景観上の観点からも

きれいにやっていく。そして、なおかつ長く、

長寿命化できるような形をとっていきたいとい

うのは、当然思うところであるんですけれども、

こういったことに関する新たな補助の新設とか、
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そういったものの考えがあるのかどうか、また、

国のほうで使えるメニューがあるのかどうか、

いろいろそのあたりがありましたら、教えてく

ださい。 
【山本自然環境課長】 佐世保市からの要望に対
しましては、国の交付金が昨年度から新設をさ

れたものがございまして、それは市町も使える

という内容になっておりますので、その紹介を

させていただいております。 
 また、それ以外といいますか、今回初めて要

望をいただいたんですけれども、県有施設につ

いても同じような悩みを抱えておりますので、

一緒に知恵を絞って考えていきましょうという

ことでお話をしております。 
 補助事業の新設といったところについて、ま

だ具体的なことは固まってきておりません。検

討できておりません。 
【山田(朋)委員】 昨年度から市町が使える新し
い補助金ができたということでありますけれど

も、それがあった上でも重ねて、また新たなも

のをと、多分言っているのかなと思うので、ま

だまだ補助率の状況とかがちょっと足りないと

いうか、市町においては結構厳しいのかなと思

うので、今、課長が言っていただいたように、

一緒に知恵を出し合っていただいて、何かいろ

んなものを、取れるものは取っていただきなが

ら、ぜひ進めていただきたいとお願い申し上げ

ておきます。 
【中島(浩)委員長】 ほかに、質問はありません
か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、陳情につきましては、承っておくことと

します。 
 次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。 
 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。 
【山田(朋)委員】 これの8ページ、1,000万円以
上の契約状況一覧表の5番目に、海ごみ交流事
業業務委託というふうにあります。 
 1者だけしか入札に入ってらっしゃらない。
恐らくずっと毎年、ここの団体だったのかなと

理解をしますが、内容としては、対馬で、韓国

からも来ていただいて、ＮＰＯの関係者の方々

とごみを拾っていただいたり、交流事業をして

いるというふうに認識しておりますが、このＮ

ＰＯ団体、ＮＰＯが何件か来ているような感じ

の理解をしたんですけれど、どれくらいの団体

がこれに取り組んでいるのかと、どうしてここ

しかノウハウを持ち合わせていないのかとか、

入札に参加しないのかとか、どんな事情がある

のか、教えてもらっていいですか。随契。 
【重野廃棄物対策課長】 今、委員ご指摘の海ご
み交流事業につきましては、今回の事業につい

ては、7月16～17日で行うようにしておりまし
て、韓国の釜山広域市から大学生等を呼んで交

流事業を行いたいということで考えております。 
 韓国にこういうＮＰＯ団体では、オーシャン

という団体があるんですけれども、そちらのほ

うとつながりを持っているのが、今、紹介があ

りましたＪＥＡＮということでしたので、より

韓国の団体とつながりを持っているＪＥＡＮを

含めてこの委託事業をやらないとなかなかうま

くいかないということがございまして、今回、

1者の随契というふうな形でやらせていただい
ております。 
 委員から先ほどご指摘がありましたように、

昨年度の海ごみサミットにつきましても、同じ
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ＪＥＡＮに委託をしたということで経過を報告

させていただいています。 
【山田(朋)委員】 韓国のＮＰＯとつながりがあ
るということで、ＮＰＯのＪＥＡＮにお願いを

しているということですけれども、金額が、結

構大きな金額だと思うんですけれど、韓国から

来る方々の交通費も含めてすべて出す。参加人

員、当然、地元の対馬の方々も参加されている

と思うんですけれども、参加人員はどれくらい

なのかと、この費用というのは、向こうから来

ていただく費用がもう大半かかっているのか、

どういったことにこれだけの費用がかかってい

るのかを教えていただいていいですか。 
【重野廃棄物対策課長】 今回、韓国のほうから
10名から20名ほど、一応大学生のほうが参加し
ていただくという形で計画をしております。 
 あと、県内から、壱岐、対馬、五島、上五島、

この4市町から各10名ほど、高校生、大学生を
集めて今回の事業に参加をしていただいて、シ

ンポジウムと漂着物の調査をやろうということ

で計画をしております。 
 総勢150名から200名ぐらいの規模になると
いうことで考えております。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 
【麻生委員】 平成28年度の補助金内示一覧、
直接補助がありますね。さっき漂着ごみが、結

構金額が大きいものですから、この分について

のお尋ねをします。 
 回収して集めるわけですけれども、処理のあ

り方はどのようになっているんですか。各市町

で違うと思いますけれども、回収をして、そこ

で焼却して処分してしまうのか、漂着物によっ

ては焼却できなくて、処理を福岡に出すとか、

そういう費用負担の内訳はわかるんでしょうか。 
【重野廃棄物対策課長】 今、委員ご指摘の件で

すけれども、まず、回収作業ですけれども、地

元の漁協等を使って回収のほうを行っておりま

す。 
 それで、回収したごみについては、産業廃棄

物の収集運搬業の許可を持っている業者等を使

って運搬をしていただいております。 
 また、処理につきましては、市町の焼却場で

燃やせる部分については焼却をしていただくと

いう形を考えておりまして、あと、業者に出す

場合につきましては、島内の業者で処理できる

ものについては島内の業者にまず委託をする。

それと、島内でできない部分については県内、

県内の業者でできないものについては県外に出

すというふうな方針のもと、県内によりお金が

落ちるような形で市町のほうも考えて処理を進

めているということで聞いております。 
【麻生委員】 今年も補正予算を組んで5億円近
くになりましたね。今後、生活水準が上がって

きて、逆にこの漂着ごみが減るということはな

かなか厳しいのかなと、かえってまた、増えて

くるんじゃないかと。 
 この前、五島の三井楽のほうで、分類した形

で発泡スチロールをやるというような事業もさ

れたみたいな話を聞いておりましたけれども、

島外に持ち出さずに処理できるようなシステム

で、何とか島内の人たちに雇用が生まれて、そ

してそこで金が落ちるような仕組みづくりをし

てもらうことができないのかどうか。収集運搬

でやって、大半が島外で燃やすんですよとやっ

てしまえば、そこに多額の費用がかかってくる

わけですけれども、そういう仕組みづくりとか、

研究とかというのはされてないんですか。 
【重野廃棄物対策課長】 漂着した木くずについ
てはチップ化して、それを堆肥に使うか、飼育

のところで使うかという形で、チップ化という
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ことで対応しております。 
 また、先ほど委員がおっしゃったように、発

砲スチロールにつきましては減容化ということ

で、小さく縮めて運ぶ量を小さくするとか、あ

と油化、油にしてしまうという形で、なるだけ

島内で処理をするというふうな形で、いろんな

最新型の機器を導入しながら、よりスムーズに

処理が進むような形で、現在進めております。 
【麻生委員】 昨年、対馬も2億5,000万円ほど
出ているんですね。80キロもあるから、本当に
広い、広域な状況の中で集めてくるというのは

大変だろうと。今回、さっき言ったＪＥＡＮを

含めて日韓交流をやると言われても、一部のと

ころしかないわけですね。 
 今後、先ほど申し上げましたように、漂着ご

みが結構増えてくるだろうと。これに対してな

かなか対策が追いつかないんじゃないか。そし

て、収集運搬の人たちも集めて持っていく、分

別するという話はあるけど、私が提案したいの

は、要は簡易焼却炉みたいなもので、そこでも

う焼却してしまう。要するに、移動型焼却炉と

いいますか、そういったものを検討して、これ

は廃棄物対策の状況になるかどうか。焼却施設

も800度以上ないとダイオキシンが出るからい
かんという話もあるでしょうけれども、そうい

ったものを焼却炉メーカーと協議しながら、移

動式のタイプ、ないしは、特別移動して島内を

回ってくる。別に病院船ではありませんけれど、

焼却船みたいなものをつくって、県がこういう

財源を利用してしっかりやるような、そういう

計画だとか、今から今後、私はさっきも申し上

げていますように、この事業は国が責務を持っ

てやってもらわなければいかん。そういうこと

になるんですよね、今ね。それで、今後、国境

離島新法もできて、いろいろ継続的な状況が言

われているわけですから、まさに離島の皆さん

にとっては漂着物は、自分たちが好むと好まざ

るとにかかわらずあるわけです。そういったと

ころで、島外に出さずに焼却もし、また、何ら

かの形でできるような仕組みづくり、ないしは、

焼却船みたいなものをつくって回収して処理を

かけると。そういう広域で県が指導してやるよ

うな発想がないかどうか、そういった研究をぜ

ひやってもらいたいと思っていますけれども、

そういう考えはないのかどうか、お尋ねしたい

と思います。 
【重野廃棄物対策課長】 委員ご指摘の焼却施設
につきましては、先ほど委員からもご意見があ

りましたように、塩分を含んだ漂着物になりま

すので、ダイオキシンの発生というものが考え

られてくるということですので、その辺の対策

がうまくできるような焼却施設があるかどうか。

それと、小型の焼却施設で、そういうふうにう

まく順番に持ち回って、移動式の焼却ができる

かどうかというふうなところにつきましては、

いろんな情報を仕入れながら、今後、検討をし

ていき、市町に、機会があれば、提案をしてい

きたいと思っておりますけれども、ダイオキシ

ンの問題があるということで、なかなか進んで

いないというのが現状ということで、把握をし

ております。 
 委員ご指摘のとおり、この海ごみ問題につき

ましては、今後もずっと発生していくというふ

うなことがございますので、発生抑制の部分、

それから回収処理の部分、両輪の形で継続して

進めていきたいということで考えております。 
【麻生委員】 ぜひ検討してもらいたいと思うん
ですね。各市町に分担で任せるんじゃなくて、

広域で県の責務としてどうするのか、発想をち

ょっと違ったところか 
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ら取組ができるような、そういうこともぜひや

ってもらいたいなと。 
 もちろん、各市町では目の前のごみをどう処

理するかしかないんですよね。島外に持ち出し

てしまって、それを逆に長崎の焼却場で燃やし

てもらう。これは簡単にできるんでしょうけれ

ども、運賃を払ってまで、せっかく交付金を地

元に出しているのに、大半が運搬賃に持ってい

かなくちゃいけないのかという形になりますよ

ね。そういったものを島内で皆さんがやっても

らって、雇用が生まれたりとか、自分たちがそ

こでちゃんと処理ができるという仕組みづくり

を、これを各市町に任せてやりなさいと、申請

が上がってきた分だけ出しましょうじゃなくて、

県がちゃんと指導して広域でやるんだというこ

との発想がないと、そういうのはできないと思

いますので、ぜひ研究していただいて、課題は

何なのか、そして、どうしたらやれるのか。 
 片っ方では、量を減らしてもらって集める状

況もありますけれども、極力、島外に持ち出す

費用を現場の皆さんの収集運搬で集まった分に

ついての負担に、処理をかけてもらおうという

ことも大きな状況になろうかと思いますので、

ぜひ検討していただいて、今後のテーマ、でき

たら、半年か1年ぐらいで情報を集めてもらっ
て、やれるか、やれないか、そういったものを

ぜひ検討していただきたいと思います。よろし

くお願いしたいと思いますけど、いかがでしょ

うか。 
【重野廃棄物対策課長】 委員のご意見を踏まえ
ながら、島内で処理できるような形、島内に雇

用が生まれるような形で、どういうふうに処理

をしたらいいかというところを県としましても

考えていきたいと思いますし、市町とも協議を

進めながら、今後、対策を練っていきたいと思

っております。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 質問はないようですので、
次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ありませんか。 
【友田委員】 ＰＣＢの廃棄物処理計画の見直し
についてお尋ねします。 
 もう1枚、Ａ4のペーパーがついていて、これ
が国の資料なのかなと思うんですけれど、ここ

に、「処分委託しない事業者や使用中のＰＣＢ

製品もまだ存在をしている」ということで、括

弧内に、使用中でトランスで約600台、コンデ
ンサで約6,000台、安定器で約9万5,000台とい
うのが書かれていますね。これは多分、全国の

数なんだろうと思うんですけれど、長崎県にお

いては、こういったものの数というのが十分把

握されていて、そして、ここに書いているよう

に、処分委託をしない事業者がどのくらいあっ

て、その数がどのくらいというのは、その辺の

詳細までつかんでおられるんですか。 
【重野廃棄物対策課長】 ＰＣＢ廃棄物を保管し
ている事業者につきましては、毎年度、県のほ

うに届出をしないといけないということで、そ

の届出によって数量のほうを把握させていただ

いております。 
 数量的に申しますと、長崎県、長崎市、佐世

保市に届出があった保管量につきましては、平

成27年3月31日現在で、トランス・コンデンサ・
安定器等が1,883台、ＰＣＢ汚染物が8,680キロ
グラム、それと2,679リットルということで届出
があっております。 
 なお、そのうちの高濃度廃棄物については、

トランス・コンデンサ・安定器等が451台、そ
れと、ＰＣＢ汚染物については78,479キログラ
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ムと2,663リットルというふうな形で報告があ
っております。 
 また、使用中の電気機器にＰＣＢが含まれて

いることが確認された場合については、電気事

業法に基づいて、産業保安監督部に届出を行う

必要がございます。そちらのほうでＰＣＢが含

まれている現在使用中の製品については把握を

しているところでございます。 
 なお、長崎県の管轄のみの数字でございます

けれども、トランス・コンデンサ・安定器につ

いては116台、そのうち高濃度の製品が2台とい
うことで把握をしております。 
 すみません。先ほどの数字の訂正をさせてい

ただきたいと思います。 
 長崎県、長崎市、佐世保市に届出のあった保

管量で、ＰＣＢ汚染物につきましては8,680とい
うことで報告をさせていただきましたけれども、

8万6,080キログラムということで訂正をさせ
ていただきます。（「業者数は」と呼ぶ者あり） 
 業者数のほうは控えておりませんので、後ほ

ど報告をさせていただきたいと思います。 
【友田委員】 この処分委託をしない業者数とい
うのが、まだ、だから、わからないということ

ですか。 
 ここに書いてある、この国の、これは国から

でしょう。（「はい」と呼ぶ者あり）ここに「処

分委託しない業者や」というふうに書いている

んですよね。だから、使っているやつ、使って

いないやつ、今、おっしゃったように、ちゃん

とそれぞれ届出があって、毎年の届出でどれだ

けあるよというのはわかっているんだけれども、

それはただ保管しておくだけでは処理は進まな

いですよね。だから、保管はしているんだけれ

ど、処分委託をしない業者というのがあるのか

ということと、この処分が進まない理由として

は、業者さんのキャパが、処理能力が少ないが

ために対応できないのか。それとも、そもそも

そこに大きな費用がかかるので、保管している

か、使用中か、とりあえずＰＣＢを持っている、

そういった廃棄物を持っている業者さんがやら

ないのか、そのあたりというのは、何か要因を

つかんでおられますか。 
【重野廃棄物対策課長】 今、委員ご指摘の部分
につきましては、処理をするためには登録をす

る。ＪＥＳＣＯのほうにまず登録をして、それ

で、ＪＥＳＣＯが計画的に処理していくという

ふうな形になってきます。 
 その登録をした業者につきましては、収集運

搬にもお金がかかるものですから、地域地域で

分けて効率よく回収していく、それで処理を進

めていくというふうな形でＪＥＳＣＯのほうも

考えておりますので、そういう意味で、計画的

な処理をしていくので時間がかかっているとい

うふうなところでございます。 
 あと、保管等を届けていない事業者がいるか

どうかということでございますけれども、平成

27年度、平成28年度におきまして、環境省にお
きまして、ＰＣＢ廃棄物の掘り起こしに関する

モデル事業を行っておりますので、その結果を

持って、今後、掘り起こしについても調査を進

めていきたいということで考えております。 
 まだ届出をしていない業者とかも多数いると

いうことで聞いておりますので、その辺につい

ても、報告がないところについてはこちらから

働きかけて、数のほうを確定していって、期限

までの処理を進めていきたいということで考え

ております。 
【友田委員】 例えばトランスとかだと、工場な
どに大体設置されていますよね。その工場が廃

業してそのまま放置されているというケースも
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あるのかなと思うんですが、これは、例えばト

ランスが放置されていたら、これからＰＣＢが

漏れ出して、何かその周辺に被害を及ぼすとい

うようなことはあり得るんですかね。 
 例えば不適切に処理されるとそれが漏れ出す

んだけれども、一般的に工場のどこかに置かれ

ていて、廃業になっているんだけれど、それが

ただ置かれているだけでは問題ないのか、この

あたりはどうですか。 
【重野廃棄物対策課長】 ＰＣＢ廃棄物について
は保管基準というのが決められていまして、漏

れ出ないようにしないといけないとか、柵を設

けてそこに表示をして保管をするというふうな

形になっておりますので、その辺がきちんとさ

れているかどうかというところが、まず1点ご
ざいます。 
 それと、先ほど廃業になった工場とかに残っ

ている部分があるというふうなところでござい

ますけれども、それを知らずに、例えば工事を

していて傷をつけてＰＣＢが漏れてしまって環

境汚染につながっていくというふうなことも、

過去にそういう事例もあったものですから、そ

ういうことがないような形で、届出がないとこ

ろについては、漏れがないような掘り起こし調

査を進めていきたいということで考えておりま

す。 
 あと、先ほどＰＣＢ廃棄物を処理するに当た

って高額ではないのかということでのご意見が

ありましたけれども、30キログラムのトランス
で48万円ぐらい処理費用がかかっています。 
 ただ、これにつきましては、中小企業につき

ましては70％、個人では95％が基金から補助を
するという形になっておりますので、この辺の

基金を使用していただいて処理を進めていきた

いということで、我々のほうは進めております。 

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 
【麻生委員】 所管外の関係で、4ページ、行革
プランの関係、3月の委員会でも指摘をしまし
たけれども、南部流域下水道事業の移管の件で

す。 
 ここに、「移管に向けた課題の整理について」

とありますけれども、課題は、何が課題になっ

ているんでしょうか。 
【田口水環境対策課長】 現在、県が諫早市に持
っております南部浄化センターが対象になって

おります。今のところ、各関係市、地元諫早市、

大村市等で意見交換会をしておりまして、その

中で課題となっておりますのが、やはり施設を

受け入れるということで、事務的、経費的な負

担増というのが一つ。 
 そしてもう一つが、事業の補助制度上、流域

下水道で持っている場合は補助率が高うござい

ます。それを諫早市に移管した場合には補助率

が低い、公共下水道としての取り扱いになる可

能性があるというところがございます。そのあ

たりを課題として、現在検討している最中でご

ざいます。 
【麻生委員】 県が持てば補助金が高くなって、
各市町が持てば補助金が安くなるという形を選

択せざるを得ないと。なおかつ、施設を維持管

理するのに人がかかると、そういう負担はした

くないということでありますね。 
 私は3月に指摘をしたんですけれども。この
行革プランにあったので、改めて見ていたんで

すけれども、やっぱり各市町に対してきちんと。

今、下水道会計を見ると黒字になっていますよ

ね、状況的には。だから、そこら辺の精査をよ

くしてもらって、広域で、流域近辺にはまた、

団地も張りついてきて増えるわけですから、そ

こはきちんとまたやっていただいて、どっちみ
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ち受けるとしても諫早市だと思うんですよね。

そこに対する状況をよく説明してもらって、早

く移管をやるべきだと。上下一体としての管

理・運営をしてもらうということが、そういう

ことじゃないかと。 
 ただ補助金が、言われたように、負担金が違

うんですよという話がありますけれども、さっ

きの基盤整備の状況じゃありませんけれども、

今後はそういう観点から、きちんと精査しても

らいながらやることと、あと、民間活用の状況

が、諫早も上水のほうは全部、どっちかといっ

たら、民間委託の形をしていますよね。だから、

県のほうも早く、この施設を何とか諫早に交渉

していただいて、いつまでもというよりは、目

標管理を持ってもらって取り組むことが大事か

と思いますけれども、よく精査していただけま

せんでしょうか。 
 それとあと、さっきの補助金の中身の内訳が

口頭でわかりませんでしたので、後で結構です

から、資料をもらえませんか。今後はきちんと

負担をしてもらう。そのかわり、別のメニュー

で補助金をつけるという形になればいいんでし

ょうけれども、そういう手はないんでしょうか。

この分では無理ですけれども、こういう基準で

できるということはないんですか。今、この負

担金がですよ。（「わからないです」と呼ぶ者

あり）じゃ、中身は後でいいですから、教えて

ください。 
 ただ、言いましたように、いつまでも県が持

っている施設ではないと私は思っているんです

よ。だから、それは早く移管を進めていただき

たい。行革に載っていますけれども、ぜひお願

いしたいと思います。 
 これは、意見・要望にしておきます。お願い

します。 

【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 
【山田(朋)委員】 夏の省エネ・節電について伺
いたいと思います。 
 今年に関しては、九州電力管内で電力の安定

供給に必要な予備率が13.9％にのぼるというこ
とで、特別な節電は行わないというようなこと

になっているようですけれども、例年だと、県

庁でサマータイムを導入したと思うんですけれ

ども、そういったことも含めて庁内、多分、昼

休みとかは電気を落とされたりとかいろんなご

努力は各部署においてしていただいているとは

思うんですけれども、今年度、どのような形を

考えているのかどうか、お聞かせください。 
【小嶺環境政策課長】 夏の節電の取組ですが、
東日本大震災以降に、平成23年の冬から県庁の
節電実行計画をつくって、夏と冬に節電をやっ

てまいりました。その後平成25年からは、やは
りその取組で、もっと節電をしようということ

で、通年で取組をやってきたところです。 
 ただ、今年度につきましては、国の方針、検

討会の中で、節電要請については、これまで夏

の3カ月の8時から夜の8時までとか時間を決め
て国のほうから節電要請があっていたのですが、

それはやらないと。予備率が高くなったからと

いうふうなことがありましたので、県としまし

ても、今年は夏季の節電計画については策定し

ないで、通常の節電の取組をやっていくという

ことにしております。 
 昨年やりました夏の取組ですが、クールビス

とか、勤務時間帯をずらして、冷房の時間帯を

1時間半ぐらい短くして節電をしたところです
が、今年度については、夏の節電の取組という

形ではなくて、通常の取組の中で進めていこう

と思っております。 
【山田(朋)委員】 わかりました。じゃ、就業時
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間を早めてというのを、通常、勤務は9時から
ですよね。それを8時半からにされたりとかと
いうのは、今年度はもう予定がないということ

で、通常の年間を通した節電しかやらないとい

うことですね。特出しして、夏の節電計画は立

てないということでよろしいですか。 
【小嶺環境政策課長】 節電の取組で勤務時間を
変えるということは、今年は考えておりません

が、それ以外に、総務部のほうでも「ゆう活」

とかいういろんな国の取組がありますので、こ

ういうのを含めて検討はなされているというふ

うなことはお聞きしております。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 
【麻生委員】 環境部の概要について。 
 実は、今、廃棄物の処理計画も含めてリサイ

クル率が、長崎県は一般廃棄物は低いですよね。

この前、食品リサイクルを含めて、2020年まで
に長崎は、外食も含めて企業系は25％ですけれ
ども、将来的には、国の目標値は50％までやる
と言っていましたね。 
 これは、国がそういうふうに方向性を定めて

やっていこう、そして、食品ロスも含めてやっ

ていきたい。食品が年間860万トンぐらい廃棄
されているということもあって、環境省挙げて

そういったものをやっていこうということで取

り組んでいるんですよね。 
 今後、こういったものを受けながら、県とし

ても廃棄物の状況を、各市町の責務ですけれど

も、そういったものをきちんと明確化して方向

性を出さないといけないんじゃないかと思って

いるんです。 
 今、長崎だってリサイクル率が17.5％ですか、
状況は低いですよね。焼却してマテリアルでや

るということでやっていますけれども、今後は

循環型社会の中で、きちんと国が、環境省が打

ち出してやっていこうということでやっていま

すけれども、それについての内部協議だとか、

今後の方向性とかというのはあるんですか、ど

うですか。 
【重野廃棄物対策課長】 委員ご指摘のリサイク
ル率についてですけれども、今、県内では約

16％ということで数字のほうは把握しており
ます。 
 これにつきましては、平成32年までに21％と
いうふうな目標を掲げておりまして、目標に見

合うような形で、今、検討を進めております。 
 特に、県内の紙ごみについてはリサイクル率

が低いということで把握をしておりますので、

この現状につきまして分析をして、紙ごみのリ

サイクル率が上がるかどうかというところで検

討を進めながら話を持っていきたいということ

で考えております。 
 あと、委員ご指摘の食品ロスにつきましても、

全国で年間で642万トンそのうち、事業系で330
万トン、家庭で312万トンという形で数値のほ
うが出ております。 
 県内についての数値は把握しておりませんけ

れども、できるところでごみを減らしていくと

いう形で、ゴミゼロ実践計画を一般廃棄物の下

位の計画というところで、今年度計画策定を考

えております。 
 このゴミゼロ実践計画につきましては、でき

ることを各事業者、ＮＰＯ、それから市民、県

民がやっていくというふうな計画ですので、そ

ういうふうな計画の中に、食品ロスについても

どういうふうな形で含めていくかというところ

も検討しながら、今年度計画を立てていきたい

ということで考えております。 
【麻生委員】 ぜひ、そういう事業計画を立てて
いただきたいと思います。 
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 片一方では、フードバンクといって廃棄され

るものを、まだ賞味期限があるもの、「3分の1
ルール」があるので、事業者としては早く廃棄

をする状況を、今後、2分の1ルールに変えると
言っておりますけれども、片一方では、そうい

うフードバンクの状況も、長崎は立ち上がった

と聞いていますので、連携しながら、これはな

かなか市町もそうでしたけれども、県が広域の

中で音頭をとってやるということで、ぜひやっ

ていただきたいと思っております。 
 もちろん、この食品ロスについては、農林水

産省と言われていますから、農林部関係も絡ん

でくると思うんですけれども、両方の関係でや

っていただきたいのが、まず1点。 
 ただ、市町は焼却の料金が安いですから、ど

うしてもそっちに流れてしまうということであ

りますから、そこに指導性をどうするかという

ことについては一定あると思いますけれども、

ただ、なかなか目標値が上がらないということ

と、国は、そういう意味では食品ロスも減らし

ながら循環型社会をつくっていこうとしており

ますので、ぜひ今年度の県の計画を推進させて

いただきながら運用できるような形、1％でも、
少しでも上がるような取組を期待しております

ので、よろしくお願いします。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【重野廃棄物対策課長】 先ほどＰＣＢ廃棄物の
保有事業者数というふうな形でご質問があった

件ですけれども、長崎市が78事業者、佐世保市
が57事業者、ほかの地域で94事業者ということ
で、県全体で、平成27年3月31日現在で229事業
者ということで数字を把握しております。 
【中島(浩)委員長】 それでは、質問を終わらせ
ていただきます。 

 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時１９分 休憩 ― 

― 午前１１時１９分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 これをもちまして、環境部関係の審査を終了

いたします。 
 ここで休憩をとりまして、11時半から再開し
ます。 
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― 午前１１時２０分 休憩 ― 

― 午前１１時２８分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会及び分科会を再開い
たします。 
 これより、交通局関係の審査を行います。 
 審査に入る前に、理事者側から、幹部職員の

紹介を受けることにいたします。 
【山口交通局長】 それでは、4月の人事異動に
伴う新任幹部職員をご紹介いたします。 

〔幹部職員紹介〕 
 以上でございます。 
【中島(浩)委員長】 それでは、これより審査に
入ります。 
【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。 
 報告議案を議題といたします。 
 交通局長より、報告議案説明をお願いいたし

ます。 
【山口交通局長】 交通局関係の議案についてご
説明いたします。 
 予算決算委員会環境生活分科会関係議案説明

資料の交通局をお開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第13号「知事専決事項報告 平成27年度長
崎県交通局事業会計補正予算（第4号）」であ
ります。 
 これは、先の平成28年2月定例県議会の本委
員会において、専決処分により措置することに

ついて、あらかじめご了承いただいておりまし

た平成27年度予算の補正を、3月31日付けをも
って専決処分させていただいたもので、最終的

な整理を行ったものであります。 
 収益的収支及び資本的収支の補正の内容は、

それぞれ記載のとおりであります。 

 以上をもちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【中島(浩)分科会長】 ありがとうございました。 
 以上で説明が終わりましたので、これより報

告議案に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
【山田(朋)委員】 2ページの1月の大雪の影響に
よる運休などに伴うということで、定期運輸収

入で4,348万円の減とあります。これは、この間
の2日間ぐらいですかね。しばらく続いたこの
間の大雪のことだと思いますけれども、実質、

何日間でどれだけの影響が出たのかということ

を具体的に教えていただけますか。 
【小川営業部長】 1月の大雪の影響による減収
額でございますが、1月24日から1月27日にかけ
まして、大雪によりまして主に高速道路がスト

ップをしてしまったという部分で、主に空港リ

ムジン、高速シャトルバス、もしくは佐世保線、

県外高速等々で運休を余儀なくされております。 
 また、市内線でも、24日当日については、午
前中運行ができなかったりというような状況が

出ておりますので、そういうものを合わせまし

て、予定より約2,000万円ほどの減収がここで生
じているところでございます。 
【山田(朋)委員】 わかりました。2,000万円と
いうことですけれども、こちらの4,348万円のう
ちの2,000万円がそれだということですけれど、
ほかの減の要因というのは何ですか。 
【小川営業部長】 実は、今回の専決前に2月補
正で、この定期運輸収入につきましては、年度

前半の10月までの半年間の運輸収入の伸びを
加味いたしまして、約7,700万円ほどの増額補正
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をさせていただいていたのですが、後半の伸び

がそこまでなかったというのもございまして、

大雪の影響と合わせまして、今回、減額補正を

させていただいているところでございます。 
 なお、定期運輸収入自体で前年度の決算数値

と比較いたしますと、2億円以上の増収にはな
っているところでございます。 
【山田(朋)委員】 わかりました。こういう天候
によるものでの影響は、保険とかそういうもの

でカバーできたのかどうか、そのあたり、もし

あれば教えてもらっていいですか。そういう保

険に入っていたのかどうかとか。 
【小川営業部長】 車の事故とかそういうものに
関しては任意保険等々の対象になるのですが、

通常の運行にかかるものについては保険等々の

対象にはなりませんので、この分について、何

らかの格好でそういう措置がなされるというこ

とはございません。 
【山田(朋)委員】 あと、外国人観光客受入整備
推進事業補助金ということで80万円上がって
おりますが、これはWi-Fi設備とかだと思うん
ですけれども、ほかにどういったことをされた

のかどうかを教えもらっていいですか。 
【小川営業部長】 平成27年度でございますが、
まず、空港のリムジンの車両37台に無料公衆無
線ＬＡＮということでWi-Fiを設置させていた
だいております。 
 そのほか、空港の券売機でございますが、こ

の分につきまして4カ国語表示の対応をさせて
いただいています。 
 それともう一点が、長崎ターミナルにおきま

して、外国から来られた方については乗り場が

わかりにくいというようなご意見もいただいた

ところでございますので、ターミナルの4カ国
語表記のパンフレットを作成いたしまして、そ

の分の対応をさせていただいております。 
 トータルの事業費として約280万円ほどかか
っておりますが、そのうちの約80万円につきま
して、この外国人対応の補助金をいただきまし

て、残りの約200万円ほどは私どもの自主財源
で対応させていただいています。 
【山田(朋)委員】 わかりました。4カ国語表示
のパンフレットを新たにつくっていただいたと

いうことですので、後で見せていただければと

思います。 
【小川営業部長】 もし配付をさせていただいて
よければ、配付させていただきます。 
【中島(浩)分科会長】 お願いします。 
 しばらく休憩します。 
 

― 午前１１時３６分 休憩 ― 

― 午前１１時３６分 再開 ― 
 

【中島(浩)分科会】 分科会を再開します。 
【小川営業部長】 今、お配りをさせていただき
ましたが、表と裏とわかりにくいと思うんです

が、こちらのほうでいきますと、日本語表記と

英語表記をさせていただいておりまして、その

まま裏返していただきますと、中国語表記と韓

国語表記をさせていただいて、乗り場の案内だ

とか、それぞれの停留所の位置関係だとか、あ

と、車両の中の運賃モニターとか、降車する時

のボタンを押すところの表示とか、あと、スマ

ートカードの利用方法とか、そういうものにつ

いて4カ国語での表記をさせていただいて、長
崎ターミナルのほうで配付をさせていただいて

いるところでございます。 
【山田(朋)委員】 すばらしいものをつくってい
ただきまして、ありがとうございました。 
 長崎ターミナルに置いてあって、実際、手に

取られる観光客の方も多いと思うんですけれど、
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空港リムジンのバスの中とかは検討はされます

か。あまり必要がないですかね。例えば空港バ

スを降りて次のところに行くために、バスター

ミナルに入りますかね。降り口はどんな感じで

すかね。ごめんなさい、よくわからなくて。 
【小川営業部長】 大半の方は、途中の、例えば
新地だったり、もしくは県庁前だったりという

ところで降りられる方もいるんですが、出島便

については、一旦長崎ターミナルに入っており

ますので、そういう部分での空港リムジンへの

配置等々についても、お客さんの動向を見なが

ら、配置については考えたいと思っております。 
【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。 
【麻生委員】 補正の中の最後の5ページのとこ
ろです。改良費で大型二種免許取得資金の貸与

の関係でお尋ねしたいと思います。 
 昨年300万円、予算を組んだと思いますね。
これでは235万円も減額されているということ
になると、使った分は65万円ぐらいですね。実
態を教えてもらえませんでしょうか。どういう

状況だったのか。 
【笠山管理部長】 大型二種免許取得資金貸与制
度の状況についてのご説明をさせていただきま

す。 
 昨年9月定例会で制度を認めていだきまして、
募集を開始し、12月に第1回の試験を行ってお
ります。この試験の結果は、受験者数は14名、
合格者数が11名、うち交通局が5名と。これに
ついての貸与者数は6名でございまして、その
うち交通局が4名でございます。 
 貸与金といたしましては、交通局、県央バス

合わせて20名を予算としては確保しておりま
して、交通局については10名、300万円という
ことでございますが、貸与金の実績といたしま

しては、県営バスグループ合計で145万2,800円、

うち交通局分が97万2,500円という状況でござ
います。 
 この結果を踏まえまして、今回の専決補正と

いうことで補正の減をいたしております。 
【麻生委員】 受験者が14名いて、11名が採用
ということになって、当初の目的は一応達成し

ていると理解していいんですか。その件をもう

一回。 
【笠山管理部長】 専決補正の報告ということで
申し上げましたけれども、制度全体についての

評価といいますか、考え方についてご説明をさ

せていただきますと、実は、先ほど1回目の試
験のご説明をしたんですが、2月に募集を開始
しまして、4月に第2回の試験を実施いたしまし
た。その結果もあわせてご報告させていただき

ますと、受験者数が9名、合格者数が、県営バ
スグループ合計で6名、貸与者数が4名、この貸
与者に対する貸付金が86万300円という状況で
ございます。 
 あわせて、この2回の試験の合計で申し上げ
ますと、受験者数が23名、合格者数が17名、貸
与者数が10名。この10名の貸与者でございます
けれども、合格者17名のうち免許取得者が、現
時点で8名ございます。この8名のうち6名を現
在、採用しておるところでございます。 
 そういった状況でございまして、免許の取得

については、合格してから半年以内に取得をす

るということになっておりまして、現在、合格

者のうち6名を採用していると申し上げました
が、残り11名が、今、免許取得に向けて頑張っ
ておられるということでございまして、そうい

った方々が、免許取得後交通局、あるいは県央

バスのほうに入られるということで、その状況

を現在、見守っているところでございます。 
 そういうことでございまして、こういった合
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格者の状況、採用の状況を今後見ていきながら、

あわせて、今後も既取得者の試験と並行して未

取得者の試験を実施していきながら、今後、欠

員の解消に努めていきたいと考えております。 
【麻生委員】 今回の補正予算で新しい事業とし
てありましたよね。地域創生人材育成事業、3
年間で県下3億円、4業種、それにはバス運転手
も入っていましたよね。これはバス協会に委託

をするということで言われていましたね。この

関係について、これとの整合性はどういう形で

お考えなんでしょうか。 
【山口交通局長】 昨年、9月補正でお願いをし
ました制度ですけれども、これについてはこち

らで採用する前に大型二種の免許を取っていた

だくのを支援するという制度でございまして、

今回の地域創生人材育成事業については、一旦

採用した後に免許を取得させる、それについて

の支援をやっていこうということでございます。 
 これまでに交通局として、ある意味でなかっ

た制度でございまして、今後バス協会の中で制

度設計がなされるというふうに思っております。

まだ協議の場がバス事業者と協会の間で持たれ

ておりません。 
 具体的には、その中で各事業者のいろいろな

話を聞いて整理がされていくものと考えており

ます。その協議の中で、私どもとしてどういう

ふうに取り組めるのかということを検討してい

きたいと、そういうふうに考えております。 
【麻生委員】 これについては、事業的には雇用
だという話になるので、ただ、試験を受けて免

許を取ってもらって、半年以内に取らないと返

還命令ということでありましたけれども、人材

を確保して育てていくということが片方の事業

なんですよね。だから、どこでその技量を見極

めるかとか、そういうのはなかなかリスクはあ

ると思うんですけれども、自前の予算を出さな

くて済むわけですから、うまくバス協会の中で、

実際、4業種と言われていました、130名前後は
あるわけですから。今お尋ねすると、大体年間

で10名前後ですよね。そういうことで人材が確
保でき、なおかつ、その負担が国の補助金で賄

えるということですので、ぜひバス協会の中で

話をしていただいて、どういう人たちを確保で

きるのか。 
 今から、言われたように、バスの状況として、

観光バスのほうが結構増えてきてニーズもある

と聞いておりますので、ぜひここら辺の整合性

をとっていただいて、今年は利益を出されてお

りますけれども、少しでも経費削減しながら、

利益が出たら従業員に還元するとか、臨時ボー

ナスを出すとか、そういうのが認められれば、

これは官のほうでありますから、私でなくても

こういうものを、意欲ある取組ができるように、

ぜひご検討いただければと思っておりますので、

よろしくお願いします。 
【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 報告議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 
 報告第13号は、原案のとおり、承認すること
にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。 
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 よって、報告議案は、原案のとおり、承認す

べきと決定されました。 
【中島(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。 
 交通局は、委員会付託議案がないことから、

所管事項についての説明及び提出資料に関する

説明を受けた後、所管事項についての質問を行

います。 
 交通局長より総括説明をお願いいたします。 
【山口交通局長】 今回、交通局関係の議案はご
ざいませんので、所管事項についてご報告をい

たします。 
 環境生活委員会関係議案説明資料の交通局を

お開きください。 
 今回、ご報告いたしますのは、熊本地震の発

生による影響等について、免許返納者パス社会

実験について、貸切部の新設について、乗務員

の確保と育成について、利用者の利便性向上に

向けた取組について、受託運行に係る行政処分

と職員の処分について、「交通局施設等の維持

管理・更新計画」の策定について、「長崎県「新」

行財政改革プラン」に基づく取組について、長

崎県営バス観光元職員の不正経理についてで、

その主な内容についてご説明いたします。 
（熊本地震の発生による影響等について） 
 去る4月14日以降、熊本県を中心として発生
した大規模な地震により甚大な被害が生じてお

り、交通局におきましても、貸切バスに係る予

約のうち、特に県外から九州への修学旅行を中

心に、延べ800台を超えるキャンセルが生じて
おります。 
 また、高速道路が一時不通となったことで、

県外高速バスについても、5月1日までに175便
が運休となるなど、経営面への影響は避けられ

ない見込みとなっております。 

 一方、職員の被災地への派遣のための貸切バ

スを運行するなど、被災地支援にも全力を挙げ

て取り組んでいるところであります。 
 引き続き、今回の地震による経営への影響に

ついて状況を注視していくとともに、必要に応

じ貸切事業におけるセールスの強化等について

も検討してまいります。 
（免許返納者パス社会実験について） 
 去る6月1日から諫早市と大村市で、運転免許
証の返納者を対象とした「免許返納者パス」制

度の社会実験を開始いたしました。 
 近年、高齢者による重大交通事故の増加が社

会問題となっていることから、運転免許証を自

ら返納し、本年4月1日以降に「運転経歴証明書」
の交付を受けた方について、対象となる市内域

限定のフリーパス券が利用できる制度でありま

す。 
 今後は、免許返納者パスの利用者全員にアン

ケートも実施し、制度の効果を検証しながら、

並行して来年度早い時期での本格運用に向けた

検討を進めてまいります。 
（貸切部の新設について） 
 貸切事業につきましては、海外からのクルー

ズ船の入港増などにより好調な業績を上げてま

いりましたが、一層安全に配慮した運行を確保

しながら、今後の貸切需要の状況を明確に捉え

対応していく必要があります。 
 このような状況から、本年4月に「貸切部」
を新設し体制の強化を図ったところであり、需

要の変化に積極的に対応しつつ、安全性の確保

と輸送品質の向上を図りながら、貸切事業に取

り組んでまいります。 
（乗務員の確保と育成について） 
 交通局及び長崎県央バス株式会社では、昨年

度、「大型自動車第二種運転免許取得資金貸与
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制度」を創設いたしました。 
 この制度を活用した採用試験の合格者は現在

17名で、このうち10名に取得資金の貸与を行っ
ており、合格者の平均年齢は34歳と若い運転士
の確保につながっております。 
 採用後の新任運転士の育成については、これ

までも新任運転士研修を行ってまいりましたが、

大型車の運転経験がない運転士も採用すること

から、研修終了時には見極めを行い現場に順応

できるようになるまで徹底した研修を実施する

などの見直しを行っております。 
 これまで以上に育成に力を入れていくため、

本年4月1日付けで本局の指導課の名称を「育
成・指導課」と改めております。 
 今後とも、必要な運転士数の確保を図るとと

もに、採用後の運転士の育成を強化し、バスの

安全運行に努めてまいります。 
（利用者の利便性向上に向けた取組について） 
 交通局においては、増加する海外や県外から

の観光客に対する受入体制の強化に取り組んで

おります。 
 具体的には、空港リムジンバス37両へWi-Fi
機器を設置し、特に各種情報をインターネット

により取得する外国人や県外からの観光客の利

便性向上を図っております。 
 また、長崎空港の自動券売機について、4カ
国語で表記するようシステム改修を行うととも

に、3台設置していた自動券売機を1台増設し、
発券時における利用客の混雑解消を図ったとこ

ろであります。 
 今後とも、海外や県外からのお客様の受入体

制の強化に積極的に取り組んでまいります。 
 受託運行に係る行政処分と職員の処分につい

ては、別冊でお配りしております追加4をあわ
せてお開きください。 

（受託運行に係る行政処分と職員の処分につい

て） 
 長崎―福岡間を結ぶ高速バス「九州号」は九

州急行バス株式会社が運行しておりますが、増

発便の一部については、委託を受けて当局が運

行しております。 
 この受託運行を行う際の許可申請手続きを失

念した結果、平成27年12月27日から平成28年1
月4日にかけて、当局が許可を受けていない状
態で増発便を計88便運行したものであります。 
 このことにより、本年4月21日に当局に対し
九州運輸局から事業用自動車の使用停止60日
車の行政処分に係る命令書が交付され、翌22日
付けで関係職員に対し懲戒などの処分を行った

ところであります。 
 また、平成26年9月に公益社団法人日本バス
協会から「貸切バス事業者安全性評価認定制度

に基づき、「一つ星」からさらに安全性が求め

られる「二つ星」の認定を受けていたところで

ありますが、行政処分に伴い6月13日付けで認
定の取り消しを受けております。 
 道路運送法に違反してバスを運行しましたこ

とは大変遺憾であり、公共交通を担うバス事業

者として県民の皆様に深くお詫び申し上げます。 
 今後このようなことが起こらないよう、許認

可や契約事務の再点検を実施したところであり、

組織内における確認体制の強化にも取り組み、

再発防止に努めてまいります。 
（「交通局施設等の維持管理・更新計画」の策

定について） 
 補足説明資料を配付させていただいておりま

す。内容については、後ほどご説明させていた

だきます。 
（「長崎県「新」行財政改革プラン」に基づく

取組について） 
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 「公営企業の経営健全化」につきましては、

平成29年度までを計画期間とする中期経営計
画に基づき、「都市間輸送の強化」などの経営

健全化策に着実に取り組んでまいりました。 
 平成27年度の決算においては、乗合収入や貸
切収入など収入の確保に努めた結果、中期経営

計画から1年前倒しで純利益を計上できる見込
みとなっております。 
 また、より多くの方にバスを利用いただくた

め、積極的に地域に出向き、それぞれの地域に

応じたきめ細やかな情報発信の取組を進めてき

たところです。 
 なお、本年3月には、さらなる見直しのため
に「長崎県行財政改革推進プラン」を新たに作

成し、取り組みを開始したところであり、今後

も積極的に県政の改革に努めてまいりますので、

引き続き委員の皆様のご理解とご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 
 次に、別冊でお配りしております追加1をお
開きください。 
（長崎県営バス観光元職員の不正経理につい

て） 
 県営バス各ターミナルの発券等窓口業務につ

いては、子会社である長崎県営バス観光株式会

社に委託を行っております。 
 平成25年6月に発覚した大村ターミナルにお
ける同社の元職員による、長崎スマートカード

の積み増し金の横領事件につきましては、本人

が認めた着服金額52万1,000円の返済を受けて
おりましたが、着服総額については、確定でき

ておりませんでした。 
 交通局としては、当局及びスマートカード加

盟6社局の約1億6,000万件の全データ検証を行
い、被害総額を375万8,000円と確定いたしまし
た。 

 これらの検証結果を基に、元職員に対し、被

害総額の返還を求め、同社を通じて5月27日に
当局へ全額が返還され、その後6月3日に各社局
の精算額に関する入金処理を完了したところで

ございます。 
 この間、スマートカード利用者をはじめとす

る県民の皆様、また、加盟各事業者には多大な

ご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び

申し上げるとともに、再発防止に向け、万全の

対応を図ってまいりたいと考えております。 
 このほか、「政策等決定過程の透明性等の確

保及び県議会・議員との協議等の拡充に関する

決議」に基づく提出資料について、補足説明を

配付させていただいております。 
 以上をもちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。 
 次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。 
【笠山管理部長】 「政策等決定過程の透明性等
の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した交通局関係の資料について、ご説明いたし

ます。 
 1,000万円以上の契約案件については、資料の
1ページ目以降に記載のとおり、本年2月から3
月までの実績は4件、本年4月の実績は7件の計
11件となっております。 
 以上をもちまして、補足説明を終わらせてい

ただきます。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
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【中島(浩)委員長】 次に、管理部長より補足説
明を求めます。 
【笠山管理部長】 「交通局施設等の維持管理・
更新計画」について、ご説明をさせていただき

ます。 
 補足説明資料として、カラー刷りのＡ3の資
料と冊子をお配りさせていただいております。

カラー刷りのＡ3の資料に基づいて、順にご説
明をさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 
 Ａ3の「交通局施設等の維持管理・更新計画
【概要版】」と記載しているものでございます。

資料の左上から順に沿ってご説明いたします。 
 まず、本計画策定の背景及び位置づけでござ

いますが、昨年12月に、県有施設の維持管理・
更新に係る基本的な方針を示した「長崎県公共

施設等総合管理基本方針」が総務部において策

定されており、当該方針に基づき、車両や営業

所、ターミナルなど、県民の皆様の移動手段と

してのバスの運行に必要不可欠な交通局施設の

維持更新等について、総合的・計画的に実施し

ていくために策定するものでございます。 
 下の1．現状と課題をご覧ください。 
 まず、現状でございますが、交通局が保有す

る施設は、営業所やターミナルの建物施設と事

業用車両に区分されます。主な建物施設は、営

業所ターミナル等の8施設と職員公舎等の6施
設の計14施設となっており、バス車両について
は、平成27年度末時点で422両を保有しており
ます。 
 その下の課題の欄でございますが、建物施設

については、多くが昭和40年代に集中して建設
されており、今後集中した更新投資が必要とな

ってくること。また、車両については、年式ご

との保有車両数に偏りがあるため、車齢分布が

一定となるよう計画的な更新が必要となります。 
 その下の①、②として、建物施設の築年数及

び車両の年式ごとの保有状況について表で示し

ております。 
 ①の建物施設の状況でございますが、表中の

括弧内の数値は築年数、建ってから何年という

築年数を示したものでありまして、比較的新し

い本局・長崎営業所、中央整備工場・諫早営業

所を除いて、大半が築40年以上を経過している
状況にあります。 
 また、②事業用車両についても、平成6年か
ら平成15年の間の年式の車両数が多くなって
おりまして、平均車齢は15年となっております。 
 その下の直近の決算状況についてでございま

すが、中期経営計画に掲げる経営健全化策を着

実に実施した結果、計画よりも改善した決算を

達成しておりまして、平成27年度においては計
画を1年前倒しした形での黒字化を見込んでお
ります。また、この間の車両更新についても、

お客様の「安全性の確保」と「輸送品質の向上」

を図るため、計画に基づき適切に対応を図って

おります。 
 ③の表は、決算額と中期経営計画の推移を示

しております。年度ごとに決算、計画、差引と

なっておりまして、下から2番目の税抜収支の
差引欄をご覧いただきますと、平成25年度が
8,200万円のプラス、その右の平成26年度が
8,700万円のプラス、平成27年度が9,400万円の
プラスと、いずれも中期経営計画を上回る決算

状況となっております。 
 その下の④車両更新状況につきましても、お

おむね計画に基づく車両更新を進めている状況

にございます。 
 続きまして、2．取組の概要をご覧ください。 
 今回の計画策定に当たりましてのポイントは、
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1つ目に、長期的視点による予防保全型の更
新・長寿命化により、投資費用の低減・平準化

を掲げており、特に建物施設につきましては、

これまでの事後保全型の維持管理から、計画的

な維持管理の実施により、長寿命化を図る予防

保全型への転換を図ることとしております。 
 また、2つ目のポイントとしましては、お客
様の「安全性」や「利便性」の確保に向けた取

組としております。 
 これらの2つのポイントを踏まえた施設類型
ごとの基本方針について、その下の①に示して

おりますが、まず、本局・営業所ターミナルに

つきましては、県のファシリティ・マネジメン

ト導入方針を踏まえ、昭和56年6月以降に設
計・建築された鉄筋コンクリート造の建物につ

きましては、15年周期で外壁改修と、20年周期
での屋上防水工事を実施することで65年使用
することとし、投資費用の低減に努めてまいり

ます。 
 また、長崎・諫早各ターミナルにつきまして

は、新幹線建設事業の進捗状況に応じた計画的

な移転を実施することとし、上記以外の建物に

つきましては、おおむね築55年程度での更新の
実施をしていくこととしております。 
 次に、職員公舎等につきましては、おおむね

55年程度での取り壊しを基本とし、入居状況・
老朽化状況を勘案しながら、集約・廃止等を検

討していくこととしております。 
 その下の事業用車両については、計画的な更

新、改造の実施により、車齢分布の均一化や投

資及び費用の低減・平準化を推進するとともに、

法定の12カ月、3カ月点検に加えまして、独自
に行っております1カ月あるいは15日点検を引
き続き実施し、車両安全性を確保してまいりま

す。 

 表の下の※印の欄に、少し小さく記載してお

りますが、機能移転を予定しております長崎及

び諫早の現ターミナル跡地につきましては、将

来的な収益源として有効に活用していくため、

関係市等と協議し検討を進めるとともに、区分

所有となっております長崎及び大村の両ターミ

ナルにつきましても、他の区分所有者や関係者

と十分協議し、対応について検討を進めること

といたしております。 
 右のほうに移りまして、右上の②個別施設ご

との対応方針をご覧ください。 
 先ほどご説明いたしました基本方針に基づく

施設ごとの対応方針と投資予定時期をお示しし

たものでございます。 
 次に、当該計画に基づく今後の投資計画でご

ざいますが、③投資計画としておりますので、

ご覧ください。 
 建物施設につきましては、施設更新及び長寿

命化等の経費として、今後40年間におきまして
約35億4,000万円、1年当たりの平均では約
9,000万円の投資が見込まれております。なお、
試算に当たりまして、現時点で具体的な計画が

判明していない施設につきましては、総務省が

提供しております試算ソフトがございまして、

そちらを使用して更新単価等について算定して

おります。 
 事業用車両につきましては、車両購入及び改

造にかかる経費として、今後10年間において約
57億6,000万円、1年平均で約5億8,000万円の投
資が見込まれております。先ほどの決算状況の

表に記載しておりますが、これまでも車両につ

いては、毎年5億円前後の投資を実施している
ところでございまして、引き続き計画的な更新

を図ってまいります。 
 これらの財源といたしましては、④に記載し
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ておりますとおり、公営企業債の起債を基本と

しつつ、民間資金など幅広い手法を検討し、資

金需要の平準化及び財政負担の分散・軽減を図

っていくこととしております。 
 続きまして、一番下の3．計画実施効果をご
覧ください。 
 本計画に基づく予防保全型の維持管理・更新

へ転換した場合、これまでの事後保全型の維持

管理・更新に比べまして、1年当たりコストで
約1,200万円の投資削減効果を見込んでおりま
す。 
 具体的には、本計画に基づく予防保全型の維

持管理・更新の実施により、新たに長寿命化の

ための計画的な維持管理経費が発生するものの、

建物の使用年数が65年へ延びることから、従来
の事業保全型の維持管理に比べ、年当たりの投

資額が抑制されるというものでございます。 
 最後に、4．計画策定時期につきましては、
本計画につきまして、本委員会におきましてご

意見をいただいた後、本年7月の策定公表を予
定いたしております。 
 以上をもちまして、補足説明を終わらせてい

ただきます。 
 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 
【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。 
 ここで休憩をとりたいと思います。 
 再開を午後1時30分といたします。 
 

― 午後 零時 ８分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 議案外所管事務一般に対する質問を行うこと

といたします。 
 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)委員長】 質問がないようですので、
次に、議案外所管事務一般について質問はあり

ませんか。 
【麻生委員】 お尋ねしたいんですけれども、交
通局の施設等の維持管理を含めた更新計画の中

で、車両年数が平均15年という状況で、普通、
車両の耐用年数が何年なのか。 
 今後、400台近い台数がある中で、逆に、今
の通常の乗合バスですけれども、新車車両を買

えばどのくらいになるのか。 
 それと、一部聞いているのは、中古車両を買

われているということで、購入ルートとか、全

体の流れがどうなっているのか、概要を教えて

もらっていいですか。 
【小川営業部長】 車両更新計画についてでござ
いますが、通常市内を走っております、いわゆ

る赤バスでございますが、約20年をめどに利用
させていただいております。 
 中には、走行距離が短いものは20年を超えて
使わせていただいているものもございますが、

一般的な現在の車両更新計画なんですが、基本

的に市内線につきましては、東京都営が中古車

両をお出しされていますので、そういうものを

購入させていただきまして、その後車両改造を、

私どもの車両としての改造をさせていただいた

上で使わせていただくということで、全体的な

車両更新の波を一定の形に持っていこうという

ことで、ここ数年、十数台の定期車両の中古車

両の購入をさせていただいているところでござ

います。 
 通常、新車で買いますと、約1,800万円から
2,000万円ぐらいの価格がかかりますが、この中
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古車両で買った場合は、購入価格と車両の改造

経費ということで、約500万円ぐらいでそれが
できるということで、全体の更新の波を穏やか

にするような対応をさせていただいているとこ

ろでございます。 
 また、リムジンタイプ、もしくは貸切車両に

つきましては、中古車両と、近年新車のほうが

廉価版というのが出ておるものですから、その

差があまりなくなってきているということもご

ざいまして、昨年から、リムジンタイプ、貸切

車両についてはすべて新車での対応をさせてい

ただいているところでございます。 
【麻生委員】 乗合バスについては中古で十分と
いうことで、2点ほどお尋ねしたいのは、1つは、
貸切バス事業というのは民間も結構入ってきて、

今、クルーズ船が入ってきて対応できないから、

佐賀、福岡あたりからも入ってきているんです

ね。もちろんそうなると、やっぱり見劣りをす

るわけですね。だから、貸切事業についてはお

客さん対応の中で、もうちょっといい車をきち

んとして、やっぱり伸ばすべきところは伸ばす

ということが戦略なのかなと。 
 あと1点、乗合バスについては、特に電気軌
道なんかは、ラッピングバスと言っていますか、

電車を全部広告車両にして、ペインティングも

かかるんでしょうけれども、一つは車両の塗装

を厚くすることによって長持ちさせるというこ

ともあるんでしょう。それと広告収入をとると

いう話が出ていますけれども、全体の割合の中

に、広告、ラッピングを含めた状況が、今後、

戦略的に県営バスは考えていらっしゃるのかど

うか。いやいや、これは県民の税金も含めても

らっているから、やらないんですよと、赤バス

で通しますよという方向なのか、その点、2点
ほど教えてください。 

【小川営業部長】 先に、先ほどの車両の更新計
画の中で、実は市内の定期路線、赤バスにつき

ましても、毎年4両前後新車も購入しておりま
す。これは国庫補助対象路線を走っている車両

については、補助が出る部分がありますので、

その財源を活用して、毎年4両前後でございま
すが、新車の購入もさせていただいております。 
 それと、今ありましたような貸切車両等々の

購入につきましてですが、できるだけ状態がい

い形でお客様に提供できるようにということで、

新車の購入も進めておりますし、また、一定期

間たちましたら、やはりボディー改造だとか、

中の内装の改造等々もしながら、よりよい形で

お客様にご利用いただけるようにやっていると

ころでございます。 
 それともう一点、ラッピングにつきましては、

私どもは車両広告という意味で有効に利用した

いと考えておりまして、今、いろんな形の会社

のラッピング広告をお願いしております。 
 そういう中で、多分、一番目につくのは、今、

壱岐の焼酎会社のラッピング等々が全面ラッピ

ングという形でやらせていただいている部分も

ございますし、また、今後は、できるだけ地域

と密着したような格好で、例えば自治体だとか、

コンベンション協会だとか、物産関係だとか、

そういうところとお話をしながら、できるだけ

地域の物産の魅力等々をいろんなところで、私

どものバスの車両が走ることによりまして広報

啓発ができるように、そういう連携も進めてま

いりたいということで、そのお話も随時、今進

めさせていただいているところでございます。 
【麻生委員】 ラッピングは別の広告収入が入り
ますから、ぜひご検討いただきたいと思います。 
 あと一点、今、高齢化になって、低床車両が

増えてきていますよね。長崎バスも結構低床車
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両を入れてらっしゃって、今後の方向性として、

市内循環の中で低床車両が要るのか、まず、そ

れを1点。 
 あと、コミュニティーバスを一部走らせてい

ますよね。昔は「らんらん」が走っていました

けれども、あれは「からんからん」じゃないか

と言っていた時代があって、誰も乗ってなかっ

たんですけれども、今後は、運転手一人につい

ての費用対効果があるとか、乗客の問題がある

かもしれませんけれども、今からはある程度、

まちなかのコミュニティーバスみたいなものも

新しい路線として取り組んでいっているところ、

特に長崎バスが浦上駅から大学病院までの循環

をやっているところですね。そういう時代、そ

の地域に合った展開をされていますよね。コミ

ュニティーバスについて、皆さんの考え方、そ

の辺もちょっとお尋ねしたいと思います。 
【小川営業部長】 まず、バリアフリー車両につ
いてでございますが、通常の市内線につきまし

ては、中古車両の購入、もしくは新車の購入に

つきましてワンステップバス、もしくはノンス

テップバスの車両の導入を進めておりまして、

現在、市内線を走っております6割についてが
ワンステップ、もしくはノンステップのバリア

フリー対応のバスとなっております。 
 今後も同じような形で、その率をできるだけ

高めていくという作業を進めてまいりたいと考

えております。 
 また、リムジンタイプとか貸切タイプにつき

ましては、どうしてもトランクの収容能力とい

うのが必要なものですから、そういう形になり

ますと、なかなかそこにバリアフリー対応とい

うのは非常に困難な部分があろうかと思ってい

ますので、それについては今までどおりの形に

なろうかと思っています。 

 それともう一つは、コミュニティーバスとい

うお話でございますが、実は私どもは、昨年4
月から、片淵線ということで、片淵のほうから

長崎駅前まで行く、今まで交通機関が走ってい

なかったという区間を走らせていただいている

わけですが、それにつきましては小型バスで運

行させていただいております。これは16名の乗
客座席でございますが、多い時には立席も出る

ほど、主に高齢者とか主婦層の皆様にご利用い

ただいているところでございます。 
 私どもは、今後、高齢化が進む中で、高齢者

の、例えば通院だとか、お買い物だとか、そう

いうものにスポットを当てて、そういう路線の

運行もすべきだと考えておりますので、そうい

う運行に当たりまして、車両として大型がいい

のか、もしくは小型でないと入れないとか、い

ろんな需要を捉えながら対応していきたいとい

うことで検討を進めているところでございます。 
【麻生委員】 最後に、今回の高齢者の免許を返
納して、要はパスを出して、それの実験を今や

っていますよね。これについて、ちょっと状況

をお尋ねしたいと思います。 
 今、75歳以上、後期高齢者になって免許を、
ただ、バスの利用があるところ、ないところ、

バスが来ないからなかなか免許が返納できない

とか、高齢者でも、私が知っている会長さんは

90歳でも免許を持って運転されている方がい
るんですよ。だけど、これは、「足がないから、

免許を返すことはできんばい」ということもあ

って、ただ、お願いしたいのは、現状はどうな

っているのかということと、今後、高齢者、75
歳以上とか80歳になっても免許を返納しなく
ても、ある程度バスを利用しながら、利便性が

あれば、こういう形で返納していくよという助

走期間も入れながら、よいお考えが何かないの
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かどうか。 
 まず、社会実験の状況はどうなのか、そして、

市民の反応はどうだったのか。そして、今後こ

れをどういう形で県内といいますか、県南地区

だけですから、広げていかれようとしているの

か、その点を教えてもらえますか。 
【小川営業部長】 6月1日からでございますが、
「免許返納者パス」の社会実験を開始させてい

ただいておりまして、現在、諫早市と大村市で、

一昨日までの統計でございますが、11名の方に
このフリーパスの交付をさせていただいており

ます。 
 その内訳が、男性が6名、女性が5名というこ
とで、主にやはり60歳代から80歳代の方という
ことで、交付させていただいた方の平均年齢は

78歳ぐらいとなっております。 
 この社会実験を始める前に、実は、大村市と

諫早市で地域協議会というのを開催させていた

だきまして、社会実験を始めるに当たって、自

治会とか、婦人会とか、老人会とか、あと、行

政、警察の方々からいろんなご意見をいただき

ました。そこの中でお話があったのが、せっか

くのいい制度なので、十分な普及啓発をしてく

れというお話とか、あと、高齢者で免許を返納

しても、バス停までの距離が遠いと。できるだ

けフリー乗降区間を、手を挙げたらどこでも乗

り降りができるというような区間を設定できな

いかというお話もあったところでございますが、

私どもとしては、諫早地区、大村地区で数カ所

のフリー乗降区間の設定をさせていただいてい

るのですが、当然、そこには安全性というのが

担保される必要がございますので、もしそうい

うご要望があれば、十分に地元の警察署ともお

話をさせていただきながら、そういう形の設定

についても前向きに検討させていただきたいと

いうお話をさせていただいております。 
 今後の展開でございますが、今回、私どもは

1年間という形で、諫早市、大村市での免許返
納者パスの社会実験をさせていただくことにし

ておりますので、そこの中で、実はアンケート

を利用者の方からいただくようになっておりま

して、そのアンケート調査については、例えば

利用される人の年齢だとか、利用されるように

なってから大体どのくらいの頻度で利用される

のか、目的は、例えばお買い物なのか、通院な

のか、それとあと、主な利用区間はどういう区

間なのかというような分析をさせていただいた

上、また、地域の協議会のほうにおかけしてい

ろんなご意見をいただきたいと思っています。 
 そういうものも踏まえまして、この免許返納

者パスの本格実施、または、私どもとして将来

を見据えて高齢者パスということで、免許を返

納しなくても、一定の年齢以上であれば、そう

いうパス券も発行できるようなものも検討して

いきたいということで、今、具体的な制度の設

計等々を含めて、他社の状況も含めて検討させ

ていただいているところでございます。 
【麻生委員】 高齢者になりますと、身分証明書
がないわけですね。住民カードといいますか、

今、新しいマイナンバーカードが出されており

ますけれども、まだまだ免許証が身分証明書が

わりなんですね。保険証だとかもありますけれ

ども、ただ、簡便でどこでも通用するのが免許

証なんですね。高齢者になってもそうですね。

だから、長崎署、警察署において返納しました

と、その証明書があって初めてこういうパスが

使えますよということだけであれば、若干限ら

れてくるのかなと。 
 だから、年齢的にも75歳とか80歳、平均をと
られて、そういう方たちが、逆に免許があって
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も使えるような状況の枠組みがあれば、高齢者

の…。ただ、極力車に乗らないという制度が片

方で要るんでしょうけれども、そういったこと

も現場のニーズに合いながら、ぜひご検討いた

だくことを要望しておきたいと思います。よろ

しくお願いします。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 
【友田委員】 先般、一般質問で親孝行プロジェ
クトというのを問題提起したんですけれど、例

えばこれだけ高齢化が進んでいって、市民の足

というか、大村、諫早も含めて県民の足を提供

している長崎県営バスとしても、本会議で私が

言ったように、子どもさんたちは東京とかほか

のところで暮らしておられて、実際にお父さん

やお母さんが長崎で暮らしておられるという方

がいらっしゃると思うんですね。例えばスマー

トカードを東京とか、長崎県にゆかりのところ

で、そういった息子さんたちに買ってもらって、

そして、そのサービスを、実際スマートカード

でこちらでできるというような、そういう対応

というのは県営バスでもできるんじゃないかと

思うんですよね。 
 今後、産業労働部に問題提起をして、実際に

スキームをつくっていただくかわかりませんけ

れど、部長の答弁は割と前向きだと私は受け取

ったものですから、それはちょっとやってみた

いという意味でも、私はこのバス事業にも十分

対応できるんじゃないかという気がするんです

よ。 
 先ほどの社会実験のことにしても、免許証は

返納しなくても、できるだけバスを使ってよと

いう話だと、スマートカードだと積み増しなの

で、金券なのでずっと使えますよね、ゼロにな

るまでね。 
 だから、ぜひそういったことも取り組んでい

ただければなという気がしているんですけれど、

この点について、まだどうなるかわからないも

のを意見を求めるのは変ですけれど、こういっ

た取組というのもおもしろいんじゃないかと思

いますけれども、ちょっとご意見をお聞かせい

ただければと思います。 
【山口交通局長】 先ほどの麻生委員のご質問に
も関係しますけれども、県営バスとして、今、

公共交通の役割として、やはり高齢社会を見据

えた取組というのを本格的にやっていきたいと

思っておりまして、先ほどもご答弁しました、

高齢者をかなり意識した時間とか、路線の設定

を積極的に進めていこう、あるいは自由に乗り

降りができるフリー乗降区間についても、制約

はありますけれど、考えていこうというふうに

も思っておりますし、あとはパス制度ですね。

免許返納を一つの入り口として、本格的に一定

年齢に達した場合のパス制度も考えていこう。 
 そしてもう一つ、これも最近地域に入ってイ

ベントに参加して、バスの使い方、実際バスを

持っていって、先ほどお話のあったスマートカ

ードの使い方というのを子どもさんとか高齢者

の方にも学習していただくような機会をつくる

とか、また、諫早で一度、高齢者の方だけにス

マートカードの使い方の講習をやったんです。 
 もう一つ、これも警察の方とご相談する中で、

こういうところにこれから力を入れていかない

といけないと思ったんですけれども、カードに

しても、安全に高齢者の方に乗っていただくた

めの取組というのをバス事業者だけではなくて、

警察とか、交通安全に関する講習等もされてい

ますけれど、そこともやっぱり連携して、ある

いは老人会等とそういった取組もやっていきた

いと思っています。 
 先ほどお話のあったスマートカードですけれ
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ど、今、ちょうどカードの新しいあり方につい

て、現在のカードがかなり老朽化してきており

まして、今その議論をバス協会の中でやってい

るわけですけれど、その時のカードのあり方と

して、どういう機能を持たせるのか。今のカー

ドだと、おっしゃるようなところまでの機能が

ございませんけれども、将来的にもっと進化し

た、あるいは都会にいる方とこちらにいる方で

お互いにチャージができるようなカードのあり

方とか、そういうことも含めて、ご提案いただ

いた内容も含めて、これからバス協会の中でも

検討していきたいと思っております。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 
【山田(朋)委員】 熊本地震の影響について伺い
たいと思います。 
 修学旅行を中心に約800台を超えるキャンセ
ルが生じているとありますが、これでどれくら

いの損失が出る予定なのか。 
 それとあわせて、今回、震災後、県の職員、

市の職員を被災地のほうにバスで送っていただ

いたかと思いますけれども、その状況と台数、

あと、あちらからの一時避難に対しても県のほ

うでバスを用意したと思いますけれども、その

状況を教えてください。 
 それと、最初は前日ぐらいにしか決まらかっ

たから、入札をする間がなかったやに聞いてお

りますが、今、入札をされてそういう事業者決

定をしていると思いますけれども、その辺のこ

とも含めて状況を教えてください。 
【笠山管理部長】 まず、全体的なところについ
て、私のほうからご説明をさせていただきます。 
 委員ご指摘のとおり、熊本地震に伴って私ど

も県営バスの事業の中でも、特に観光と関連性

の高い修学旅行を中心とした貸切、それから、

県外からのお客様を運んでおります県外高速、

そして、空港と長崎を結んでおります空港リム

ジン、こういったものについてキャンセルや乗

客数の減少ということで影響が出ております。 
 金額的なところで申し上げますと、現在把握

しております5月末時点の影響額としましては、
貸切事業でいきますと、台数では916台、影響
額で約8,800万円、それから県外高速でいきます
と、県外高速の合計で、輸送人員では3,776人、
金額で約1,500万円、それから空港リムジンで申
し上げますと、輸送人員で1万541人、影響額で
約900万円、これらを合計いたしますと、金額
で申し上げて、5月末時点で約1億1,100万円の
影響が出ております。全体の影響というのは、

以上でございます。 
【濵口貸切部長】 まず、災害支援の関係でござ
いますけれども、県の緊急災害支援室のほうか

ら要請をいただきまして、県あるいは市町職員

の派遣時に宇土市、あるいは菊池市、阿蘇市の

3市の方面に移動手段としてバスを運行させて
いただいております。 
 それで、昨日現在で、まず宇土市方面で11台
運行させていただいております。菊池市方面に

は5台、阿蘇市方面には6台。宇土市方面は、現
在も運行を継続しております。 
 あと2つございますが、ボランティアの方の
移動手段としても、宇土市への運行をさせてい

ただいております。こちらが、昨日現在で11台
運行させていただいております。 
 それから、被災者の方の一時受け入れのほう

も運行させていただいておりまして、昨日現在

で13台運行させていただいております。 
 地震発生当初は緊急性があるということで、

県営バス独自で運行させていただいております

が、現在では、見積もり合わせによりまして、

他のバス事業者も入って、低価格のバス会社が
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決定されているという状況でございます。 
【山田(朋)委員】 震災による影響というのが、
もう既に5月末現在で1億1,100万円ということ
でありますが、今2カ月経過しました。その中
で少しずつ戻りつつあるというような実感とい

うか、また再予約が入ってきているとか、そう

いうのというのはありますか、どうですか、貸

切は。 
【濵口貸切部長】 震災当初から比べたら、ある
程度キャンセル状況はおさまった感はあります

が、まだキャンセルが少しずつ続いておりまし

て、戻る傾向というのはあまり見受けられませ

ん。 
 あと、日程の変更というのもキャンセル以外

に発生しておりまして、この日程が、今どこに

行くかという情報も収集しているところでござ

います。 
【小川営業部長】 地震の影響による県外高速と
空港リムジンの状況でございますが、県外高速

につきましては、北九州線、大分線につきまし

ては、ほぼ前年並みに近づいてきているという

状況は見受けられるんですが、どうしても熊本

線、鹿児島線、宮崎線、この3路線につきまし
ては、なかなか回復基調という部分にはちょっ

と厳しいということで、やはり熊本を通ってと

いう形になってまいりますので、そういう部分

での影響が出ているのかなと思っております。 
 また、空港リムジンでございますけれども、

やはり空港到着人員数自体が、震災後かなり落

ちておりまして、その減少率というのは、現在

もほぼ変わってないという形でございますので、

空港利用者が減る分だけ、リムジンバスの利用

者も減ってきて、その影響が出ているという状

況でございます。 
 今後の毎日の数字を見ながら、状況の変化を

注視してまいりたいと考えております。 
【山田(朋)委員】 わかりました。あと、13台ほ
ど避難者の方のバスを熊本のほうから出したと

いうことですけれども、県営住宅に入居させる

世帯は26世帯ぐらいしかないんですが、市町の
市営住宅等々あられると思うんですが、かなり

いっぱいというわけじゃなくて、結構がらがら

というか、そういう感じで運んでこられたイメ

ージですよね。 
【濵口貸切部長】 当初はどれくらいの方が来ら
れるかというのが、なかなか手探り状態でわか

らなかったということもありまして、大型対応

をさせていただいていましたけれども、途中か

ら、おっしゃられたように、どうしても人数が

少ないということで、中型、マイクロ等で対応

させていただいている状況でございます。 
【山田(朋)委員】 わかりました。まだまだ状況
が厳しいということがよくわかりました。貸切

バスの修学旅行を延期したり、先延ばしされた

ところとか、その辺をしっかりぐっと引っ張っ

ていただけるような営業活動をふだんからもい

ろいろしていただければなと思っております。 
 あと、部長説明の4ページのほうに、今回、
届出の問題で行政処分を受けたと思うんですけ

れども、それに伴って貸切バス事業者安全性の

評価認定制度の「一つ星」から「二つ星」にな

ったけれども、またそれが下がったという話で

すけれど、これはそもそも何星まであるのか、

どういうふうになっているのか、そのあたりを

教えていただきたいと思います。 
【濵口貸切部長】 貸切バス事業者安全性評価認
定制度といいますのが、そもそも平成24年4月
に発生いたしました関越道のツアーバスの事故

がございまして、それを受けまして、国土交通

省が2年間にわたって、「高速あるいは貸切バ
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スの安全回復プラン」と称して、安全対策等の

検討が行われました。 
 対策の一つに、ビジネス環境の適正化、ある

いは改善策として運賃制度の改革があったり、

安全コストが運賃に適正に反映される制度とい

うふうになったものでございます。 
 まず星ですが、一つ星、二つ星、三つ星まで

ございます。一つ星のほうは、ある一定の基準

がありまして、最初に、日本バス協会が窓口に

なってされているところでございますが、主な

目的といいますのが2つございまして、一つは、
貸切バス事業者の安全性、あるいは安全の確保

に向けた取組状況を評価して、認定して、公表

することで、利用者がより安全性の高い貸切バ

ス事業者を選択しやすくなるということでござ

います。もう一つが、本制度の実施を通して、

安全性の確保に向けた貸切バス事業者の意識の

向上や取組を促進すると、この2つの目的で、
平成24年度から実施されております。 
 先ほど申し上げましたように、星は、まず最

初が「一つ星」、それから2年間、何もなけれ
ば2年目に更新と、特に問題がなければ「二つ
星」と、さらに2年後は「三つ星」というふう
に、三つ星で認定をされているところでござい

ます。 
【山田(朋)委員】 わかりました。今回、ちょっ
と残念なことに、二つ星になったけれど、一つ

星になってしまったので、2年、2年できちんと
三つ星までなるように、お客様に選んでいただ

けるように、こういったことで選ばれることも

多くあると思いますので、ぜひいろんな取組を

やっていただきたいと思います。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです

ので、交通局関係の審査結果について、整理し

たいと思います。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時 ２分 休憩 ― 

― 午後 ２時 ２分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 それでは、これをもちまして、交通局関係の

審査を終了いたします。 
 本日の審査はこれにてとどめ、明日は、午前

10時から委員会を再開し、県民生活部審査の続
きを行います。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ２時 ３分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２８年６月１６日 

自   午前１０時 ０分 

至   午前１０時５０分 

於   本館５－Ａ会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 中島 浩介 君 

副委員長(副会長) 大場 博文 君 

委 員 三好 德明 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   瀬川 光之 君 

 〃   中島 廣義 君 

 〃   山田 朋子 君 

 〃   友田 吉泰 君 

 〃   大久保潔重 君 

 〃   麻生  隆 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

委 員 吉村 正寿 君 
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

県 民 生 活 部 長 吉浜 隆雄 君 

県 民 協 働 課 長 村井 正人 君 

男女参画・女性活躍推進室長  中尾美恵子 君 

人権・同和対策課長 古瀬 達郎 君 

交通・地域安全課長 宮下 直樹 君 

統 計 課 長 松尾 和子 君 

生 活 衛 生 課 長 本多 秀男 君 

食品安全・消費生活課長 永橋 法昭 君 
 
 

６、審査の経過次のとおり 
 

― 午前１０時 ０分 開議 ― 
 

【中島(浩)委員長】 おはようございます。 
 委員会及び分科会を再開いたします。 
 なお、吉村(正)委員から欠席する旨の届け出
が出ておりますので、ご了承をお願いいたしま

す。 
 なお、大久保委員から、所用により本委員会

の出席が遅れる旨の連絡があっておりますので、

ご了承をお願いいたします。 
 これより、県民生活部関係の審査を行います。 
 審査に入ります前に、理事者側から幹部職員

の紹介を受けることにいたします。 
【吉浜県民生活部長】 それでは、人事異動に伴
います県民生活部の新任幹部職員をご紹介申し

上げます。 
〔各幹部職員紹介〕 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 
【中島(浩)委員長】 それでは、これより審査に
入ります。 
【中島(浩)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。 
 予算議案及び報告議案を議題といたします。 
 県民生活部長より説明をお願いいたします。 
【吉浜県民生活部長】 それでは、県民生活部関
係の議案についてご説明させていただきます。 
 「予算決算委員会環境生活分科会関係議案説

明資料」の「県民生活部」をお開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第101号議案「平成28年度長崎県一般会計補正
予算（第1号）」のうち関係部分、それと報告
第1号 知事専決事項報告「平成27年度長崎県
一般会計補正予算（第8号）」のうち関係部分
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でございます。 
 まず、第101号議案のうち、県民生活部関係
につきましては、歳入予算について、216万
8,000円の増、歳出予算についても216万8,000
円の増を計上いたしております。 
 歳出予算の内容につきましては、カネミ油症

被害対策費について、記載のとおり計上いたし

ております。 
 次に、報告第1号のうち、県民生活部関係部
分につきましては、歳入予算について1,292万
5,000円の減、歳出予算について5,169万円の減
となっております。 
 補正予算の主な内容につきましては、記載の

とおりでございます。 
 以上をもちまして、県民生活部関係の説明を

終わらせていただきます。 
 よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。 
【中島(浩)分科会長】 ありがとうございました。 
 以上で説明が終わりましたので、これより、

予算及び報告議案に対する質疑を行います。 
 質疑はございませんか。 
【麻生委員】 今回、カネミ油症被害者の対策費
が盛られておりまして、一方では減額があって

おりますけれども、支援員を配置すると。カネ

ミ油症は大変長くかかっておりまして、企業の

補償状況もなかなか進まない状況の中で、被害

者の大変な状況があるんですけれども、今回の

目指そうとされている趣旨を詳しく紹介をして

もらえませんか。 
【本多生活衛生課長】 相談支援員を配置する目
的といたしまして、油症被害者の相談体制を充

実するということを目的としております。 
 業務の内容としましては、健康実態調査を毎

年実施しておりますけれども、この健康実態調

査の患者情報の把握、日常の電話相談や対面相

談、油症検診時の面談、患者宅への訪問面談、

研修会への参加、その他、国の指定するカネミ

油症に関わる業務を実施することとしておりま

す。このことによりまして被害者の方々に、寄

り添いながら対応ができるものと考えておりま

す。 
【麻生委員】 今回は支援員を1名ですか。それ
と、具体的な勤務状況としては、年間の補正予

算ですから、今年1年間やって、今後どういう
成果を求めて来年以降やろうとしているのか。

あまりにも年数が経っておりますから、高齢化

もしていると思いますので、そこら辺の流れを

教えてもらえますか。 
【本多生活衛生課長】 カネミ油症被害者に対す
る相談体制とか、これまでも生活衛生課に専任

職員を1名、法律施行後、配置しております。
それ以前にも1名おりましたので、現在、2名体
制でございますけれども、今回、嘱託職員を1
名増員して3名体制ということになります。 
 今年は7月から3月までということでござい
ますけれども、次年度以降も同様な体制で実施

していきたいと考えております。 
【麻生委員】 わかりました。体制が強化されて、
また、患者に寄り添いながらやると。まだ一部

係争中という状況もありますし、大変高齢化さ

れている状況もありますので、ぜひ油症被害者

の皆さんが生活に希望が持てるような取組をお

願いしたいと思います。 
【中島(浩)分科会長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 予算及び報告議案に対する質疑・討論が終了

しましたので採決を行います。 
 第101号議案のうち関係部分及び報告第1号
のうち関係部分は、原案のとおり、それぞれ可

決・承認することにご異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)分科会長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、予算及び予算に係る報告議案は、原

案のとおり、それぞれ可決・承認すべきものと

決定されました。 
【中島(浩)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。 
 県民生活部は、委員会付託議案がないことか

ら、所管事項についての説明及び提出資料に関

する説明を受けた後、所管事項についての質問

を行います。 
【吉浜県民生活部長】 今回、県民生活部関係の
議案はございませんので、議案以外の主な所管

事項について、ご説明をさせていただきます。 
 「環境生活委員会関係議案説明資料」の「県

民生活部」をお開きください。 
 今回ご報告いたしておりますのは、県民協働

の推進、熊本地震被災地支援の災害ボランティ

アバスの運行、女性の活躍推進、人権尊重の社

会づくりの推進、第10次長崎県交通安全計画の
策定、犯罪被害者等支援、カネミ油症対策、消

費者行政の推進、そして、最後に「長崎県『新』

行財政改革プラン」に基づく取組についてであ

りまして、内容については記載のとおりでござ

います。 
 以上をもちまして、県民生活部関係の説明を

終わらせていただきます。 

 よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。 
【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。 
 次に、提出のありました「政策等決定過程の

透明性等の確保などに関する資料」について、

説明を求めます。 
【村井県民協働課長】 それでは、私からは「政
策等決定過程の透明性等の確保及び県議会・議

員との協議等の拡充に関する決議」に基づき、

本委員会に提出いたしました県民生活部関係の

資料についてご説明いたします。 
 1ページ目をご覧願います。 
 1,000万円以上の契約案件について、本年2月
から4月までの実績は、資料に記載のとおり、
計3件となっております。 
 次に、3ページ目をご覧願います。 
 附属機関等会議結果につきましては、本年2
月から4月までの実績は、長崎県食品安全・安
心委員会など計2件となっており、その内容に
つきましては資料4ページから5ページに記載
のとおりであります。 
 以上で説明を終わらせていただきます。 
【中島(浩)委員長】 ありがとうございました。 
 次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。 
 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はございませ

んか。 
【麻生委員】 1ページ目の1,000万円以上の契
約の中で、生活衛生課、2項目目の犬の捕獲抑
留業務3,900万円とありますけれども、私も細か
な調査をしておりませんが、長崎市内も犬より

猫の問題があって、まち猫の問題で避妊をして

いるんですね。ボランティアもさせております

ね。今後、犬というよりは猫の問題で、もっと
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県が主導しながらやるべきじゃないかと。この

こととはちょっと外れますけれども、犬の捕獲

抑留業務で今回、年間4,000万円近い契約をなさ
れておりますけれども、業務としてどういうこ

とをしていただいているのか。 
 また、先ほど申し上げました街なかの猫につ

いて、被害も結構あって市単独で予算を組んで

いますけれども、県としての取組ができないの

かどうか、県の見解をお尋ねしたいと思います。 
【本多生活衛生課長】 主な業務の内容でござい
ますけれども、本委託業務は狂犬病予防法に基

づく犬の捕獲抑留業務等を行うものであり、違

反犬の捕獲、抑留、殺処分、焼却処分等、一般

に敬遠される業務もございます。また、保健所

収容犬の譲渡事業、安全に飼育してもらうため

の正しいしつけ方教室、犬の適正飼養管理方法

についての県民への説明、そういったところを

主な業務としております。 
 また、長崎市等も含めたところで県の指導的

なということでお話がございました。県といた

しましては、長崎県動物愛護推進協議会という

ものを県、佐世保市、長崎市も含めまして関係

団体、それからボランティア、そういった方々

に参画をいただきまして設置し、県内の動物愛

護について一体的に実施することとしておりま

す。 
 そういった中で、長崎市におかれましてはま

ち猫対策ということで避妊・去勢手術費を助成

する事業をされておりますけれども、県といた

しましても、長崎市、佐世保市以外の県立管轄

保健所管内でそういった助成事業を実施して、

地域猫活動の普及啓発に努めております。 
【麻生委員】 わかりました。 
 狂犬病予防とか殺処分、保健所から出てきた

ものについてやっているというご説明でした。

愛護関係もあって、今、長崎市では犬というよ

り猫の殺処分も結構多いと。もちろん愛護関係

で犬の殺処分もゼロということが一番いいんで

しょうけれども、熊本県や佐賀県は殺処分の愛

護関係で相当落ちてきているという実態がある

んですね。 
 どっちかというと、犬の養子縁組をやったり、

そういう取組をしていますよね。県としてはそ

ういうボランティア団体等と連携しながら、も

ちろんＮＰО関係が県民生活部の事業でしょう

から、一体となって動物愛護ないしは、今どっ

ちかといったら高齢者が多くて、犬も猫もそう

でしょうけれども、ペットがお年寄りの癒しの

状況になってきていると。ある程度またそれが

高齢化したりして、両面の状況になってきてい

ると思っています。 
 今、犬、猫は増えているんでしょうか。状況

としたら、4,000万円近いお金が使われています
が、県下の犬の状況は増えているんですか、減

っているんですか。犬、猫の増加の状況につい

ての流れがありましたらお示しいただきたいと

思います。 
【本多生活衛生課長】 犬、猫の数が増えている
のかというご質問ですが、犬の登録頭数につき

ましては市町の方で管理をしていただいており

ます。数としましては年々少しずつ減少傾向に

ございます。微減ということでございます。 
 猫につきましては、届け出といった登録制度

がございませんので、頭数の把握はしておりま

せんけれども、全国的には少し増えていると。

今、犬が全国的には980万頭、猫が同等ぐらい
ということで、犬は1,000万頭を切りましたけれ
ども、猫は1,000万頭に近づいている状況という
ペットフード協会が調査をした結果がございま

す。 
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【麻生委員】 犬は登録制ですよね。もちろん狂
犬病がありますから。 
 私がお願いしたいのは、今後、猫も増えてい

る状況でありますので、愛護団体とも連携をし

ながら、街の美観だとか、糞尿処理。どうして

もなる。これは生活衛生課がとっている予算と

若干違いますけれども、それに関連して今後県

の取組を改めてまた伺わせてもらいたいと思っ

ておりますけれども、やっぱり今後、犬、猫の

状況、もちろん犬はさっき言ったように減って

きていると。どっちかといいますと、手軽に飼

えるのが猫です。そういった両面から今後とも、

市民生活の中に入り込んでいますから、しっか

り衛生管理ができるように、また、狂犬病とい

うことについてはこの団体しかないという状況

でしょうけれども、競争力が発揮できるような

状況、並びにまたそういう仕組みができるよう

な状況をぜひお願いしたいと思います。 
 猫については、改めて別の角度で取組をお尋

ねしていきたいと思いますので、またよろしく

お願いします。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 それでは、次に議案外所管
事務一般について、ご質問はございませんか。 
【山田(朋)委員】 熊本へのボランティアバスと
いうことで、5月25日までに8回、154名の県民
の皆様がボランティアに従事をしていただいて

おります。 
 そこで、今回、長崎県は対象外であったと聞

いておりますが、ボランティアバスに関して観

光庁の方からおふれが出たというか、旅行業法

の本質に違反をしているんじゃないか、よその

自治体においてはそのような通知があったよう

に聞いております。この状況をどのように理解

をされているのか。そして、また、そこと長崎

県のボランティアバスとの違いについてお示し

ください。 
【村井県民協働課長】 ただいまのご質問でござ
いますけれども、観光庁からの通知でございま

す。内容を見ますと、社協やＮＰОなどが被災

地へボランティアバスを運行する際に、参加者

から参加費を集めることでございます。この参

加費、実費だけでも旅行業法の違反となると。

旅行業法では、法に基づく主催者というのは登

録義務がございます。そういう登録義務がある

主催者のみ、そういう参加費を徴収することが

できるということになっておりまして、今回、

ボランティアバスを社協やＮＰОなどが運行し

た際に、そういう徴収をやっていることは違反

になるということでの是正措置の通知がござい

ました。 
 今、県が行っておりますボランティアバスの

運行ですけれども、これは一切参加料等の徴収

は行っておりませんで、運行をしております。 
 県内の社協、あるいはＮＰОも被災地の方に

ボランティアの派遣等をやっておりますが、こ

れまで参加者から参加料を徴収したという事例

の報告とか、相談等は私のところには今あって

おりません。 
 この通知に伴う改善点として、同じく観光庁

からは、主催者が登録を受けるか、あるいはこ

のボランティアツアーを業者に委託して、業者

が参加費の徴収を行うと、こういう取り扱いを

すれば実施できるという通知があっているとこ

ろでございます。 
【山田(朋)委員】 わかりました。じゃ、社協と
かＮＰОがした場合、旅行代理店にそれをオー

ダー、発注をかけてする分には問題がないとい

うことでしたが、他県では旅行代理店をかませ
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ている分でも何かあったように聞いているので、

それは詳しく後で教えていただければと思いま

す。 
 今回、5月25日までで8回ということですが、
それ以降どのような状況になっているのか、ボ

ランティアバスのその後の状況、もし何か動き

があれば教えてください。 
【村井県民協働課長】 今回のボランティアバス
の運行でございますけれども、4月25日に第1回
の災害ボランティアバスの運行を開始しており

ます。実は、昨日まで、6月15日までに計11回
のボランティアバスの運行を行ったところでご

ざいます。11回の運行によりまして、これまで
被災地で活動された方が197名ございます。こ
の中には、随行しております県職員等が22名お
りますけれども、一緒に現地の方でボランティ

ア活動に携わっておりますので、計197名がボ
ランティア活動に携わっていただいている状況

にございます。 
【山田(朋)委員】 昨日まで11回、197名、県職
員22名には県民協働課長も入っていらっしゃ
るとお聞きいたしました。管理職自ら行ってい

ただいて本当にありがたいと思っております。 
 今後、被災地の状況次第でしょうけど、また

バスを運行していくのか。そういったことはど

のような計画で、今、一つのバスの定員は30名
でしたか、20名でしたか。定員どおり人が集ま
っているのかどうか。その状況も含めて、今後

のこと等、今まで11回したけれども、時間が経
つにつれて少しずつ参加者が少なくなっている

とか、そういった状況があれば教えてください。 
【村井県民協働課長】 まず、ボランティアバス
の公募をやっておりますけれども、これの最近

の応募状況ですが、やはり減ってきております。

基本的には20名程度、バスがどうしてもいろん

な資材とかをご自身で持っていかないといけな

いので、1人2席ぐらいの形で20名程度募集して
おりますけれど、5月下旬以降はちょっと足り
ないような応募状況にございます。 
 今後のボランティアバスの運行についてです

けれども、ここは先ほど山田(朋)委員がおっし
ゃっておりました、まず被災地でのボランティ

アニーズ、こちらの方を今後、把握していきた

いと思っております。そこの状況を把握しなが

ら、先ほど申しました本県からのボランティア

希望者の状況、あるいは現在、県の関係団体で

ボランティア振興基金というのがありまして、

そこでボランティアに行く際の交通費の助成事

業もやっております。その状況等も踏まえなが

ら、今後の運行実施については検討を行ってい

きたいと考えているところでございます。 
【山田(朋)委員】 次に、ボランティアの交通費
の助成について伺おうと思っていたんですが、

どれくらいの件数とどれくらいの人数、それを

利用されましたか。 
【村井県民協働課長】 今回、ボランティア振興
基金で助成しております災害ボランティア交通

費等助成事業というのがございます。そこで、

現在まで、実施予定を2件含んだところで、熊
本地震関係は計12件、助成の実績がございます。
そこの12件のうち、実際に活動された方、ある
いは、まだ予定も含んでおりますけど、12件で
68名でございます。助成総額としては55万
1,000円という状況になっております。 
【山田(朋)委員】 これからも、先ほど県民協働
課長が言われたように、被災地でのボランティ

アニーズ等を確認していただきながら、2カ月
経っても希望があられる方がいらっしゃる、昨

日も交通局とのやりとりで、ほとんど状況は変

わってないという話も出ておりましたので、ぜ
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ひそういうニーズがあれば、またボランティア

バスの運行をしていただきたいと思っておりま

す。 
 次の質問に移らせていただきたいと思います。

昨年の4月からでしたか、「ウーマンズジョブ
ほっとステーション」、女性に特化した就労の

相談窓口を開設していただきました。そこで課

題であったのが、長崎以外の方々に対するこう

いったものの利用拡大を図るためには、離島も

含めて県内に巡回をしていただきたいとお願い

をしていたと思いますが、今回、県内巡回就労

相談を実施するというふうにありますが、どの

ような計画なのかお聞かせください。 
【中尾男女参画・女性活躍推進室長】 「ウーマ
ンズジョブほっとステーション」の巡回相談に

ついてのお尋ねでございます。 
 ウーマンズジョブほっとステーションは、平

成27年2月に開設しております。多くの女性の
方に利用していただいておりますが、やはり委

員ご指摘のとおり、長崎地区の利用がほとんど

となっております。 
 こうした状況もありまして、今年度、長崎に

ある相談窓口に加えまして、市町と連携して各

市町での巡回相談を実施することとしておりま

す。具体的には、県内9地区で全部で60回予定
しております。地区別に申し上げますと、佐世

保地区が12回、島原地区、諫早地区、大村地区、
平戸・松浦地区、対馬地区、壱岐地区、五島地

区、上五島地区、これらで各6回の予定となっ
ております。 
【山田(朋)委員】 待望しておりました佐世保で
も開いていただけるということでありますが、

この巡回相談で成果が出れば、先々はサテライ

トオフィス、週に1回でも2回でも、マザーズが
ありますので、そこと連携して置いてもらうこ

ともぜひご検討いただきたいと思っております。

今、ご存じのようにハローワーク、女性の就業

希望者の方がすごく数が上がってきております

ので、そういったニーズにもしっかり応えてい

ただきたいと思っております。 
 次に、もう一点伺いたいと思います。 
 性被害のワンストップ支援センター「サポー

トながさき」をこの4月1日から開設していただ
きましたが、今、6月の中旬になりますが、相
談状況と、今までやった中においての課題とい

うか、何か問題点が見えたら、そのあたりも教

えていただきたいと思います。 
【宮下交通・地域安全課長】 今年4月1日付で
「性暴力被害者支援『サポートながさき』」は

開設しておりますが、まず、4月１日から5月末
までの相談件数でございますけれども、全部で

28件となっております。 
 内訳は、電話の相談が20件、面接相談が8件、
この面接相談8件のうち1件は関係先、これは学
校等ですけれども、そこに行って支援に当たっ

たという報告がなされております。 
 この28件の案件別の内訳といたしましては、
強制わいせつ関係が12件、その他の性暴力が11
件、医療機関等の問い合わせが5件となってお
ります。 
 委員のお尋ねの開設に当たっての問題点とい

うところですけど、今のところはそういうトラ

ブルや支援で難しかったとか、の報告は受けて

おりません。 
【山田(朋)委員】 関係団体、学校等と今言われ
ましたけれども、出向いて行って、警察と、要

は犯罪被害者支援センターの中につくっていた

だいているから、当然ながら警察との連携を図

っていただいていると思いますけれども、届け

出ですね、要はこの犯罪の特徴として親告罪と
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いうことがあって、被害に遭っても15％程度の
人しか警察に届けを出さないということがある

からこれをつくってくださいとお願いした経緯

があるんですけど、この相談の中で、警察にち

ゃんと犯罪としてつなげたケースというのはど

れくらいなのか。あと医療機関、例えば産婦人

科とかに同行したり、産婦人科的な処置なりを

された場合とか、あとカウンセリング等をした

ケースとかがあれば、それも併せて教えてくだ

さい。 
【宮下交通・地域安全課長】 今、委員のご質問
がありました、警察と連携して犯罪捜査、いわ

ゆる事件に発展したか否かのところですが、そ

の辺のところの報告も受けておりません。電話

相談、面接相談で解決したと理解していただけ

ればと思います。 
 必要であれば、当然警察と連携して事件化と

か、必要な措置になりますが、その警察の介入

は今のところはあってないということでご了承

願います。 
 また、医療機関とかカウンセリング支援の関

係についても、そこまでの支援には今至ってお

りません。 
【山田(朋)委員】 決して警察につながないこと
がよしではないんですよ。そういう被害に遭っ

たけど、要は泣き寝入りというか、この犯罪の

特徴はご存じと思いますけれども、6割、8割方
が知っている人、身内、職場関係、知人、友人、

家族とか、そういう近い人の関係だから声が上

げられない犯罪なんですよ。警察に行かないこ

とがよしでは決してないと、しっかり声を上げ

ることも本当に大事だし、そういったことをサ

ポートされる方には、ぜひですね。今の言い方

だと、警察に上げるようなことじゃなかったで

すという話だけど、本来上げないといけないよ

うなことなので、だから、そういうふうな感覚

でいてもらったら困るので、必要に応じてきち

っと警察につなぐようなサポートをしてほしい

と思います。 
 医療機関とか、心身に生涯残るような傷が残

るわけですよ、心にも体にも。そういう方々に、

今回、カウンセリングとか、病院に至らなかっ

たと言うけれども、そういったこともこちらか

ら積極的に勧めていただきたいと思います。そ

のための予算措置もしているわけだから、そこ

を徹底していただきたいと思います。 
 直接現場の方ともお話をさせていただこうと

思っていますが、この2カ月で28件、一つ学校
という話がありました。恐らく子どもが関わっ

ている、大学生かもしれませんけど、そういう

事案も起きていることから想像すると、本当に

事は深刻であると思いますので、せっかくこう

いう機関を長崎がつくっていただきましたので、

きちんと県民のために機能する、多分男性では

なかなかわかりづらいかもしれませんけど、こ

ういったことに対してきちんとフォローアップ

というか、寄り添っていただく支援をお願いし

たいと思いますので、お願い申し上げます。 
【友田委員】 まず、体験民泊の関係で、少し制
度というか、国の考え方が変わったとお聞きし

ていますのでお答えいただきたいと思います。 
 何度も私もこの問題について、本会議等でも

少し発言をした経緯があります。体験民泊をや

るに当たって、旅館業法の関係で適用除外とい

うか、そういうところに当たって認めていただ

く中で、課題になっていたのは、実際には農家

や漁家、そういった家庭でなければならないと

いうのがあって、そういう方々の受け皿がだん

だん不足してきていると。松浦においては、も

う発足して10年以上経ちましたので、それぞれ
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に10歳、受け皿の方が年を取っておられると。
中には廃業している方もいらっしゃって、ニー

ズはあるんだけれども、受け皿がないというこ

とで、この取り扱いについて何度か、緩和とい

うか、例えば農業地域における場合においては

体験民泊の認可が受けられるような対応ができ

ないかということを申し上げてきておりました

けれども、以前はやはり法律というか、県の条

例で定めた内容と、それから逸脱する分につい

ては認められないという原則論でありました。 
 これが国の民泊、いわゆる体験民泊というよ

りも、今話題になっているマンションの空き家

を貸したりする民泊等々もあって、こういった

影響があるのかもしれませんが、私がずっと訴

えてきた、農業地域にあるのであれば、それは

農業や漁業を営まない家庭であっても、民泊の

対象として認められないかということについて、

国が認める方向であると、認めたということを

聞いておりますので、そのあたりの内容につい

て少しお聞かせいただけませんか。 
【本多生活衛生課長】 国の規制改革会議の中で
「規制改革推進計画」が昨年6月に出されまし
て、その計画に基づきまして関係省庁、旅館業

に関しましては厚生労働省ですけれども、そち

らの方で観光庁と検討されております。 
 内容としましては、旅館業法施行規則の一部

を改正する政令が発出されまして、委員がおっ

しゃるように農林漁業者以外の者、個人に限る

んですけれども、自宅の一部を活用して農林漁

業体験民宿業を営む場合について、農林漁業者

と同様に延べ床面積の基準の適用除外というこ

とになりました。したがいまして、地域の中で

農林漁家以外の方でも、この体験民宿が許可さ

れるという状況になっております。 
【友田委員】 そうすると、その許可がされる場

合においても、一定のルールがあると聞いたん

ですが、例えば農業地域であるとか、漁業地域

であるとか、そういう縛りはあるんですか。例

えば、農業地域じゃなくて、いわゆる街中にぽ

つんといる方が、うちもやりますよということ

までは認められないということですか。そのあ

たりはどうですか。 
【本多生活衛生課長】 先ほどは旅館業法施行規
則の改正のことのみの説明でございましたので、

併せまして4月1日の施行ですけれども、旅館業
法施行令の改正も行われております。これまで

は、旅館業法の許可につきましては延べ床面積

が33平米以上のものについて許可の対象とす
ると、それ以外は許可が出せないということに

なっておりました。 
 委員がおっしゃるように、それでは地域の中

で広がらないということで、農林漁業体験以外

の方でも、延べ床面積が33平米未満かつ収容人
数10人未満の場合は、3.3平米乗じる収容定員数
ということで許可が出るようになりました。 
【友田委員】 そうすると、延べ床面積というか、
面積に対しての規制はあるけれども、どこどこ

の地域でなければならないということはないと

いうことでよろしいですか。 
【本多生活衛生課長】 そうでございます。 
【友田委員】 わかりました。 
 県内では、松浦が最初に取り組んで、先ほど

申し上げたように10年経つと、受け皿がどんど
ん、もう無理と、高齢者の方が無理ということ

で、じゃ、現役の例えば会社勤めだとかしてい

る方々に、それを辞めてまでその受け皿になる

かというと、これはまだまだパイとしては難し

いところがありまして、ニーズはあるんだけれ

ども、受け皿がないから、これ以上拡大できな

いということで非常に事務局等々も困っており
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ました。 
 一方で、先般も新聞で、観光統計等々で県も

公表された。非常に県内への観光客が増えて、

それは修学旅行等でこういった体験民泊等を県

外に売り込んだことが大きな効果になっている

だろうと言われているんですね。さらにこうい

ったニーズはあると思いますし、そういった

方々を呼び込むことによって、結果的にそれが

Ｉターン、新たなＵターンはどうかわかりませ

んけれども、Ｉターンにつながるきっかけにな

ると思いますので、ぜひこういった制度が緩和

されて、こうなりましたということについては、

グリーンツーリズム推進協議会ですか、こうい

ったところでご報告はされていると思いますけ

れども、よりこういった周知が進むように取り

扱いをお願いしたいと思います。 
 次に、今回、「第10次長崎県交通安全計画
（案）」をお示しいただきました。65ページに
わたるこの計画、一通り私も目を通しましたけ

れども、つぶさに見たわけではないので、少し

教えていただきたいんですが、この部長説明に

も前回の定例会で意見を求めたということが言

われています。 
 その際に、私は、県内の信号機のない横断歩

道に黄色い旗がなかなか見当たらないと。実際

に私が見た204号と35号ですか、その実態をお
示しして、佐賀県の横断歩道には至るところに

黄色い旗があるけれども、長崎県にはほとんど

見当たらないが、そういったものをこの計画の

中に取り入れてやるべきじゃないかという意見

を申し上げておりました。 
 その「黄色い旗」という文字をずっと追いま

したけれども、私が見落としているのかもしれ

ませんが、具体的に黄色い旗ということでは記

載がなかったように思うんですね。ただ、そう

いったことについて、前回、そういった認識が、

子どもたちにやはり黄色い旗を上げて横断歩道

を渡るだとか、あるいは、この中に書いてある

のは、あくまでも人が優先であると。車社会に

なっているんだけれども、人が優先なんだよと

いうことをちゃんと訴えていくというのは書か

れていますので、やっぱり県民に、人が優先と

いうことであれば、人が黄色い旗を持って横断

歩道に立っていたら、車は必ず止まると。当た

り前のことなんだと、そういったことを訴える

ような取組が必要なのだろうと思うんですけれ

ども、そのあたりはこの計画の中でどのように

網羅されているのか、そこをお聞かせいただき

たいと思います。 
【宮下交通・地域安全課長】 第10次の計画案
につきましては、委員の皆様のご尽力をいただ

きまして、先般から改定を重ねまして、お配り

してあるとおり、大体仕上がったという状況で

ございます。 
 それで、今の友田委員のご指摘でございます

が、前回、黄色い旗に関しまして、横断歩道に

おいては歩行者を優先という部分でございます。

これにつきましては、その意見を得まして、計

画案の9ページをご覧いただければわかると思
います。 
 交通事故による被害を減らすために重点的に

対応すべき対象としまして、9ページの（2）歩
行者及び自転車の安全確保、このページのちょ

うど真ん中の部分ですけれども、「加えて、横

断歩道においては、歩行者が優先であることを

含め、自動車等の運転者における歩行者と自転

車に対する保護意識の高揚を図る必要がある。」

ということで、友田委員のご意見をお伺いしま

して、この横断歩道においては歩行者が優先で

あるということを追加してつくり上げたという
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ことです。これは対策会議の幹事会の方でもご

了承を得ましてこのように付け加えさせていた

だき、この横断歩道では歩行者優先というとこ

ろを徹底してやっていこうということで計画案

には反映させていただいております。 
【友田委員】 わかりました。私も確かにここは
読んでおりました。どこが付け加えられたとか、

そういうことはわかりませんでしたので、ここ

がそういうことかなというのは、確かに思った

気がします。 
 前回も申し上げましたとおり、本当に佐賀県

側に行くとあるんですよね。長崎県側にはない。

黄色い旗が錦の御旗のようになって、あれさえ

上げれば危険行為であっても渡っていいんだよ

ということでは決してないと思うんですよ。た

だ、長崎県のというか、長崎市内の文化という

か、交通安全の意識というのですごいなと思う

のは、例えば築町電停の両側の横断歩道だとか、

県庁南側の出島の横断歩道だとか、信号はない

ですよね。みんな平気で渡るけど、車は停まる

んですよね。築町なんか、もう横断歩道に立っ

ただけで、みんな当たり前のように停まるんで

すよ。電車も停まりますよね。ここはすごいな

と思うんですよ。でも、その意識がほかのとこ

ろにもあるかというと、横断歩道に立っていて

もほとんど無視して行かれる。だから、県民の

皆さんから横断歩道には信号をつけてくれとい

う要望が出るんですよ。でも、警察に言うと、

そこは直線で、昼間の交通量が少ないので、そ

こに設置することは困難と、大体そういう回答

が返ってくるんですよ。だから、こういったこ

とをしっかり長期計画の中でうたって、相当時

間はかかると思うんだけれども、あれだけ交通

量の多い長崎市の中心部で当たり前になってい

ることを県内にちゃんと広げていけば可能なん

だろうと私は思うんですね。ですから、この長

期計画の中でしっかり加えていただきましたの

で、黄色い旗の設置を全て求めるということで

はありませんが、少なくとも横断歩道に人が立

っていれば停まる、これは免許を取る時に習う

ルールであって、停まらなければいけないよう

になっているんだけれども、停まらないことが

多いと思うんですね。だから、ぜひ書いていた

だきましたので、しっかりそういった取組をお

願いしたいと思いますので、もう一度そういっ

た点での考え方を示していただいて終わりたい

と思います。 
【宮下交通・地域安全課長】 第10次交通安全
計画は、間もなく策定でございますけれども、

先ほどの委員の指摘等も受けまして、また細や

かないろんな対策がありますけれども、しっか

りとした対策で、今後、関係機関とともに推進

していきたいと思っておりますので、よろしく

お願いします。 
【中島(浩)委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【中島(浩)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、県民生活部関係の審査結果について整理

したいと思います。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１０時４５分 休憩 ― 

― 午前１０時４５分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 これをもちまして、県民生活部関係の審査を

終了いたします。 
 引き続き、分科会長報告及び委員長報告の取

りまとめなどの委員間討議を行います。 
 理事者退席のため、しばらく休憩いたします。 
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― 午前１０時４６分 休憩 ― 

― 午前１０時４７分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 今定例会で審査いたしました内容、結果につ

きまして、6月21日（火曜日）の予算決算委員
会における環境生活分科会長報告及び6月24日
（金曜日）の本会議における環境生活委員長報

告の内容について協議を行います。 
 それでは、審査の方法についてお諮りいたし

ます。 
 協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ござませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)委員長】 ご異議がないようですので、
そのように進めることといたします。 
それでは、ただいまから、委員会を協議会に切

り替えます。 
〔協議会〕 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 環境生活分科会長報告及び環境生活委員長報

告につきましては、協議会における委員の皆様

の意見を踏まえ、報告させていただきます。 
 次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１０時４９分 休憩 ― 

― 午前１０時４９分 再開 ― 
 

【中島(浩)委員長】 委員会を再開いたします。 
 閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ございませんか。 
〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕 

【中島(浩)委員長】 それでは、正副委員長にご
一任願いたいと思います。 

 これをもちまして、環境生活委員会及び予算

決算委員会環境生活分科会を閉会いたします。 
 お疲れさまでした。 
 

― 午前１０時５０分 閉会 ― 
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